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は じ め に

本書は､1995年 6月7日 (水) 8日 (木)の両日､東京 ･ゆうらいふセンターで行

われた日 ･独シンポジウム ｢『社会的市場経済』 - 未来のモデルになるか ?｣(

(財)連合総合生活開発研究所､フリードリィヒ･エーベル.ト財団主催)の内容を研

究報告書として編集したものである｡

｢ベル リンの壁の崩壊｣のあとで､世界は ｢大市場競争 (メガ ･コンペティシ ョ

ン)｣の時代に入 りつつあるといわれる｡｢市場経済-の傾斜｣がすすみ､そのなかで､

効率と公平 ･公正のあり方､市場経済の活用と社会連帯のあり方が鋭 く問われている

のである｡

近づきつつある21世紀を展望して､いかなる経済社会システムが望ましいか､それ

はそこで生活している勤労者 ･国民の立場からの考察が必要であるとわれわれは考え

る｡市場経済は､人間の尊厳と公正 ･平等などの社会的価値を生かしながら展開して

いくよう方向づけられる､という視点が強調されよう｡

連合総合生活開発研究所とェ-ベル ト財団は､戦後西 ドイツの経済社会システムの

あり方の基調とされた ｢社会的市場経済｣に注目し､これに現代的意義をあたえ､未

莱-のメッセージをくみとることができるかどうかをテーマとして国際シンポジウム

を共同して企画した｡同時に､このシンポジウムを､戦後50年の日本とドイツの動向

をふ りかえりながら､政治､経済､社会､雇用と社会保障などのそれぞれのテーマに

即 して､21世紀の経済社会システムのあり方を展望していくものとした｡

幸い､ ドイツからは､ベル ト リュ-ルップ博士 (ダルムシーユタット工科大学教

撹)をはじめ,とした第一線の学者 ･研究者の参加をいただき､日本側も新田俊三東洋

大学教授をはじめとした気鋭の学者等を迎え､充実したシンポジウムとすることがで

きたと考える｡(シンポジウムのプログラムについては､本書の巻末に添付｡)
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は じめに

本シンポジウムの開催にあたって､共同主催のフリー ドリッヒ･エーベル ト財団を

はじめ日本労働組合総連合会､ドイツ大使館､(財)国際労働財団その他関係各位の皆

様に深 く感謝申し上げる次第である｡

本報告書では､敬称は略させていただいたこと､並びに所属 ･役職名は1995年 6月

7日現在のものであることを申し添え､御了解をお願いいたしたい｡

財団法人 連合総合生活開発研究所

所長 栗 林 世
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主催者あいさつ

個人尊重 の社会連帯 を

理事長 山 田 精 吾

(連合総合生活開発研究所)

きょうの日独シンポジウムはもっと早 く実施

してもよかったのではないかと思いますが､今

日まで延び延びとなっておりました｡

連合は国際労働財団 (JILAF)も設立し

ておりますが､そこの理事長でありました宇佐

美さんや､明日パネラーで参加していただきま

す井上信一先生にア ドバイスをいただきまして､

この日独シンポジウムをつくる段取 りを 1年ほ

どかけ七､関係者が努力してまいりました｡

1995年は､ ドイツにとりましても､日本にと

りましても戦後50年と､歴史的にも大変節目の時代を迎えております｡戦後50年とい

う大きな節目を 1つのステップにしながら､21世紀に向かう未来に向かって､我々は

今からどう努力を進めていくのかということについて真剣に考えていきたいと思いま

す｡

今から議論されます社会的市場経済につきましては､経済的な基本的な議論と同時

に､本来の人間としてのあり方､社会としてのあり方は今後どう進むべきなのかとい

うことも､きょうのシンポジウムなどを通 じて､もっと考えてみる必要があるのでは

ないかと思っております｡

連合の結成しましたときの大きな方針の1つに､我々としては､欧米並みの賃金か

ら欧米並みの生活を目指そうではないかということを掲げました｡その大きな柱とし

まして､経済､産業､企業というものは､人間社会のために存在するものであるとい
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うことをお互いに確認して､いろいろな政策に取 り組んでいこうということも大会で

宣言して､そのもとにいろいろな政策活動も今日まで進めてきたという経過もありま

す｡また､連合は連合として ｢日本の進路｣ということも明らかにしています｡ゆと

り･豊かさが実感できる公平で公正な社会づくり､さらには､人や暮らしや環境にや

さしい福祉社会を何としても目指そうという2本のレールを引きながら､それを下敷

きにしたのが､連合が掲げております ｢日本の進路｣ということであります｡その日

本の進路の基本というのは､きょう議論をされます社会的市場経済ということに尽き

ると思います｡

きょうのテーマには ｢未来のモデルとなるか｣ ということです｡私は､社会的市場

経済は､未来のモデルになると確信して､この道を我々自身が進んでいくことが非常

に大事であるし､それが求められていると思います｡

連合総研もつい最近､｢2020年-の選択｣ということで､『しあわせの未来形』を刊

行して､連合のなかで議論をしている最中でもあります.そこでは､企業中JLhの従来

型で進んでいくのか､言うならば､個人中心の市場万能型でいくのか､さらには個人

尊重の社会連帯でいくのかという問題も提起をしています｡さらにまた､｢福祉経済

社会｣とは一体どういうものなのかということについては､連合総研でいろいろな先

生方に参加をしていただきまして､立論をしていただいている最中であります｡

この日独のシンポジウムが十分な成果を上げられますように期待いたしています｡

今日までご協力いただきましたこと､さらに､きょう参加をしていただきました万に

重ねてお礼を申し上げまして､ごあいさつにかえたいと思います｡どうもありがとう

ございました｡
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主催者あいさつ

開かれたシステムとしての社会的市場経済

東京事務所長 ミヒ ャエル ･エ ール ケ

(フリー ドリッヒ ･エーベル ト財団)

エーベル ト財団の東京代表のエールケと申し

ます.ェ-ベル ト財団の代表として一言ごあい

さつ申し上げたいと思います｡皆さんがこう

やっていらしてくださったことに心から感謝し

たいと思います｡

今回のテーマは本来は日本側から捉起された

ものでございまして､この社会的市場経済をぜ

ひとも議論したいということでございました｡

私たちは少しためらいがありました｡その理由

の 1つといたしまして､私たちほいわゆるドイ

ツの宣伝はあまりしたくないというところがあります｡さらには､社会的市場経済と

いうのは簡潔した 1つのシステムであるわけではなくて､これをすすんで薦めるわけ

にはいかない｡それから､ ドイツの社会の45年間のさまざまな状況というのを簡単に

申し上げることはできないということがあります｡そして､社会的市場経済というの

はさまざまな解釈があるし､さまざまな経済政策のス トラテジーというものを含んで

いる多くの問題があります｡福祉国家と社会的市場経済とは必ずしも一致したもので

はございません｡この間の区別が必要です｡

私は､ ドイツ人としてこのように日本におりますと､･日本の経済とか社会モデル､

あるいは日本の現実というものを何とか知ろうと苦労しているわけであります｡私に

とって､問題はどこにあるかと申しますと､文献におきましては日本とアメリカは常

に比較されます｡日本は理想形からどのくらい離れているか､つまり､アメリカとど
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のくらい離れているかということが問題になります｡しかし､ヨーロッパから見ます

と､むしろ日本とアメリカの間には共通点も多く､アメリカがいわばアウトサイダー

でありまして､ヨーロッパ諸国と日本の間にはさまざまな共通点があるのではないか

と思います｡またヨーロッパから見ますと､アメリカと日本の間にも共通点があるよ

うに見えます｡これはヨーロッパからはかなり違 うモデルではないかと思います｡こ

のような共通点と差異を問題にすることが､このような国際的な会議で非常に大事な

ことだと思います｡そして､これを通 じてお互いに学び合うということが必要ではな

いかと思います｡殊に他人の欠点からも学ぶことが必要だと思います0

このシンポジウムの準備の間に､私はいわば自国の現実というものと対決させられ

ることになりまして､そのおかげで日本の現実をもう一度新しく見ることになりまし

た｡このような両国の間の共通性と差異というものをなるべく具体的に見ていこうと

いう気になりました｡そして､日本とドイツを比べることによりまして､幾つかの教

訓を得ようと思います｡そして､ここから直接的な結論が得ることができれば､私た

ちといたしましては､このシンポジウムは成功だと思います｡活発な議論を願ってお

ります｡ありがとうございました｡
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来賓 あ い さつ

新 しい現実 と社会的市場経済モデル

参事官 ベルノ一 ･ブンゼ

(ドイツ大使館)

皆さんの前で､ ドイツ大使館を代表いたしま

して､このシンポジウムであいさつできること

を光栄に存 じます｡

私たちは2日間極めてアクチュアルな､ニュ

アンス豊かなさまざまな問題をお互いに議論し

合うことができると思います｡もちろん意見は

1っに集約することは限 りません｡私たちは日

本とドイツの極めて高名な学者と専門家に参加

をしていただいており､このような問題にまさ

にふさわしい枠組みをつくっていただいたと思

います｡その上､東京というものは､このような催し物にはすぼらしい､適切な場所

だと思います｡

日独の関係につきましては､このような問題はきわめて重要でありまして､ここで

行われることに意味があります｡文化的な違い､政治的なシステムの違い､経済構造

の違いにもかかわらず､私たちは非常に似た問題を克服しなければいけません｡例え

ば､構造的な失業率とか､これは日本でも高くなっておりますが､人口の老齢化､産

業立地としての両国の魅力の喪失であります｡このようなことは現状を明らかにして

幾つかのキーワードになります｡産業基盤というものが現在､空洞化されつつありま

して､企業が賃金の安い国々に流出しております｡これは日本でもドイツでも極めて

アクチュアルな問題です｡ ドイツではいろいろ問題にされておりますけれども､いわ

ゆる私たちのモデル､社会的市場経済というものは確かに長い間､ ドイツの経済的成
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功の象徴でもございましたけれども､ひょっとするともう時代おくれになったのでは

ないかと言われています｡このモデルは少し非効率的であって､高 くつき過ぎるので

はないかと言われています｡

この関係におきましては､東南アジアの極めて勤勉な人々のことが引き合いに出さ

れます｡このようなシステムというものをこの人たちはもちろん享受しておりません｡

こう考えますと､一体､我々のモデルというものはこの傾向を抑えるものであって､

必ずしも経済を発展させるものではないのではないかということが言われています｡

日本におきまし/ても構造がどんどん変わ りつつありまして､社会的な保障というもの

は､日本の場合には企業によって賄われている面が多いですけれども､状況は大分厳

しくなっています｡若い人たちはすぼらしい大学の教育を受けながらも､それなりの

適切な企業に勤めることは難しくなっています｡ホームレスという問題も生じており

ます｡これは最近まであまり日本では問題にされておりませんけれども､これが東京

でもはっきりしてまいりました｡新しい方向というものが必要になっているのであり

ましょうか｡社会的市場経済というモデルは､改善すれば､このような日本の特別な

問題につくり変えますと､.解決をもたらすのでありましょう.

このようなさまざまな問題はありますけれども､私たちの立場､洞察というものを

お互いにぶつけ合うということはいかがでしょうか｡それこそこのディスカッション

を生き生きとさせるものであると思います｡このシンポジウムの後､一層の見識を持

っだけではなく､新しいパートナー､新しい友人を得て､このディスカッションが将

来も持続することを私は望んでおります｡この意味で皆さんにこのシンポジウムの成

功を望みます｡ありがとうございました｡
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来賓 あい さつ

高齢社会の社会改革-の挑戦

連合副事務局長 松 本 惟 子

ご紹介いただきました連合の松本でございま

す｡本日､このように連合総研とエーベル ト財

団によって､意義あるシンポジウムの開催の運

びになりましたことにつきましてお喜び申し上

げ､さらには関係者の皆様方に心からの敬意を

表したいと思います｡

先ほど山田理事長も述べておられましたけれ

ども､日本は少子化､高齢社会-大変な速度で

進んでおります｡その影響がさまざまな面で懸

念をされておりまして､21世紀の我が国の将来

の大きな課題の一つでございます｡連合にとりましても､また男女平等社会をつ くり

上げていくに当た りましても､そのこと-の対応というのは決定的な重みを持ってい

ると考えております｡

日本の社会はこれまでさまざまな面で比較的不利な立場にありました障害者とか働

く女性に対して､社会的な共生という方向ではなく､むしろ自助という点で､本人や

家族にだけその負担を負わせてまいりました｡私どもは､経済優先のこういった仕組

みから､人間を大切にする仕組みに変えようということを合言葉にして､政策転換の

努力をはかってまし~､りました｡

長い間の不況と雇用なき景気回復とも呼ばれているような､非常に厳しい雰囲気の

中で､市場万能の雰囲気の中で､私げ先はど申しましたような自分で責任を負うとい

う方向-の転換-の逆行を一部心配をしております｡特に女性労働者にとってでござ

います｡そういった方向ではなく､人間が性を問わず､障害を持つ人､健勝の人を間
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わず､生き生きと生きていけるような社会に向かっての展望を切 り開いていくべきだ

と考えております｡

連合は､年金や医療と並んで福祉の充実がこれからの私どものに社会にとりまして､

つまり高齢化社会にとりましての焦点と考えております｡特に介護の問題はこれまで

は家族がこれを負うもの - 家族が負うというのはだれが負うかというと､主に女

性なわけですが､負うものというふうに考えてきましたけれども､もはや家族だけの

手には負えなくなってきているわけでございまして､これに対する社会的な支援策と

いうのが契累の課題でございます｡したがって､介護問題というのは避けられない問

題であります.連合内で､介護問題に対する総合的な福祉サービスの充実とそのサー

ビスを受けるに当たっての負うべき負担､財政的な負担について検討していくための

委員会を設置いたしました｡この課題につきましては､今年の4月からドイツで介護

保険制度がスタートをいたしました｡長年にわたる検討の結果､結論を得て発足をし

たというように伺っております｡そういったお国の状況をも十分に参考にさせていた

だきながら､日本の介護制度のあり方を考えていきたいと患っております｡

本シンポジウムは21世紀の経済社会システムを考えるというテーマでございます｡

私ども連合にとりましても大変時宜を得たものであると歓迎をいたします｡勤労者の

声をベースにしていただきながら､社会連帯を築き､大胆に社会改革に挑戦するため

にも､このシンポジウムで多くのことを学んでまいりたいと考えております｡貴重な

お時間をちょうだいいたしまして､一言､連合を代表してごあいさつを述べさせてい

ただきました｡このシンポジウムの成功を心から祈念し､私のごあいさつとさせてい

ただきます｡
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第 1セッション 基調報告

社会的市場経済は未来のモデルか､過去のモデルか

Pro†.Dr.巨ertRurup(ベル ト･リュールップ)

(ダルムシュタット工科大学経済学教授)

1943年生まれ､-ンブルク､ケルンで国家学 (経済)専攻｡

ケルン､グッティンゲン､エッセン､ダルムシュタット､ウィ

ーン､ライブツィヅヒ大学にて財政学助手 ･教授｡ライブツィ

ヅヒ工科大学経済学科､ライブツィッ早大学経済学部創設者｡

ドイツ連邦議会 ｢人口推移｣審議会､カザヒスタン政府 ドイツ

経済助言グループメンバー｡

公共事業計画､税制 ･経済政策､雇用 ･労働市場政策などに

関する著書多数｡

1.｢社会的市場経済｣の理念と原則

(1) 社会的市場経済は､構想上､三つの種類に

分けられる｡

○リベラル ･アングロサクソン型

○オル ド (統制) リベラル ･ドイツ型

○労使協調的日本型

アメリカ方式とドイツ方式で共通している

ことは､市場経済において､個人が模索する

行為に基づいて､効率的な経済調整の原則が

働いている｡つまり､個人の活動は利益によって報いられ､損失により罰せられる

ので､企業の生産プランは最終的には､顧客の要望に沿ったものになるという点で

ある｡

この脱中心的利益追求型の調整方式が､中央集権的な計画による調整策のどれよ

りも決定的に優れている点は､市場経済体制を原則的に経済的で効率のよいものに
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している ｢経済全体の失敗調整法則｣にある｡

日本型市場経済は､少なくとも西ヨーロッパ人の目から見れば､脱中心的､且つ

競争を意識し､消費者の要望に沿った生産プランに沿って経済活動が行われている

というものではない｡ ドイツ人から見ても､日本型市場経済は国家により制度化さ

れ､国の機関により経済政策上､とりわけ貿易政策上の目的の効率的な達成の為に

調整されたものに他ならず､消費者の利益より､企業の利益が追求されているよう

に見える｡

アメリカ型 (市場 リベラル)とドイツ型 (統制 リベラル)の市場経済には､先に

述べた原則上の共通点の他に､数々の相違もある.因みに前者は､ ミル､ ミ-ゼス､

-イ-ク､後者はリュストウ､ベーム､オイケン､ ミュラー-アルマックといった

人々に代表される｡｢市場 リベラル｣の人々は､セイの理論が正しいと思い込んでい

るが故に､市場を自動的に完全雇用､経済成長､高い生活水準が保障される ｢完全

自動装置｣と見なしている｡独占が資源の効率的な利用を妨げている場合､(ここで

ほどの市場も原則的に獲得できると考えられているので)その独占は競争によって

排除される｡国の政策は従って､専ら ｢競争市場｣を速やかに整備するべく､所有

権を確立 ･保障し､′価格の自由化と安定を図るべきである｡ついでに言えば､市場

の ｢見えざる手｣が､個人の利益追求が結果的に社会の安定に繋がるように導いて

くれるので､国は積極的に経済政策を行うことは避けるべきである､という立場で

ある｡

一方､ ドイツの統制 リベラル学派は､市場経済を ｢半自動装置｣と見なし､社会

が効率良くある為には国による修正が必要で､それは特に､分配､社会の安定､そ

して環境の観点が必要であるとしている｡更に積極的な競争政策も重要で､統制さ

れない競争では集中が起こりやすく､その結果自己破壊に繋がるものである｡どん

なに機能する市場経済にも欠陥 (理論上､市場の失敗と言われるが)は付きものな

ので､市場の結果と社会の理想的状態の間の溝を埋める為に強い国家による修正が

定期的に必要になるという考え方である｡

つまり､リベラルの効率 ･配分に重点を置いた ｢自由主義市場経済｣から､分配

の観点にも配慮した ｢社会的市場経済｣が生まれたと言える｡
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(2) この ｢社会的市場経済のモデル｣の中核をなす考え方は､-個人の財産と利益追求

K'基礎を置く市場経済と､社会的公正の精神､つまり､この効率的な配分が行われ

ている理論上の経済体制において､｢不公平で社会不安を招 く｣と見られている (社

会の)安定 ･分配上の欠陥を国が修正するという考え方とが結び付いたもめである｡

従って､｢社会的市場経済｣とは､資本主義の原理が働 く一方､自由な経済活動に

おいて個々の市民にとって不利益になることは､とりわけ国の社会政策によって修

正されるべきであるという構想である｡

社会的市場経済には従って安定と公正を実現できる強い国家が必要である｡この

国家とは､｢法治国家｣であり､オイケンが言 うように ｢持続性のある経済政策｣が

必要なことから､個々の市民にとって信頼のおけるパー トナーでなければならない

が､かと言って､大きな国家である必要もない｡

(3) 端的に言えば､社会的市場経済は一般大衆の生活水準を上げ､安定させるための

国の政策であったし､現在もそうである｡

重要なことは､日本の例のように企業ではなく､市民､消費者とその経済的安定

が経済政策の中心課題であるということだ｡ルードヴィヒ･エア-ル トの著書 ｢す

べての人によい暮らしを｣を契機に､1950年代から60年代の初めに社会的市場経済

という概念が一般に浸透するに至ったが､経済成長や輸出の実績などほ､それ自体

が目的ではなく､国民全体の経済的な基盤を創る道具に過ぎないのである｡

(4) ドイツの経済政策が在来政党の枠を越えて過去50年近 くも ｢社会的市場経済｣を

指針としてきた理由は二つある｡

○客観的経済データが示す､この政策の成果 (特に1950年代の ｢驚異的経済成

長｣)

○この構想が多様な解釈を許すので､キリス ト教民主同盟 (CDU)の自由保守

の統制政策や､社会民主党 (SPD)のケインズ的包括方式政策 (1965-

1980)､1982年から1990年まで続いた供給論的政策､そして最近の社会的 ･環

境重視市場経済 (1990年以降)の理念､それらすべてが ｢社会的市場経済｣ と
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いう名のもとに実行されてきた｡

この ｢社会的市場経済｣の内容の ｢柔軟性｣は､次のことから来る｡即ち､｢経済

政策の形態上房思索｣(ミュラー-アルマック)の試みでは､これは理論的に確立し

たもの､はっきりとした輪郭のあるものというより､むしろ､(｢社会的市場経済｣

という概念の生みの親である著者が表現しているように)｢融和神学的な｣､平和を

呼ぶ掛け声で､決定権を持つ者すべて､特に経営者団体､労働組合､そして国が合

意に基づいて行動して初めて､その効果が現れるという結論に達しているのである｡

そして､まさにこの平和を呼ぶ掛け声が､従来の ドイツの経済政策の要であった｡

1960年代の終わ りまで経済成長が最も重要な ｢社会平和の条件｣ とされていたが､

それ以降､1980年代初頭までほ社会政策上の調整が平和をもたらすものと考えられ

ていた｡

(5) ｢社会的市場経済｣のモデルに沿って､経済政策を状況に応じてどのようにも立

てることが出来るからといって､経済 ･社会政策のすべてを ｢社会的 (social)｣と

いう言葉のもとに正当化するのは間違いである｡

もとより､経済 ･社会政策が正しいかどうかは､目的達成に役立つかというより､

その市場にとって整合性があるかどうかということにかかわっている｡つまり､社

会的市場経済の経済 ･社会政策に特徴的なことは､市場経済の推進力である､価格

の自由を疎外するような政策は採られないと言うことである｡例えば､家賃の上昇

を抑えるのではなく､家賃補助を出す､というのもこれに当たる｡

しかし､ここで指摘しておかなければならないことは､第一に､実際は､この理

念を旗印にしている人でさえ､この条件を満たさないことが往々にしてあること､

第三に､市場との整合性という基準が常に当てはまるとは限らないこと､つまり､

市場の ｢完全自動装置｣が働かない場合､例えば環境政策のように本質的な､市場

の前提条件が揃っていない場合には思想上の袋小路に陥る可能性がある｡
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2.本質的要素 :社会国家､社会的パー トナーシップ､連帯

(1) 社会的市場経済の本質的な特徴は､社会的パートナーシップ､連帯､及び社会国

家である｡

社会的パートナーとは労働協約を結ぶ当事者団体である｡労使団体双方には労働

条件 (賃金､労働時間など)を交渉する義務 ･権利がある｡この権利と､それに伴

う国の関与の禁止は憲法に規定されている (基本法第 9条)｡労働協約をむすぶ当

事者を社会的パートナーと呼ぶことによって､根本的に合意を目指す姿勢が明らか

にされている｡すなわち労働組合と経営者団体は毎年の賃金交渉でどんなに対立し

ても､自分達を ｢敵｣ではなく､社会国家を維持してゆく義務を負った同権のパー

トナーと､考えている｡従って､社会的パートナーシップとは､労働組合や経営者

団体が経済全体のために､時によっては､グループ独自､経営独自の利益を省みず

に行動することも有 り得ること意味している｡産別労働観合､組織された経営者代

表､そして地域別労働協約は､従って社会的市場経済の制度そのものである｡この

社会的パートナーシップから生まれた成果の典型的なものが､ ドイツの共同決定制

度であるが､これは国際的に見て他に頬を見ないものである｡即ち､この制度によ

り､すべての企業 (小規模のもの以外)において労働者代表が決定に参加出来るよ

うになったのである｡

社会的パートナーシップに端を発している､この労使の合意形成の基本姿勢は､

ドイツがストライキの最も少ない国に数えられていることからも分かる｡

(2) ｢社会的市場経済｣は社会国家理念と切 り離せないものではあるが､福祉国家理

念と結び付いているとは限らない｡

｢社会国家｣と ｢福祉国家｣の決定的な違いは､｢福祉国家｣では国が経済 ･社会

の舵取 りを積極的に行い､経済全体の生産能力の少なからぬ部分が､(そして､それ

は多くの場合､増大する一方であるが)純粋な社会政策の分野を時には越えて､機

会均等政策 (例えば終身収入保障<働 く権利>､医療､子育て ･教育､住居､成人

教育､等々)の名の下に容赦なく使われる｡
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更に､福祉国家の概念には､国民の社会的権利を確保するために多くの政策を行

うことが､国の義務であると同時に権限でもあるということが表明されている｡す

なわち､｢働く権利｣を守ることや､｢公正に分配された｣消費の機会を確保するこ

と､また､社会 ･政治参加における不平等を取 り除 くことが､それに当たる｡ス

ウェーデンは福祉国家の典型だった｡

もう一度､繰 り返して言えば､社会的市場経済には ｢福祉国家｣の理念ではなく､

｢社会国家｣の理念が当てはまる｡福祉国家の理念が市民的 ･民主的開放運動に端

を発しているのに対し､社会国家の理念はもともと､社会秩序維持の為､市場経済

における分配の不備に対処することに腐心した､ビスマルクの権力国家にその原点

を置 くものであった｡

ドイツが社会国家となってから､かれこれ100年になるが､その社会国家とは､市

場経済の原理が支配的であると同時に､国が市場のメカニズムの分配効果を政治的

に検証し､必要に応じて修正する義務を負う社会である｡

(3) 生活保障問題の解決には､根本的に二つの原則が考えられる｡即ち､個人主義と

連帯主義の原則である｡個人主義では､生活のリスクに対して個人的 ･任意の備え

がなされるものと考える｡この考え方は自由主義市場経済の本質であって､個人の

貯蓄や､等価という基準で成 り立っている民間の保険などは､その典型的な保障制

度である｡それに対して､社会的市場経済の本質は連帯主義にある｡この考え方は､

生活保障の問題は､法律で定められる､国､あるいはそれに準ずる機関による保障､

とりわけ､社会保険により解決されるべきあるというものである｡ ドイツでは

1883公的医療保険

1884公的災害保険

1889公的年金制度

1927公的失業保険

1995公的介護保険

が､導入されている｡
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社会保険の特徴は､原則的には強制であること､給付が賃金補助の性格を持つこ

と､保険料の支払いは､仕事による収入の場合のみ強制であること (一賃金中心)､

そしてある一定の (年毎に定められる)賃金以上の場合は強制ではないことである｡

この非常に密度の高い､(これまでは)非常に優れた ドイツの社会保障制度は､

(経営者が保険料を全額払う公的災害保険を除いて)労使の折半によるものである｡

社会保険の労使同権の運営にも見られる､この労使折半の形態は更に発展して､保

険に加入している労働者と彼らが働いている企業との連帯､更には総体的な労使間

の連帯など､様々な局面の連帯を生み出している｡つまり､ ドイツの社会保険制度

とは生活保障の問題に対する企業の枠を越えた解決策であり､従って､個人主義的

解決策や､個別的 ･父権的解決策とは､正反対に位置するものであろ0

3.｢社会的市場経済｣の将来性

これまで見てきたように､社会的対称性､社会的パートナーシップ､連帯､あるい

は合意形成という特徴を持った市場経済の形態が､(ドイツの)21世紀の経済政策の

モデルにもなるかということは､これから先､｢社会的市場経済｣の基準を満たす政策

で社会 ･経済の主要問題に対処できるかどうか､あるいは､市場急進的な方法を探さ

なければならなくなるかどうかにかかわっている｡

これから先の問題とは次のようなものである｡

(1) ドイツは (引き続き)世界で最も裕福な国の一つである｡その上､最近､■貧困が

-増しているにもかかわらず､物質的な富は他の国に比べれば､比較的公平に分配さ

れている｡全労働者の (収入がある人)上位 5分の 1の人々が､下位 5分の 1の

人々の総額にして4倍 (8倍)の給料を貰っているのは事実だが､ ドイツの労働条

件や社会保障が世界で類を見ないものであることも事実である｡

この経済的安定の源は ドイツ経済の国際競争力にあり､これは即ち､｢社会的市

場経済｣の政策がもたらした国内の (社会的)平和によるところが大きい｡

一国の ｢国際競争力｣とは､次のようなものである.
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○一国の経済の､外国で求められる商品やサービスを提供することが出来る能力

(abilitytosell)

○これを販売することにより利益を上げる能力 (abilitytoearn)

例えば､ ｢World-Competitivness-Report｣の最新号では (その他､信頼のおけ

る研究所の分析もあるが)､(測定しがたいと言われている)国際競争力が ドイツの

場合､低下し､産業立地の条件が悪化している事を報じている｡ ドイツはこの四年

間で2位から5位ないし7位に落ちてしまった｡

このように脅かされている富の源泉を救い､出来ることなら､もっと豊かにする

ことが､これからの ドイツの経済政策の最重要課題の一つである｡

(2) もう何年も前から確認されており､これからも恐らぐ十年は続くであろうと言わ

れている高い失業率は､人口や移民の増加による労働力の増加に比べて､職場の絶

対数がそれほど増えないことから来るのであるが､その結果､労使の交渉力に不均

衡が生じ､今や､経営者団体は､労働組合が過去に勝ち取ってきた ｢社会的財産｣

を反古にしようとしている_.最近､社会的パートナーシップの考え方が崩壊してき

ており､社会平和が脅かされているのである｡

(3) ドイツの社会保険の主なものは全て､割当金方式によって賄われている｡つまり､

ある一定期間における (受給者の賃金の総額によって決まる)給付サービスは全て､

同時期の賃金に基づいて決まる保険料収入より支払われる｡つまり､資本の蓄積な

どは行われない｡

この賃金中心方式をとる結果､ ドイツの社会保険の経済的安定は､強制加入の労

働者の数と受給者の数との関係次第であるということになる｡しかし､

○高い失業率

○(1972年以来の)低い出生率と､それに伴い2005年より予測される受給者の比

率の上昇

O｢新自営業｣ などによる従来の雇用関係の崩壊

これらは､ ドイツの社会保険制度の給付能力､および将来性を脅かすものである｡
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(4) ここで暗に示された問題が深刻さを増すにつれて､ ドイツでは､解決を社会的市

場経済の原則に則った政策の範噂にある方法に求めるのでほなく､市場急進的な方

法に求める声が高まっている｡

この市場急進的な方法とは､

○賃金を下げるため (とりわけ､労働市場での)規制緩和を徹底する｡

○個々の企業の事情に即した取 り決めを優先させ､集団的に合意された地域別賃

金協約は取 り止めにする｡

○所得税の構成の見直し (｢仕事は､報われなければならない｣とい うモ ットー

で)

○社会保障の切 り下げなどを通じて､国の出費を抑え､国債依存率を下げる｡

○失業給付と生活保護の水準を切 り下げて労働人口を増やす｡

○基本給以外の給与を抑え､労働コス トの下げるため､社会保険の給付水準を切

り下げる｡

○社会保険を民営化する｡即ち､割当金方式は止めて､資本の蓄積方式を取る｡

この提案は1980年代､90年代のアメリカ合衆国の驚異的な雇用機会拡大にヒント

を得ている｡

(5) この選択肢がどんなに分か りやす く､市場論理に合 うものであったとしても､よ

く見ると､様々な問題が見えて くる｡ ドイツ経済のコス ト面での弱点は､マサ

チューセッツ工科大学 (自動車産業関連)やマッキンゼ一社 (コンサルタン･ト業)

の調査によれば､比較的高い要因コス トないし労働 コス トや､社会保障システム

(基本給以外の給与)､更に ドイツ統一による財政支出に関係する財政負担とは､余

り関係がないということだ｡ ドイツのコス ト面での弱点の3分の2は､次に挙げる

要因に欠陥があることに起因している｡

○業務分担

○指導部の構造

○生産に適した構造

○顧客の要望に合わせた構造

29



○生産の下部構造 (部品も自社で製造する等)

つまり､この ｢ドイツの弱点｣は企業の決定権を持つ者に改革意欲が乏しいこと､

もしくは､マッキンゼ一社によれば､経営 ミスによるところが大きい.

ドイツの競争力低下は､マルク高の影響を考慮に入れなければ､･まずは次の事情

から来ると考えられる｡

○以前ほど新製品が出ない｡

○新しい技術が商品化するまでに時間がかか りすぎる.

0近代的な先端技術に欠けること｡(情報関連技術､バイオテクノロジー､ロボッ

ト､ ミクロ技術)

｢黄金の｣1980年代にも､ ドイツでは今日と比べて低いコストで物が造れたとい

うことはないが､それでも､ ドイツ企業は輸出の世界チャンピョンであった｡その

実力は､低コス ト 低価格によるものではなく､優れた技術､多様な商品､品質､

納品管理､顧客本位の姿勢､等から来るものであった｡

コス ト面や賃金水準が非常に重要であるということは否定できない｡ しかし､

(労働)コス トの差が､とりわけ国際規格の大量生産物に関しては､競争を決定す

る条件であるものの､実際､それは典型的な ドイツの輸出商品頬にはあまり当ては

まらない｡

(手順としては重要な観点である)コスト面に焦点を合わせた市場急進的な考え

方は､ ドイツ経済がその生産物の品目から見て､技術上､新製品開発上の競争に直

面しているという事実から目をそらすものである｡つまり生産コス トの抑制は短期

的には競争力を伸ばす必要条件かもしれないが､十分条件は､それによって出来た

財源を技術の向上や製品の改良に振 り向けることである｡賃金を減らすだけでは､

問題解決に至らない｡

(6) ドイツ経済が必要としているのは､生産技術と業務組織の改革の他に労働市場の

規制緩和というよりは､商品市場での規制緩和である｡つまり､次のものを撤廃す

ることである｡
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○建設基準

○規格

〇時間がかかる許認可

○生産に関する複雑な規制

○土地 ･建物の利用に関する規制

○閉店時間の規制

第 1セッション 基調報告

(7)さらに必要なのはサービス重視の構造改革を強行することである｡そのような構

造改革は､経済成長に欠かせないものであるが､(ネオ)リベラルの労働市場に関す

る専門家が主張しているような､企業ごとの個別の給与体系ではなかなか進まない

だろう｡

最近､Flassbeckや､Scheremet等が指摘しているように､集団的に決められた地

域別賃金協約は､(恐らく市場経済的な)企業別賃金体系より､遥かに経済を成長さ

せるものである｡というのも､経済発展のダイナミズムは､個々のパイオニア (先

軍区的)企業が新しい生産過程を取 り入れたり､新製品を開発した りして､商品市場

で成功することにより達成されるものである｡これらの企業はこのようにして競争

相手の企業より生産性を上げることが出来るが､同賃金､すなわち地域別賃金協約

に基づく賃金で同じ仕事量をこなした場合に､これらの企業は先駆的な利益を上げ､

このパイオニア利益が刺激になって､パイオニア企業に続 く企業が出る｡しかし､

企業の生産性に従って決められた賃金が支払われる企業では､パイオニア利益の大

部分が賃上げに使われてしまい､この企画をやる意欲が間もなく失せてしまうため､

パイオニア効果はない｡これが､赤字企業の場合は正反対で､そこでは従業員から

一低い賃金が支払われることにより-補助を受ける為､その企業独自ゐ賃金が支払

われる場合でも､長続きする｡技術革新によってパイオニア利益をあげようという

企業の意欲は企業独自の賃金体系を持つ企業では減退するが､弱体企業では､その

存続の助けになる｡

このことが､弱い企業は去 り､強い企業や産業が益々拡張するという過程に他な

らない構造変化の妨げになる｡その結果､企業ごとの賃金格差が大きい場合の生産
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性の伸びは長期的に見て､同じ仕事量に対して同じ賃金の場合より緩やかになる｡

この種の賃金格差は､赤字企業が利益を得た分､パイオニア企業が損をするので､

雇用にも好影響をもたらさない｡

結論 :集団的に､社会的パートナーシップに基づいて交渉される地域別賃金協約の

方が､近代化 ･成長の観点からして､｢個別的解決｣ より明らかに優れてい

る｡

(8) 自由主義市場経済の信奉者達が企業のコストダウンと､とりわけ､これといった

資格のない人にも雇用の機会をより多く提供するために､要求している最低賃金の

(大幅な)引き下げと､それに伴う報酬構成の細分化は､よく調べてみると､社会

経済的に魅力がそれほどないことが分かる｡

というのは､この様に､つまり､下方-の賃金の規制緩和によって引き起こされ

たアメリカ合衆国の雇用の驚異的な増大は ｢働く貧者workingpoor｣の数の増大と

中流層の貧困化の傾向を伴い､その結果､合衆国労働省長官ライヒ氏の発言にある

ように､雇用問題に代わって､社会的により深刻な貧困問題が引き起こされた｡

(9) それに加えて経済学の正論とされている､厳正に能力に応 じた収入構成の主張は､

最近の経験や成長理論的考察と食い違っている｡F.フリーマン､T.パーソン､

G.タベリーニ等の国際比較によれば､賃金構成の細分化､つまり分配上の不平等

の拡大は雇用にはよい影響があるものの､同時に､生産性などは伸びず､その結果､

経済成長率も伸び悩む｡端的に言って､ある国で収入の差が少ないほど､少なくと

も労働生産性は速やかに伸び､それに伴って物質的にも豊かになる0

(10) 特に人口贋成の変化に伴い ドイツの社会保険制度の改革がすぐにも必要であるが､

制度の構造改革ではなく､市場急進的な方法､つまり社会的リスクの民営化により､

これを解決しようとする動きがあることは問題である｡

社会保険政策上の理由以外に､市場急進的な解決が適当ではないという理由は､

国際的な過当競争とそれに伴う近代化の必要性から､技術 ･構造上の変化を促すた
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めには､競争に焦点を合わせたや り方に対して､ほとんど恐れを抱かないことが肝

心である｡まして､世界市場において ドイツ連邦共和国の占める位置を見ても分か

るように､高い生産性を目指した産業 ･技術政策が必要であれば､なおさらのこと

である｡｢リスク｣とは､国民経済の生産的な力量であり､経済発展の推進力は､リ

スクを恐れないという社会の能力にかかわっている｡保険は ｢リスクを嫌 う個人が

乗 り越えられるリスクの範囲と､それに伴 う生産性効果を飛躍的に拡大する｡｣

(W.シソ) もし､そうならば､しっかりした社会保険によって､出来るだけ多

くの人にリスクを分配することにより､社会全体のリスク水準を上げ､成長を促す

ことが出来る｡それによって､例えば技術改革に伴 う ｢痛み｣や未来指向の経済政

策に伴うリスクに対して､例えば国の失業保険では､制度を安定させ､忠誠心を煽

り､平和を呼ぶ効果だけではなく､長期的に見て､優れた配分効果によっても備え

ることが出来る｡社会がリスクを負うことが出来る許容範囲と成長 ･近代化の可能

性は､長期的には､社会経済上のリスクの民営化によってではなく､しっか りした

給付能力をもつ､広範囲にわたる社会保険制度によって初めて伸ばすことが出来る｡

個人的に不確定要素を減らすということは､個人の負担が増えるということで､

その額は集団的に行われる保険より大きくなることが予想されることから､｢社会

保険｣制度の方が個人主義的方法より優先されるべきである｡

(ll) これまでの主張を要約すれば､社会的市場経済に立脚した政策は､自由主義市場

経済の自動性-の信頼が根底にある政策より､実行性があるし､成功する確率も高

い｡

2005年に ｢ドイツ型社会的市場経済｣と言われるものが､細部において1950年型､

60年型､70年型､80年型､90年型と違ったものであることには違いないが､同時に､

確信を持って言えることは､社会的市場経済の不変の原則である､社会国家性､連

帯､そして合意形成に配慮した経済政策が､長期的には､市場急進主義より､効率

的であり̀､社会に安定をもたらし､将来性があるということである｡
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日本経済の将来と社会経済理論

新 田 俊 三 (にった ･しゅんぞう)

(東洋大学経済学部教授)

1931年生まれ､東京大学経済学部卒､東京大学大学院社会科

学研究科､理論経済学専攻博士課程修了｡大分大学助手､講師

を経て､1965年東洋大学助教授､1972年教授､同大学経済学部

長 (1980-84年)｡1985年､1994年フランスのス トラスブール第

1大学客員教授を務めた｡地域自治体を軸にした社会 ･経済シ

ステム論を提起｡国際公共経済学会CIRLEC(本部､ベル

ギー､ 1)ェ-ジュ大学)の科学委員会専門委員として､新 しい

公共政策のプログラム作成に参加｡専攻は経済政策諭｡

はじめに

東洋大学の新田です｡キーノー トスピーチの

機会を与えられたことを大変光栄に思います｡

最初に､この報告を行 う前に､多分､私の紹

介としてシリュック (CIRLEC)日本事務

局長という肩書が載っていると思いますが､そ

の点について説明いたします｡CIRI.ECと

いうのはフランス語の略で､公共企業並びに協

同組合に関する情報センターとい う意味です｡

(ドイツ語の略は､EFIG.)

私どもはこの学会を国際公共経済学会と訳しております｡この国際公共経済学会を

構成 しているナショナルセクションの中に日本セクションがあるわけでして､私はそ

の事務局長をここ10年間やらせていただいているわけです｡ところで､このCIRI.

ECという組織はヨーロッパの学会でして､本部はベルギーのリェ-ジュにあります｡
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EC委員会のスタッフの方が非常に多くの構成メンバーでして､ヨーロッパの経済政

策､特にCIRLECの場合は､ヨーロッパにおける公共政策にかかわる討論の重要

な場になっているわけです｡

つい､ 1週間前､ブリュッセルで1つの作業が終わ りましたが､それはEC統合に

関する競争と公共政策にかかわる問題､この2つをどう考えるかという報告書を最終

的にまとめまして､EC委員会-提言書を出すという作業に私自身も携わってきたわ

けであります｡考えてみますと､EC委員会に対する報告書に日本の学者が名を連ね

るというのは大変変則的であり､外から見ますと､理解しかねることで早まないかと思

いますが､現在､このCIRI｣ECの活動がヨーロッパの問題だけではなくて､日本

の問題も含めまして､グp-パルな視点で公共政策に関する議論をしているとご理解

願えればよろしいと思うのです｡

その問題を整理しますと､一2つに集約できると思います｡ 1つは､CIRLECに

おける理論的ディスカッションの問題｡その柱がきょうのシンポジウムのテーマでも

ある社会経済システムに関する問題です｡私の手元に前々回のCIRLECの総会で

発表され､配付されました分厚い報告書があります｡これは ｢エコノミー ･ソーシャ

ル｣というタイ トルでまとめられたものであります.このCIRLECの加盟メン

バーは､もちろんEC加盟諸国全部にわたっているわけですが､最近はスウェーデン

並びにカナダのセクションも参加しておりまして､もっとグローバルな形で ｢社会経

済とは何か｣という議論を進めてきているわけです｡なぜ今､このエコノミー ･ソー

シャルかということですが､私はこの議論にずっと参加しておりまして､やはり80年

代半ばごろから､ ドイツ以外の加盟諸国のエコノミス トが､エコノミー ･ソーシャル

ということについて非常に高い関心を持ち始めていて､それが具体的ないろいろな形

での議論になってきたということです｡

そして､第 2番目の柱､.理論的というよりはもっとポリティカルな､あるいはプラ

グマティックな問題ですが､公共企業の民営化問題｡この問題に関するディスカッ

ションがもう1つの柱でした｡したがって､エコノミー ･ソーシャルに関する理論的

問題と､現在､ヨーロッパで抱えている公企業の民営化問題という議論が､理論的問

題と現実的問題が相互に関係し合いながら､議論が進展したということです｡
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私自身､ブリュッセルでこの委員会の作業グループに入 りまして､日本の民営化は

どういう特色を持っていたのか｡それがヨーロッパにおける公企業の民営化とどこが

同じで､どこが違 うのかということについて報告いたしました｡

こういう議論を通 じまして私が思いましたことは､きょうのテーマでタイ トルを見

ますと ｢社会市場経済｣という非常に有名な1つの学問的な用語があります｡それは

だれでも知っているように､我々がェ ドワル ト･-イマン氏の著書を読んだ り､レプ

ケ氏の著作を読んだ りして､ ドイツにおける社会的市場経済ということを人並みによ

く知っているつもりですが､率直に申しまして､ ドイツで有名な社会的市場経済理論

を現状の日本に当てはめ､それがうまく当てはまるかどうか､未来のモデルになるか

どうかというようなスタンスで考えてことは､私は 1度もなかったわけです｡おそら

く､そういうことを全 く意識していなかったというほうが､率直に言って､私自身が

今まで物を書いてきたときの経過です｡

ただ､日本が日本的な意味での社会経済システムがやがて必要になる時期が来る｡

そして､おそらくドイツの社会的市場経済そのものでないにしても､何らかの形での

社会経済システムを構築する必要があり､その可能性もあるということを､たんに理

論から考えるのではなくて､日本経済の当面している現実の中から考えていこう｡そ

ういうことが､きょう私がお話しする話の基本的スタンスです｡ただし､この8年間､

ずっとCIRLECの作業グループに入って､ヨーロッパの勉強をしたことが非常に

大きな刺激となり､これからの日本の将来について大きな示唆を与えてくれたという

ことは言 うまでもありません｡

そこで､本論に入 りたいと思います｡報告のねらいは､21世紀初頭の日本の社会経

済を予測することによって､それに対する政策的アプローチを考えてみようというこ

とです｡学問的にいいますと､一種の近未来論的理論であります｡つまり､近い未来､

近未来という言葉を私どもは使いますが､100年先の経済社会をユー トピアのように

予測するのでもなく､目の前の現状にだけこだわって物を考えるのではなく､10年､

20年､こういう中期的なタームで物を考えてみようということです｡具体的には21世

紀初頭､特に日本の高齢化の水準がおそらく世界一になるだろうと予測されている

2020年を超えた段階｡こういった段階の問題を今から考えて､その問題を現状に反映
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してみよう｡そういうのが私どもの近未来論的な理論的アプローチです｡

私の報告はほぼこの4点にわたっております｡

1.戦後日本経済の構造

第二次大戦後､日本経済は国際的に見て突出した高度成長を実現した｡その理由を

経済的要因に限って整理すると以下のようになる｡

(1)戦後技術革新の展開｡日本は第二次大戦中に発展した生産技術の平和利用にもっ

とも成功した国である.オートメーション､コンピュータ､エレクトロニクス､化

学技術等の基礎研究を海外先進諸国に依存しつつ､基幹産業部門において独自のプ

ロセス ･イノヴェーションを高度に発達させた｡戦争による工業設備の破壊は､新

しい技術による新規設備投資を行うための機会を提供したのである｡戦後復興期を

経て､経済白書が ｢もはや戦後ではない｣と書いた1955年以降､日本経済は ｢投資

が投資を呼ぶ｣という高度成長メカニズムを確立した｡この成長メカニズムは､や

がて産業構造の重化学工業化の確立に繋がっていく｡

(2) 産業構造の高度化｡石炭､鉄鋼という基礎産業部門から､自動車､電機産業と

いった加工組立部門の発展がスムーズに実現していたったのが日本経済の特徴であ

る｡戦後日本経済の高度成長は､しばしばその成長率の高さで語られるが､その土

台となる産業構造の質の変化を重視しなくてはならない｡その変化の早さは､どの

先進諸国においても見られないものであった｡この変化は､現在より高度な知識集

約型産業の発展に結びついている｡

(3) 質の高い豊富な労働力の存在｡戦後の高度成長を可能ならしめた要因の一つは､

技術革新の担い手としての若年労働力が豊富に存在していたということである｡中､

高卒の新規労働力の質は､日本の教育制度の整備を反映してその質が高く､新しい

技術革新の担い手となった｡彼らはまた技術革新や産業構造の変化に高い適応力を

示した｡

(4) 日本的経営システムの効率性.企業における技術革新の展開は､日本企業の持つ

制度的要因や慣行によって支えられている面が多い｡終身雇用制､年功序列賃金､
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退職一時金制､企業内教育､目標管理と提案制度といった諸制度は日本における独

自の労使慣行を築き､高度成長の動力となった.日本的経営システムに対する国際

的評価は極めて高い｡

(5) 高い市場競争力｡重要産業において､複数の有力企業が競争を行 うというのが日

本的市場メカニズムである｡このことが市場の活性化と経済発展の動力である｡ま

た日本の国際協力の強さの基盤でもある｡とりわけ､重化学製品においては､大量

生産 ･大量消費方式の定着によって､価格が安定し､製品の質が絶えず高まるとい

う効果をもたらした｡

(6) 産業政策の成功｡日本型産業政策の特色は､市場競争力の強さを利用しつつ政策

的介入を行 うところにある｡たとえば､高度成長の初期､通産省は有力コンビュ

タ-メーカー数社に技術供与を行い､資金援助を行った｡西ヨーロッパ諸国がしば

しば重要産業の代表的企業を国有化するや りかたとは対照的であった｡こと産業政

策の効率に限れば､日本型産業政策の優位性は疑いない｡

(7) 財政金融システムの日本的特殊性｡財政投融資制度による社会的資金の市揚-の

投入､間接的金融方式による設備投資資金の供給は､高度成長期における民間企業

の旺盛な設備資金需要を支えてきた｡さらにその根底には､日本銀行による政策的

金利操作や信用創造政策が存在していた｡高度成長を支えたもっとも精級で効率的/

システムといって良い｡

しかし日本的経済システムは､産業 ･金融市場の領域だけでその特色を論ずるこ

とは出来ない｡高度成長期にはこの時期に特有の生活構造が存在していたのである｡

市民の日常生活は､豊かな耐久消費財によって充たされていた｡フローで見た日本

の生活水準は先進国でもっとも高いものであったといっても過言ではない｡しかし

この耐久消費財文化が一巡した段階で､市民の生活観が大きく変わってくる｡その

変化の方向は､一つは社会環境の整備-の関心であり､もう一つは教養､知的活動

といった精神文化-の関心である｡高度成長期に日本が積み残してきた社会資本の

未整備は､それ自体日本の成長に対する社会的な制約条件に転化してきた｡土地問

題やバブルの崩壊はその現れである｡また若い世代に台頭してきた賃金よりも自由

時間をという欲求は､高度成長期の生活感覚が､21世紀型の未来的感覚に変化しつ
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つあることを示している｡

高度成長を支えてきた社会的環境や市民の生活観が変わってきた今日では､新し

い段階に対応した日本的経済システムが模索されなくてはならない｡現在進行して

いる円高問題は､これまでの日本的成長メカニズムが新しい成長メカニズムに変わ

らなければいけないことを示唆しているようである｡円高に対して強い産業調整能

力で対応してきた日本経済だが､それに対する社会的制約条件がより厳しくなりつ

つあるからである｡

2.日本経済の将来展望

(1) 円高と産業構造調整の限界

現在の円高局面は､日本の経済政策が本当の意味で21世紀型の社会経済政策に転

換することの必要性を示唆している｡これまで円高の進展にも関わらず､日本の経

済成長が持続できたのほ､そのフレキシブルな産業調整能力によるところが大き

かった｡しかしその調整能力も限界に来つつあるようだ｡もちろん円高の水準その

ものも問題だが､それよりも産業構造の調整に対する社会的制約条件がますます厳

しくなることが一番の問題点である｡たんなる経済問題としてみれば､円高に対す

る日本経済の適応能力はいぜんとして高い｡たとえ産業の空洞化が進展しても､中

小企業に大きな影響を与えても､そのこと自体国際市場-の適応形態であるという

論理が成 り立つからである｡しかし円高問題を､社会的視点から､かつ中長期の視

点から見ると問題が自ら違ってくる｡この場合の社会的視点というのは､円高利益

の社会への還元といったような狭い意味でいっているのではない｡現在日本で進行

している社会構造の変化が､産業構造の調整を可能にしてきた経済的基盤を次第に

崩壊させて行くであろうということを意味しているのである｡ここでは､具体的例

解としてこれからの日本の社会構造の変化を象徴する最も重要な問題である高齢化

の進展の社会的影響を取 り上げてみよう｡

高齢化の進展は､日本のこれまでの政治､社会､L経済に大きな影響を与えるが､

いわゆる日本的経営方式もその例に漏れない｡高齢化の進展で､年功序列型賃金､
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終身雇用制､退職一時金制度と言った日本的経営方式を支えていた制度が大きく変

わっていくことが予想されるからである｡このことは､豊富で質の高い若年労働力

を基盤に構成されてきた日本の労働市場の構造変化に連動しているものである｡要

するに､これまでの日本の高度経済成長を支えてきた経済的基盤そのものが変わっ

ていくのである｡

(2) 社会構造の変化と成長率の低下

これから21世紀にかけて日本では様々な社会的変動が起こることが予想される｡

図 1は主な社会変動とその経済成長-の影響を予測したものである｡なぜこの時期

にこのような社会変動が起こるのかはそれ自体分析の対象となる重要問題であるが､

ここではその分析視点についてのみ触れておこう｡

これから日本で生ずることが予想される社会変動はそれぞれの間に相互連関性が

あるのが特色である｡これを社会変動の構造連関と定義する｡たとえば､図 1で示

される項 目の中で高齢化の進展はもっとも社会的インパクトが大きいとされている

のであるが､高齢化の進展は出生率の低下と密接な関係を有している｡出生率の低

下は女性の社会的自立と関連性が高く､このことはまた女性の高学歴化と無関係で

はない｡高齢化の進展が終身雇用制や年功序列制に影響を与えることはすでに触れ

た｡こういった社会変動はそれ自体経済問題ではないが､今後の日本の経済成長に

大きな影響を与えることを重視すべきである｡しかもその大部分が経済成長にマイ

ナス要因として作用することを考えれば､21世紀初頭の日本の経済成長率の低下は

免れないこと虹なる.

これからの経済予測に際しては､社会変動を組み込んだモデルを開発し､さらに

社会変動の制御を可能にする政策システムの形成に結びつけなくてはならない｡社

会変動をたんなる与件とする計量モデルによる予測には限界があり､OECDの開

発したシナリオ方式による予測を日本でも導入すべきである｡
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図 1 2000年までに生ずると考えられる諸変化要因の評価

33老年人口比率の増大

6資源エネルギーの制約

9食糧不足

22インフレの高進

27都市の過密 ･老朽化

1国際間の利害対立

43政治不安の増大

51自由時間の増大

14世界人口の激増

45地価の上昇

37エゴイズムの増大

39高学歴化

36勤労意欲の減退

12通貨不安

54婦人の職場進出

44政治形態の多党化

53婦人の地位向上

35自殺 ･犯罪の増加

3南北問題の激化

32出生率の低下

49住民運動の激化

52労働時間の短縮

4中進国の追い上げ

18経済の成熟化

24財政赤字の増大

8鉱物資源の渦渇

20サービスの経済化

21国債の累積

34離婚の増大

46住宅の不足

資料 :デルファイ調査 (評価対象55項目中､上位30項目のみを図示した)

(3) 21世紀型成熟社会の到来

成熟社会という言葉をここで使うのは､現在の先進諸国の持つ社会構造を基準と

しているからである｡今後21世紀に向かって日本で見られる社会変動は､日本の社

会構造が成熟段階に達する過程で生じる現象であるという仮定がここでは立てられ
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ている｡成熟社会の定義は一つの理論的問題であるが､現在の先進諸国に共通する

社会現象を見ることによってそのおよその内容を知ることが出来る｡

成熟度を測定する尺度としてここでは表 1で示 した11項 目が選ばれている｡西

ヨーロッパ諸国に典型的に見られるように､資本主義が一定に発展段階に達すると､

経済成長は安定期に入 り､社会構造は複雑になる｡人々の価値観は多様化し､より

高い生活の質-の欲求が生ずる｡表 1には非成熟国家のサンプルとして日本と韓国

がつけ加えられている｡これによって日本が経済大国ではあっても､社会構造全体

としてみれば成熟化-の過程にあることが理解されるであろう｡

成熟社会にはそこに特有の社会問題が存在する｡ここで言う社会問題とは､経済

問題を含む広い意味で使われているが､成熟社会における経済成長率の低下という

一般的現象はそれ自体としてはそれほど深刻な問題ではない｡21世紀に人づての日

本経済も､この一般現象から免れることが出来ないであろう｡しかし戦後の日本の

高度成長は､経済発展期に特有の社会的､経済的条件に支えられて実現した例外的

現象である｡しかもこの高度成長によって様々な社会的不均衡が生じたことを考え

れば､安定した成長率の下で社会的均衡を維持するという成熟社会に特有の政策シ

ステムの提案が非常に重要な課題となってくるであろう｡

これまで見てきたような成熟社会に特有の社会構造の下では､纏済的要因を経済

的要因として独立に処理し､経済発展を実現してし､くということは不可能である.

成熟社会の経済政策は､当初から社会的要因を組み込んだ社会経済システムとして

形成されなくてはならない｡しかしこのような社会経済システムについての政策的

体験は日本では皆無に等しい｡
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表 1 成熟度国際比較

1.1人当たりGDP (対 ドル) 5 4 8 7 6 3 1 9 2

.2..実労働時間の長さ 5 ･1. 7 5 3 4 2 9 8

4.特殊合計出生率 8 3 5. 1 5 2二 9 5 3

5.社会的アノミ.-■(注①) 1 1■ 6 p8 5 3 3 n.a. 7

6.国民医療費の対GNP比 2 ∩.a. 7 5 3 4 .1_ 9 ･6

8.高学歴化 2 1 9 8 4. 5 6 3 ,7

9.女性の労働力率 3 2 5 9 7 8 1 6 4

ll..国民負担率 7 n.a. 3 5 2 ･4 .1 n.a. 6
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3.成熟社会における社会経済システム

最初に社会経済システムとい う言葉を使 う意味に触れておきたい｡まず重要なこと

は社会システム､経済システム､あるいは社会経済システムの概念は基本的に市場メ

カニズムの有効な機能 と結びついているということである｡伝統的な公共政策が､ し

ばしば市場の失敗の補完として位置づけられるのに対 して､社会経済システム理論は､

市場における競争メカニズムが国民経済 レベルで有効に活かされるための政策システ

ムである｡国民経済を市場要因と非市場要因に区別するのでなく､市場メカニズムに
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社会的要因を組み込んだシステムが社会経済システムである｡そのひとつの良い例が､

国民経済 レベルでの情報ネットワークの発展である｡情報ネットワークの発展は､.国

民経済に一つの重要な社会的機能を付与する｡情報ネットワークの発展は､市場メカ

ニズムを全体として代替するものではなく､社会的要因と市場メカニズムを媒介する

重要な役割を果たす｡

成熟社会の政策システムとして重視すべき柱は以下の四つである｡

(1) 社会開発産業の育成

国民経済におけるリーディング ･セクターとして社会開発産業が重要な地位を占

めてくる｡産業構造の変化の中で社会開発産業は最大のウエイ トを持ち､その国民

経済の中で持つ社会的意味も益々重要になってくる (図2)0

図2における社会開発産業は､流通､サービスといった従来の第 3次産業を含む

広い領域を含む｡しかし社会開発産業の中心は社会的インフラス トラクチュアの形

成である｡

社会的インフラス トラクチュアは､産業基盤､住宅 ･交通といった都市地域開発､

情報ネットワーク等-の投資を中心とする｡社会開発産業の育成の意味は､これま

で国際的に比較すると水準の低かった社会資本ス トックを充実させること､社会資

本ス トックの形成は関連産業-の経済的波及効果を通して経済発展の動力とするこ

とである｡このことは重化学工業製品の輸出による輸出主導型成長から､社会的

_-ズに対応する内需依存型成長-の転換を意味する.このことの国際経済の安定

に対する寄与度はきわめて大きい｡これによって日本の過剰な対外輸出が抑制され

るからである｡

社会開発産業の形成に際して留意すべき点は､その市場が通常の消費市場ではな

く､社会的市場に依存するということである｡社会的ニーズによって需要が決定し､

財の購買は社会的資金によって行われるのが社会的市場である｡社会的市場は､市

場メカニズムの重要な一環を担っているが､完全に自由な市場メカニズムではない.

社会的市場における投資決定は､純粋な経済理論によって説明できるものではない

からである｡社会的ニーズそのものは市場メカニズムの外にある｡社会的市場にお
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ける投資決定メカニズムには､市民の文化的欲求､歴史的環境といった非経済的要

因が反映されている｡他方､これらの社会的ニーズを充足させるための供給条件は

基本的に市場における企業行動によって実現される｡

図2 日本の産業構造の変遷

出所 : (財)機械技術振興会経済研究所 ｢報告書｣1980年より作成
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社会経済システム

壁 .会 -的 市 場 ~

社 需会 .要的一一ズ 社 会 計 画 企 供栗 給活動
(都市 .地域開発)市 場

社会的ニーズは都市計画その他の社会計画によって処理されるが､公共建築物の

建設その他のニーズの充足条件は市場における企業活動による｡企業活動は､大別

して公企業と民間企業に分類されるが､民間企業の活動を社会的に意味のある領域

に組織するところに社会経済システムの真価がある｡社会開発産業はまた日本の新

しい技術革新の最も良い適用領域でもある｡図3に示されている通 り､1980年代以

降､日本の先端技術の産業化が急速に進展している｡これまでのコンピュータ､ロ

ボット産業に続いて､通産省は80年代から ｢次世代産業育成政策｣を推進してきた｡

しかしこれら先端技術の多 くは､それ自体重化学製品のように量産化され民間市場

で消費されるような性格をもっていない｡先端技術を市場化する最も有効な方法が､

先端技術 と社会開発産業を結び付けることである｡新素材､バイオテクノロジー､

情報システム技術その他社会開発産業は先端技術に対して有望な市場を提供する｡

(2) 社会的市場の形成と社会的資金循環

社会的市場の育成に際しては､それに対応する財政金融政策のシステム化を進め

なければならない｡このことは､社会的市場に必要な公的資金の国家管理を必ずし

も意味するものではない｡むしろ金融自由化の流れに沿 う金融市場の機能の効率化
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が財政金融政策のシステム化の前提となる｡

周知の通 り､日本の貯蓄率は国際的に見て高い水準に属する｡他方､社会資本ス

トックの育成に必要な資金は十分ではない｡日本の高貯蓄は､従来の輸出主導型成

長の下では海外投資-の有力な源泉であった｡この高貯蓄を社会資本ス トック形成

-繋ぐための回路をどう設定するかが､財政金融政策のシステム化の課題である｡

一つの具体的提案は､これまでの財政投融資の構造を抜本的に改革することであ

る｡郵便貯金を原資とする財政投融資は､住宅､交通､中小企業対策等の社会的

一一ズに対応する一つの公的資金のフローを形成していた.しかし金融自由化とい

う国際的な金融市場の構造変化に対応するためには､財政投融資制度に対して市場

機能を付与することが必要である｡社会経済システムがもともと市場メカニズムと

結びついた概念であることはすでに述べた｡財政投融資制度に市場性を付与すると

いうことは､具体的に言えば､郵便貯金の資金運用部資金-の預託金利を自由化せ

よと言うことである｡さらに､財政投融資資金が住宅金融公庫のような公的機関を

通して貸し付けられる場合も基本的に市場メカニズムに任せた方がよい｡こうした

市場機能によりながら､財政金融システムは資金の集中から金融に至るまでの一つ

の社会的資金の循環を描 くことになる｡市場機能によりながら一つのシステムとし

て財政投融資は社会的機能を果たすことが出来るのである｡

(3) 公共政策の見直し

社会経済理論は､すべての公共政策を国家 (政府)､公的機関を通して管理すると

いう思想を否定する｡すでに社会的市場論において示した通 り､社会的市場の供給

主体は企業である｡可能な限り民間企業の技術力､資金力､企画力､人的資源を活

用することやミ望ましい.ここでは公企業の事業独占に替わる市場の競争原理が意味

を持つ｡公企業の民営化が進められても､なおそれが社会的な機能を果たすのは､

企業が社会的なシステムの中に位置づけられ､市場競争を通して社会的な貢献をす

ることが出来るからである｡特に､日本の場合､電々公社､国鉄､専売の三公社が

民営化されたが､その民営化が公社の株式会社を意味したことに注目しなければな

らない｡それは公企業の私企業化を意味するのではなく､公社に市場行動機能を与
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えるための措置であった｡市場メカニズムを通して社会的機能を充たすという政策

はもっとも現代的な公共政策といって良い｡ただ､そのためには民営化された企業

が社会的目的に添って行動しうる様な社会的システムを設定しておかなければなら

ない｡公企業の民営化は国際的潮流と言えるが､堅固な社会的システムが存在する

場合は､公企業の民営化はむしろ進める方が経済的にも社会的にも効率的であると

言える｡今後日本で問題となるであろう郵政事業の民営化問題についてもこの点に

留意する必要がある｡

(4)社会変動とその制御システム

成熟社会の社会的諸問題に対しては､地域社会システムがきわめて有効な機能を

発揮する｡もっとも典型的なのは高齢化対策である｡高齢者を公的施設に引き取っ

てケアするという伝統的な福祉政策では､21世紀に入って先進国中最高の高齢化国

になることが予想される日本の高齢化問題を乗 り切れない｡地域ごとに在宅ケア ･

センターを設置し､高齢者の日常生活を通じて健康管理や社会参加を進めることが

重要である｡このような地域社会システムは､自治体等の公的機関だけで運用する

ことは不可能である｡民間機関､市民の活動エネルギーを結集できるような地域社

会システムを作ることが､高齢化に伴う公的財政負担を軽減する唯一の方法である｡

このシステムを取る以外に､日本の公的年金制度の破綻を防ぐ道はないであろう｡

高齢化対策のための地域社会システムの良い先例が､スウェーデンや ドイツにある

ことは､将来の日本にとって参考になる｡市場メカニズムはそれ自体としては社会

変動の制御に一定の限界を持つ.成熟社会において社会経済理論が必要になること

は時間と共に鮮明になって行 くであろう｡
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4.日本における社会経済理論の形成に向けて

(1) 市場メカニズムと社会システム

現代の社会経済理論の系譜は､第二次対戦後の西ヨーロッパ諸国の取った社会化

政策から始まる｡フランスの経済社会発展計画､西 ドイツの社会市場経済､イタリ

アの構造的改革はその代表的なものである｡市場メカニズムを基盤としつつ､社会

的視点から政府が市場に介入するという混合体制が西ヨーロッパ経済の特色である｡

市場メカニズムを否定する上で成 り立っていた旧ソヴィニ ト型社会主義とは根本的

にその質を異にする｡他方､同じ資本主義体制でありながら∴政府の市揚-の介入

を極力回避するアメリカと西ヨーロッパ経済との距離も大きい｡

これら三極に対して､戦後日本経済はまた独特の質を持っている｡日本株式会社

という言葉で象徴されるように､日本経済は決してレッセ ･フェールの市場経済で

はない｡しかし日本では重要産業を国有化するといった西ヨーロッパ型の社会化政

策はとられなかった｡基盤となるのは市場における強い競争力である｡重要産業の

代表企業を国有化し､国際競争力をつけるという政策ではなく､複数の有力企業に

競争させつつ通産省が全体として産業構造の調整を行っていくというシステムであ

る｡このような通産主導型の政策が限界に来つつあることは明らかだが､今後の新

しい社会経済理論の展開でも独自の日本型のシステムが形成される可能性は十分あ

る｡たとえば､社会経済システムの構築自体を新しい公共的機能と見て､その下で

公的機関や公企業に市場性を付与し､その下に民間企業を組織するということであ

る｡一般に､社会経済システムの構築は､多大の公的支出を伴う様に誤解されがち

であるが､強い市場競争力を活かした社会経済システムが新しい日本型モデルでな

ければならない｡

(2)分権的社会構造と参加型政治システム

社会経済システムの日本型モデルを構築するに当たって､最大の障害になるのが

日本の集権的､集中的政治 ･社会構造である｡日本と西ヨーロッパを比較した場合､

市場メカニズムの効率性では日本が優位にたつが､分権化による社会的効率では西

49



ヨーロッパ諸国が優位にたつ｡それは､見方によっては政治的民主主義の歴史の差

でもある｡日本が西ヨーロッパに学ばなければならないのはまさにこの問題である｡

成熟社会の社会的､経済的諸問題は､基本的に分権化された政治 ･社会構造の下で

のみ解決可能である｡すでに触れた社会的市場の形成､高齢化対策に示されたよう

に､社会経済理論の動力である社会的ニーズの決定は究極的には市民参加による意

志決定によるからである｡しかしここでは､この重要問題に対して問題提起以上の

提言は出来ない｡なぜならば現代の日本では､来るべき成熟社会の前兆としての社

会現象が一挙に生じているからである｡人々の価値観の多様化､個性的市民像の形

成､多党化現象等はそれ自体来るべき成熟社会を予告する｡確かなことは､この混

沌が成熟社会の新しい秩序に繋がる道は､結局市民自身によって選択されるであろ

うと言うことである｡

5.まとめ

- 先進国文化と社会的成長

戦後日本経済は産業構造の重化学工業化を基盤に､大量生産体制と輸出主導型成長

で高度成長を遂げてきた｡しかし､国内的には土地問題に象徴されるような社会環境､

社会的インフラス トラクチュアの未整備による制約､対外的には国際的貿易摩擦によ

る制約が厳 しく､その成長メカニズムの転換が必至であった｡さらに中長期の問題と

して､日本の社会構造の変化が日本の経済成長のあり方に大きな影響を与えることが

避けられなくなっている｡円高に象徴される輸出競争力が､日本の国民経済全体に利

益を直結しないと言うことを端的に示しているのが､購買力平価によって測った国民

経済生産性が先進国中きわめて低い地位にあるということである (表 2)0

日本とドイツの労働生産性の比較をした図3を見ますと､極めて簡単なことですけ

れども､ 1人当たり1時間当たりの､つまり労働時間を考慮した生産性は､日本は ド

イツに対して､低 くなっているわけです｡ ドイツとの比較で目にいたしますのは､特

に資本装備率｡つまり､技術的集約度の高さが ドイツよりも低く､その結果､生産性

が低くなって､ 1人当たり1時間の生産性が低くなっているということに反映されて

いるわけです｡これは逆にいいますと､日本は生産性の低さ労働時間でカバーしてい
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るという解釈も成 り立つわけです｡

しかし､私がきょう言いたかったのは､この裏は現行為替 レートで比較していると

いうことです｡私がヨーロッパで勉強してきたことの1つに､購買力平価による国民

経済の国際比較というテーマがございました｡OECDのや り方と別にEC委員会方

式というのがございまして､購買力平価に関する技術的問題をもっと詰めなければい

けないのですが､最近､おそらく日本の労働生産性の測定は購買力平価によって行 う

ようになっているようでございますが､これは大変いいことだと思います｡-しかし､

購買力平価で計算をし直しますと､これまで日本が持てた国際経済における優位性､

例えば労働生産性の高さ､あるいは労働賃金水準がことごとくこれまでとは違った結

果になるということです｡なぜか｡それは幾分､購買力平価にかかわる理論問題を説

明しなければならないのでありますが､結論的にいいますと､購買力平価によって国

際的経済の比較をや り直すということは､生産､企業､工場というレベルで問題を考

えるのではなくて､生活問題を含めた国民経済全体を見渡したレベルでの経済の効率

性｡その比較をするのには､購買力平価以外にはないということです｡私自身はまだ

試算をしておりませんけれども､おそらく購買力平価によって修正されますと､日独

の格差は確実にまだ開くはずです｡

最後になりますが､しかし､もし日本が成熟社会に対応する社会経済システムを取

るならば､その技術革新能力､市場競争力､人的資源を活かした独自の日本モデルを

つくることが出来､社会的均衡と経済的均衡が調和する社会的成長のシナリオをつく

ることやミ出来るでしょう.しかしその前提として個人レベルまで徹底した民主主義と

分権的社会構造が実現しなければならないと思います｡このような社会経済システム

を選択することが出来るかどうかは結局その国の文化の水準によるからです｡
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表 2 1991年 :各国産業別労働生産性水準比較

(国民一人当たりGDPと国民経済生産性は1992年の数値)

(人 ･年ベース､日本-100)

日本 .米.国 西ドイツ フラン′ス 莱国 イメリア へノレギI デスン ウエI -スペイン′ カナ.ダ ラオリ ーアスト 韓国

国 民 - 人 当 た り G D P 100 121 93 87 81 85 -83 87 64 106 87 49

②農 林 ~水 産 .莱 lop 292- 145 208 250 160 (221) 240 126 223 200 70.

③鉱 募 . 採 石 業 100 238 37 74 280 - ( 8) 61 58 65 195 27

④製 遺 業 100 113 77 89 103 97 (101) 67 81 91 83 55

-⑤電. 気 .ガ ス .水 道 業 100 65 52 51 -70 96 (.55) 44 70 57 42 85､

⑦商 業 100 143_ _88 131 92 136 (134) 94 142 83 102 43

⑧運 輸 .倉 庫 .通 信 業 100 159 105 125 138 121 (13畠) 79 97 126 105 84

⑨金融 .保険 ..不動産業 .ビジネスサービス 100 93 105 86 71 - (86)■ 66 87 74 64 57

(注)イタリア :製造業-鉱業 ･採石業+製造業
公共的 ･社会的 ･個人的サービス-金融 ･保険 ･不動産 ･ビジネスサービス+公共的 ･社会的 ･個人的

サービス

※ベルギー :国民-人当た りGDP以外は1990年の数字
出典 :社会経済生産性新聞1994年 9月21日号

図3 西 ドイツを100とした日本の資本装備率､
時間当たり生産性の推移
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注 :1.資本装備率-実質粗資本ストック/就業者数×年間総実労働時間

時間当たり生産性-GDP/就業者数×年間総実労働時間

2.日独通貨の交換は､資本装備率は基準年の､時間当たり生産性は各年の平均

為替相場で行った｡

資料 :西 ドイツ連邦続計局 ｢年報｣､西 ドイツ連邦雇用庁資料

出所 :｢第一勧銀調査季報｣1990年夏号
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おもりに

以上が私の問題提起です｡一応､私の報告はこれで終わるつもりですが､新 しい問

題点､つまり私の発言で日本とドイツの間で生産的な論争が起こることを期待 しまし

て､ 1つの問題提起をさせていただきたいと思います｡

今まで申し上げたことと延長上にあるのですが､ソーシャル ･エコノミー､社会経

済という言葉をどう理解するかという問題を具体的な政策の問題のレベルに置きかえ

るために､一つの問題提起をしたいと思います｡

私はCIRIJECの作業委員会で､ヨーロッパにおける民営化問題に関して何回も

討論の場に参加しました. ドイツ､オース トリア､フランス､イタリア､スペイン､

各国のスペシャリス ト､エコノミス トの方と議論いたしました｡この中で､私がとっ

ていた立場は極めて特殊なものでした｡結論的に言いますと､私は公企業の民営化は

必要だという立場です.ここはCIRLECの奏員会で私が特に ドイツのプロフェッ

サー､エコノミス トの方と非常に熱い議論をした問題ですので､問題として捉起 した

いわけです｡

その論点整理の中で､プラバシゼ-ションという言葉の意味を公企業を私企業化す

る､つまり言葉の意味もそのとおりにプライベー トな企業にするか､私的企業にする

のかどうかという問題について論点整理をする必要があると思っています｡日本の場

合も全 く同じですが､これまで公社であったものが株式会社という形に変わる｡これ

を日本では民営化といいます｡しかし､ご承知のとお り､NTTもJRも完全な私企

業ではありません｡特殊法人です｡

日本の場合は､公企業が株式会社化するということ自身は､広い意味では 1つの公

企業の枠の中で公企業の活動を活性化する手段であるというのがCIRLECでの私

の説明でありました｡また､それは必要なことであったという見方です｡

ところが､ヨーロッパの場合には､この民営化という言葉が 2通 りに使われるわけ

です｡ 1つは､オランダの郵便貯金が郵便貯蓄銀行に変わる､株式会社になる｡これ

を日本では民営化と紹介されるわけです｡しかし､ほんとうの民営化というのは､株

式会社化された公企業が､その株式を民間に売却していく｡つまり､これはほんとう
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の意味での民営化です｡それが是か非かというのが大きな論争の的になっているわけ

です｡多分､今年の夏にルノーが民営化されるだろうという意味も､その株式が50%

以上､民間に放出されるという意味で使われているわけです｡こういった2つの民間

化に関する議論が非常に混同されて､議論を錯綜させているわけです0

ですから､ ドイツの学者の方が特に多いCIRLECの中で､ ドユイスブルグ大学

の経済学部長をされている-ルムート･コックスというプロフェッサーが私どもの作

業委員会や委員長ですが､彼は ドイツで郵政事業に関する権威でいらっしゃるそうで

すけれども､民営化問題に対する立場は当然私と異なるわけです｡このことは民営化

の問題を日本のおける条件､ ドイツにおける条件､それぞれが持っている条件の中で

改めて考え直す必要があるということを示唆しております｡私が言いたい最後の結論

は､仮に民営化したとしても､それが公的機能を果たすための社会的なシステムをつ

くっていかなければいけない｡そのほうが大事だということを私はヨーロッパでの研

究会で繰 り返し発言してきたわけです｡しからば､そういう社会システムとは何ぞや

という議論になるわけですけれども､残念ながら問題提起以上のことは時間の関係で

きょうはお話しできません｡また機会を見て問題を捉起してみたと思います｡
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第2セッ ション 政治 ･政策システム

ドイヅ連邦共和国の政治 システム

福祉国家のコンセンサスの基礎 とその維持

Dr.KarlHinrichs (カール ･ヒンリヒス)

(ブレーメン大学社会政策研究センター主任研究員)

ビーレフェル ト大学で社会学､経済学､史学専政｡ ビーレフ

ェル ト大学､--バー ド大学ヨーロッパ研究センターで教鞭を

執る｡専門分野は比較社会政策､高齢化社会の社会学｡

社会政策､労使関係､雇用に関する著書多数｡

Ⅰ.

本稿では日本の政治システム及び社会政策モ

デルとドイツのそれとの比較をあえて試みよう

とはしない｡著者にはそのための日本の政治的､

社会的発展に関する基本的知識が欠けているか

らであるが､著者が比較的良く通じている西欧､

北米における事情についても､そのほんの一端

に触れるに留めておく｡ここでは主に福祉国家

のコンセンサスの形成と存続に重要と思われる､

ドイツの政治システムの中心的要素を取上げ説明するとに集中したい｡これに関し､

ドイツの政治的風土には少なくとも5つの強調すべき特徴があるが､以下順に分析し

ていく｡

(1) ドイツ連邦共和国の特徴は政治的に非常に安定していることである｡他の西側諸

国では定期的に繰 り返し訪れる政治危機もドイツでは片手で数えきれる程であり､

1949年以来､連邦政府内で支配政党が交替したのは､1969年と1982年の二回だけで

ある｡
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(2) ドイツは建国以来､労使協調による "社会的平和"が合言葉となっている｡長年

にわたる平均で見て､労働争議により欠落した労働日数が ドイツより少ない国は､

スイスとオース トリアだけである｡

(3) ドイツ連邦議会のすべての伝統的な主要政党 (キリス ト教民主同盟 ･キリス ト教

社会同盟､ ドイツ社会民主党､自由民主党)及び労働組合と雇用者団体は､共にそ

の綱領の中でも､また実際の具体的政策の中でも､社会的市場経済という構想を掲

-げている｡しかしながら､社会的市場経済という言葉の "社会的''の部分を内容的

にどう解釈し､またそれをどう追及していくかについては､こうした諸団体間に､

また一部団体内においても､明確な意見の隔た りがある｡

(4)イデオロギー1の違いにもかかわらず､社会政策の発展においては一貫して党派を

越えたコンセンサスが存在してきた｡これは70年代半ばまでの社会政策拡大期だけ

でなく､それ以後の､社会政策整理 ･統合期にも当てはまることである｡アメリカ

合衆国やイギリスと違って､ ドイツでは根本的な進路変換を行おうという深刻な試

みはなされなかった｡実際ここ過去20年間に､社会政策の "周辺部分"に修正が施

されたのみである｡

(5) 国民総生産に占める社会支出の割合だけをもって計るのでは不十分であるにして

も､ ドイツにおける福祉国家による国民の社会保障を変わらず高水準にある｡比較

的貧困な層､つまりある一定の平均収入に充たない家計は､国際的に比較しても少

ない｡

ドイツを観察している者の間からは､最後の二点であげた特徴は状況をあまりに楽

観的にとらえていると､異議の声があがるかもしれない｡ここ20年西 ドイツでみられ

会と個々人にもたらした結果を見れば､批判的な見方も正当化されうるように思われ

る｡更に見落としてほならないのは､1945年以降形成されてきた､福祉国家の基本原

則に関する広範なコンセンサスが揺らいできたということである｡今まで自明の理で

あったものが疑問祝され､多彩な政治関係者が様々な力点をおいて､広範囲に渡る改

革の必要性を叫ぶようになってきた｡意見の一致が見られるのは､社会国家の改造の

必要性という点においてのみであり､新しい福祉国家のコンセンサスの基礎となるか
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もしれない､改革の枠組みとなる基本線については､未だ統一見解がない｡(1)そこで

まず第-に ドイツの福祉国家 (2)を構成している枠組みについて説明したい｡ついで

ドイツの中心的な政治システム機関が､福祉国家の創設と発展､及び福祉国家を支え

るコンセンサスの維持にどのような意味を持っているのかを分析する｡そして福祉国

家に適応を迫 り､そのコンセンサス維持を危うくしている要素についていくつか述べ

ることとする｡

Ⅱ.

(1) 福祉国家の特徴は､一貫してその分配政策にある｡それはつまり､ある特定の社

会的リスクを補償する為に､またごく限られた範囲においてそのリスクを予防する

Lために金銭､現物給付を行い､特別の生活状態､生の段階での家計の財源を増強す

る為､更なる給付を行 う公の支出政策である.基本的に第-の範噂に入るのは､伝

統的な賃金労働者のリスク保障である｡すなわち､失業､廃疾､老齢､病気といっ

た場合の貧窮を防ぎ､社会的地位を確保するものである｡第二の範噂は児童手当､

国の補助を受けた保育機関､育英奨学など､大部分か家族政策給付に関するもの､

あるいは住宅手当､個人小住宅促進など､住宅供給の保証に関するものである｡租

税と社会保険料で支えられるこれらの社会支出は､国家支出の対GNP比や個人消

費のような統計指数､あるいは賃金水準などから読み取れる経済全体の発展を決定

する中心的な要素の一つとなっている｡

(2) たいていの場合あまり注目されないのが､福祉国家の規制政策である｡これは ド

イツだけでなく､歴史的にみて社会的目的の為の国家の社会支出プログラムより古

く､またそうした制度ができた後もなお､更に発展し続けている｡この政策には､

機械からの労働者の保護から始まり､労働時間制限､解雇に対する保護規定まで､

労働を技術的､社会的に保護するあらゆる規制の他､更に使用貸借権､離婚権や扶

養権など婚姻､家族に関する権利の主たる部分が入る｡こうした規制の本質的な目

的は､社会的リスクを削減し､結果として国家による移転支出を避け､それにより

個人と家族の経済的自立､あるいは労働力の継続的な提供能力を確保しようという
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ものである｡しかしながらこうした規制はコス トや分配の問題と無関係ではない｡

企業の生産コス トと､それと結び付いた労働という生産要素投入に対する企業の関

心は変化し､住宅建設-の投資性向もそうした規制の影響を受けずにはいられない｡

家族形成及び家族解体のプロセスに対する影響する排除できない｡

(3) 同じように必ずしも十分考慮されていない福祉国家の要素は､労働市場の諸団体､

とりわけ労働観合を公的に承認し､個人の労働契約の自由を制限する労働協約とい

う形での交渉プロセスの結果を承認するということである｡賃金と労働条件の決定

を労働市場の諸団体に問題なく委任するには (賃金自治の原則)､経済的可能性 と

必要性に関して同一の見解を共有する労使関係が前提となる｡ `̀団体による国家負

担軽減"には更に､国家の行政機能を大きな社会グループに委譲することも含まれ

る｡この場合こうした団体は､責任を引受け正当性を付与されるのと引換えに､国

の経済､社会政策の中心的に決定プロセスに組み込まれることになる｡こうした団

体的構造は､ ドイツにおいて様々な分野で確立している｡すなわち職業訓練政策や

様々な社会保険分野での自主管理､中でも健康分野における自主管理､また重要性

は薄れるが､所得､雇用政策といった分野である｡

(4)最後に更なる基礎として､国家が雇用水準に積極的に影響を及ぼす義務をあげる

ことができる｡経済が完全雇用の状態にある時は､社会保障システムが財政的な過

重負担から免れるだけではない｡賃金労働という形態での就業が中心的な構造をな

している現代社会において､国家がこの機能分野に積極関与することは､社会統合

がうまく行くために決定的に重要なのである｡完全雇用を指向する政策は､福祉国

家制度の最新の構成要素である｡景気がそもそも調整可能であると認識され､ケイ

ンズ的発想の需要政策が発展してきて初めて､こうした要素導入が可能となった｡

高い雇用水準は､1967年以来､物価水準安定､対外収支のバランス､恒常的で適度

な経済成長と並んで､法律で定められた ドイツの経済政策目標であるが､遅くても

80年代初めごろから､雇用水準目標は事実上､他の目標ほどには重視されずその適

切な追及も行われなくなっている｡

福祉国家制度とは従って､単なる社会保障の為の支出プログラム以上のもの､今ま

で述べてきた4つの要素の総計以上のものである｡それは様々な制度の複合体であり､
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国民に社会的市民権を与え､個々人が中心的な機能分野に参与する機会を保証してい

る｡この複合体が経済､社会に及ぼすプラス､マイナスの影響は単純に差引相殺でき

るものではない｡(3) そして社会政策目標の追及は､単にそれに直接関連する政策分

野を越えて行われる｡こうした月標は競争政策､構造政策､財政政策､教育政策にお

いても､暗黙のうちに､あるいは明白に､ある役割を果たしているのである｡

この福祉国家制度を継続して維持していこうとする､政党､諸団体､企業そして市

民の間のコンセンサスは所与の前提ではなく､むしろ脆弱なものである｡福祉国家の

社会支出を賄う為に行う増税や社会保険料分担金の引上げは､業績向上の動機を鈍ら

せ､また労働コス トが高くなることから､国際的な競争力を低下させると認識される

ことがある｡また規制の為に柔軟性が損なわれると､市場の活力が低下する可能性が

ある｡労働組合が､生産性の向上率を越えた､雇用の悪影響を与えるような高過ぎる

賃金を要求することもある｡とりわけ国家による "完全雇用の保証''があるときには

その傾向が強い｡完全雇用を維持し､あるいはこれを再び達成しようとする政策は有

害と受け止められるかも知れない｡そうした政策は､インフレーションや増大する国

家債務の原因､また失業の脅威が無くなり､あるいは失業しても十分保障されている

ことに由来する労働意欲の低下の原因とみられるからである｡長年にわたる福祉国家

制度に対する批判的意見を追ってみると､そこで常に支配的な論拠とは､経済的パ

フォーマンスにとってマイナスの影響を及ぼすというものである.これに対して福祉

国家制度がもたらす社会的に有害な帰結､例えば家族や他の共同体の将来-の準備能

力､自助能力を損ない､福祉給付受給者の行動能力を奪い､公共の福利に対しグルー

プの利益がますます優勢になることなどについては､討論の中ではんの二次的な役割

を果たしているに過ぎない｡

ドイツ連邦共和国の憲法は ドイツを "民主的社会的連邦国家''と規定し (基本法第

20条第 1項)､あるいは "社会的法治国家"と規定しているが (基本法第28条第 1項)､

この非常に抽象的ではあるが不変の憲法原則でもって､福祉国家のコンセンサスの脆

弱性を克服することはできない｡それゆえワイマール共和国憲法も､綱領として社会

国家の原則や社会的基本権を､もっとはるかに具体的に盛 り込んでいたにもかかわら

ず､社会秩序をめぐる紛争を沈静化することができず､むしろ逆にそうした目標実現
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をめぐる対決に拍車をかけることになったのである｡一方､社会的市場経済という概

念の中にもまた､福祉国家の行動の実践方法､水準､限界をあらかじめ明確に示し､

こうした経済秩序を正当なものと承認する人々に指針として提示できるような項目は

含まれていない｡従って福祉国家のコンセンサスの安定性は､政党や団体など様々な

グループとその構成員､更に個々の市民が､社会政策の経済的､社会的有益さについ

て信条を共にしているかどうかにかかっているのである｡社会政策の有益性は､とり

わけ以下の点に見ることができる｡すなわち､社会政策は､有利な立地要件としての

"社会的平和''を維持し､成長を促進するような構造変換を容易にする｡また確かな

社会保障により労働意欲を高め､健康かつ適切､質の高い労働力という人的資源の向

上をもたらす｡更に､景気を安定させ､ "公正な"､あるいは少なくとも容認可能な

社会の富の配分関係を作 り上げる｡(4) こうした福祉国家の "資産''は､それがもた

らすたいていのコス トよりはるかに計量的把握が難しい｡コス トは純負担がどれだけ

か､個々あるいは特定のグループごとに明確に算出することができるからである｡

福祉国家という制度の複合体が､経済効率の向上及び謝意の安定と統合に後見する

という確信が､公的規制に基づいて実施される社会政策を正当化する｡従って､福祉

国家制度を具現している様々な労働保護法や社会法典等が､福祉国家のコンセンサス

の安定性を決定している訳ではない｡こうした規制自体は､政治的偶然の産物である｡

止むことのない社会経済的変革過程にあって､政治的安定はこれからも主要な行為者

が引き続き価値観を共有し､利益を共にしていけるかどうかにより多くかかっている

のである｡

Ⅲ .

それでは､社会的市場経済についてのコンセンサスを形成し維持してきた行為者と

制度とはどのようなものであろうか?ここでは憲法と憲法裁判所の判決､政党システ

ム､ ドイツの連邦制度､ "給付国家''としての国家の伝統的役割､それ自体安定要素

である社会保障システム､そして最後に `̀労使モデル"について述べたい｡以下の章

ではまた同時に ドイツの政治システムに関する基本情報も取 り上げることとする｡
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しかしながらまず第-に､ "社会的市場経済''に関して少し述べておくのが適切で

あるように思われる｡これは経準､社会を姐織化する秩序政策の構想と定義して､ほ

ぼ異論のないところである｡この構想は `̀動的なもの''として理解できる｡というの

は､状況の変化に対応して､政治的枠組みと手段を適応させていくからである｡実際

解釈の違いはあるものの､社会的市場経済の考えの中心は､経済､社会の緊急課題に

対する政治的解決を探るという点にある｡ ドイツ語以外の言語にほとんど解釈不可能

な､鍵となる概念に､｢秩序政策｣という言葉がある｡意味するところは行為者とその

法的地位､行為者間の相互作用関係の法的あるいは慣習的規定のことであるが､端的

に言って､だれが何について権限を持ち､あるいは何をどのように規制するかという

ことである｡その目的は二つある｡その一つは市場の保護である｡とくに競争政策に

よって､あらゆる市場で業績競争が機能するよう保証し､あるいはそのような市場を

形成すること､また市場過程に常に内在する､カルテル､独占といった権力の集中傾

向に対抗することである｡しかし､市場はその結果や将来について無配慮である｡そ

こでもう一方で市場からの保護､それと同時に市場経済秩序の安定が重要になってく

る｡純粋な市場原理から生じるマイナスの結果に､社会保障と社会的正義を目的とし

た社会政策で応じようというものである｡(5) このようにして社会的市場経済は､自

由主義､社会主義及びキリス ト教的保守主義の基本的立場を "融和''､あるいは統合

している｡それは経済的､政治的自由や､能率性の達成､市場の結果の公正の達成と

いった自由主義的価値観にも､また国家の介入によって包括的な社会保証と社会的正

義を実現し､人生における機会平等を目指す､社会主義的立場にも同じように合致し

ている｡そこにはキリス ト教的保守主義の立場も含まれる｡これはいわば自然発生的

な共同体を国家からも市場からも等しく保護しようとし､助成の原則を強調し､●連帯

を主に非国家的なものとみなす立場である｡こうして主に社会倫理的発想に影響され

た新自由主義派経済学者たちが考案し､政治的に選択され､国家により実践に移され

たこの経済社会秩序は､市場 (自由)､国家 (平等)､共同体 (連帯)という三つの基

本原理が互いに両立する､あるいは少なくとも "共存''することを可能にしているの

である｡

更にこのように述べておくのが適切だと思われるのは､一般に ドイツにおいて社会
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的市場経済が誕生したのは､基本法の発効による建国に先立ちおよそ一年前､1948年

の通貨改革の時点であると考えられているからである｡憲法では多くの条項で個人の

自由権が保証され､また他の条項では共同体の結成が保証され､更に二つの条項では､

`̀社会的''という修飾語によって､社会国家の規範が盛 り込まれている (前述参照の

こと)｡政治学者-ソス-ルマン ･-ル トゲィヒがその社会国家原則の分析の中で明

らかにしているところによれば､基本法は社会､経済の状態､プロセスを改革社会主

義的､法的に規定する代替案を認めている｡(6) しかしながら､憲法の基本原則と最高

に調和しているのは社会的市場経済の構想であることに疑いの余地はない｡連邦憲法

裁判所は､ ドイツの政治システムにおいて異議の唱えようにない機関であり権威であ

るが､このあいまいな社会国家規範を当初非常に控えめに解釈してきた｡しかしここ

数十年間､立法府が具体的に介入して､憲法で保証された自由権実現の為の社会的前

提を作らなければならないという見解が支配的になってきている｡連邦裁判所は様々

な判決に中でこうした見解を明らかにしてきたが､立法府に対しては､社会的正義を

どのように実現するかについて､とくにそのための財源について､幅広い裁量の余地

を与えている｡そしてまた立法府に､家族の保護などその他の憲法規範も鑑みた具体

的な法案を作成するよう命 じている｡憲法ないし憲法の新解釈は､福祉国家を守る堅

固な防波堤をなしており､福祉国家実現の具体的な方法についての対立は､立法府 レ

ベルで民主的手続によって解決されなければならない｡

ドイツ連邦共和国はまた､ "民主的な政党国家''として特徴づけられる｡キリス ト

教民主同盟 ･キリス ト教社会同盟 (CDU/CSU)と自由民主党 (FDP)は､

1949年から1966年まで議会で過半数議席を占め､-主に共同して政権を担当してきたが､

当初から社会的市場経済の守護者を自認してきた｡ ドイツ社会民主党 (SPD)は

1959年､階級政党から大衆政党-方向転換した後初めて､多かれ少なかれ社会的市場

経済の構想に制限無しに賛同するようになった｡ ドイツの議会民主主義は最初の二回

の議会任期における連合編成の動きの後､ 3政党システムに発展 していったが､

1957年の連邦議会選挙では､全有権者票のおよそ76%をこの3党が集め､1972年には

89.5%に至った｡1994年はそれに対し66%に留まった｡この数字から､投票率が最初

上昇し､後に下降したことが見てとれる｡他方こうした "伝統的政党''と並んで､
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1983年以降､線の党が､また1990年の東西両 ドイツ統一の後は社会主義統｢党 (SE

D)の後身である民主的社会主義党 (PDS)が､野党として連邦議会に参入してい

る｡両党は5%阻止条項をクリアし､またPDSの場合､特別な選挙方法による恩恵

を受けたためである.

cI)S/CSU及びFDPによる連立政治では1949年以降､まず経済自由主義的な

考え方が支配的であったが､既に有効に機能する市場経済の経済的能力 (効率性)の

中における､経済秩序の社会的側面にも目が向けられていた｡市場-の自由な参入と

集中を排除した決定､競争価格による舵取 りが消費者指向の経済過程を保証すると考

えたのである｡初代連邦経済相であり､しばしば社会的市場経済の父と称されるルー

ドヴィヒ･エア-ル ト (CDU)の考えによれば､一種の "国民資本主義''のもとで

増大すろ富は､幅広い国民層の生産資産-の参与により､ `̀すべての人々''の利益と

なるべきであり､それにより個人的な将来に対する蓄えの可能性が広がり､社会的な

移転給付システムの更なる拡張が不要となる｡それに対し､どちらかというと社会主

義 ･自由主義的な､あるいは社会主義 ･保守主義的立場をとる社会的市場経済の擁護

者たちは､包括的な社会的保護､調整システムを通じて市場経済の経済効率を確保し､

市場に合致した景気政策によって高い軍用水準を維持する必要性を協調 したo(7' こ

の関係では､1957年の年金改革が一つの転換期となっている｡この改革の中で経済的

自由主義に対して後者の考え方が貫ぬかれ､その後の福祉国家の発展を広く決定して

いくこととなった｡50年代初期の驚くべき "奇跡の経済復興''の時代､年金生活者の

物質的状況は改善されず､むしろ比較的にみてその貧困化が一層進んだ｡ "高齢''は

圧倒的に "貧困''と同義であった｡しかし1957年の改革により､老齢年金と廃疾年金

は実質上賃金の代替機能を持つようになり､年金の給付水準は給料総支給額の伸びに

結び付いてスライ ドするようになったのである｡年金を直接大幅に引き上げることが

可能となったのは､経済発展により年金保険金庫が十分豊潤であったためだが､そこ

にはまた選挙戦略上の考慮も重要な役割を果たしていた｡(CDtJ/CSUとSPD

はこの時以来､社会給付に依存している就業者とその家族の票獲得を競っている｡)

また冷戦時代､当時のドイツ民主共和国との社会保障システムの競い合いも大きな役

割を果たした｡(8)
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1957年の年金改革は市場経済における `̀社会的側面''を重視する突破口となり､確

かに戦後の社会政策改革の中で､最も国民の歓迎された改革であった｡この改革はC

DU/CS-U及びFDPとSPDの賛成により議会が可決され､この時ついに達成さ

れた "伝統的政党''によるコンセンサスは､すべての重要な社会保険制度改革におい

て繰 り返し示されることとなった｡すなわちその後の1972年､1986年及び1989年にお

ける年金改革､同様に1969年の雇用助成法の成立､1992年の健康制度法､最近の例で

は介護保険の導入がそうである｡同様に福祉国家制度の規制分野に関する重要な法律

も､この3党の賛成により議会を通過した｡この合意を可能にしたのは何より､何度

ども繰 り返し形成可能な､SPDとCDU/CSUの有力な一派との "大連合''で

あった｡(9) というのもイギリスやスカンジナビア諸国のような純粋なプロテスタン

ト国である西欧諸国の保守政党と異なり､CDU/CSUは大衆政党として被雇用者

層および労働者階級の一部 (取 り分けカトリックの人々)の間に浸透しているからで

ある.それに対し､FDPと親産業界の立場をとるCDU/CSUの一派は､市場経

済における "社会的''要素の強化を抑制する役割を果たしてきた｡

福祉国家の発展に関する広範囲にわたるコンセンサスはしかしながら､この双方の

"大衆政党''の大部分が､イデオロギー的に近い立場にあるということのみに起因す

るものではない｡ ドイツの比例代表制選挙は､連邦議会で一党が単独過半数を占める

のを構造的に妨げており､またそうなった場合でも特定の政策が無制限に通る訳では

ない｡なぜならば連邦制度によって州 には共同決定権が保証されており､連邦議会の

制定する全法律のおよそ半分が､連邦参議院の賛成を必要とするからである｡連邦議

会内と連邦参議院内での政党の多数派状況が異なるために､州と連邦の利害の不一致

がしばしば生じ､こうした不一致を調整するためには､妥協を導きだすための政党間

の高度な調整と協力が必要となる｡こうした政治システム要因によって､福祉国家の

発展が `̀市場''の方向に明確に傾斜することも､またその "社会的側面''が強調され

ることも困難になっている｡しかし同時にまた社会政策制度を改革する能力も限定さ

れてくる｡と言うのは､社会政策の目的と手段について､政党間､また連邦と州の間

に､初めから広い意見の一致がある訳ではないからである｡

イギリスやアメリカ合衆国と比べて､ ドイツでは政治的自由主義の伝統がずっと希
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薄であり､プロイセンの権威主義的な､国家による国民-の父親的配慮の伝統が継続

する中で､長く苦悩に満ちた歴史を刻んできている｡社会的市場経済という構想もま

た "最小限の国家''を要求するのではなく､全 くその逆である｡補助的ではあるが根

本的要素である社会的調整を達成し､また市場経済の枠組みを確保するために､社会

的市場経済の構想と､ `̀給付国家''としての ドイツの昔からの慣習は両立しうる｡な

ぜなら社会保障給付は､イギリスやアメリカ､日本では大部分個人的な､あるいは企

業の支出であるのに対し､ ドイツでは当初から公の給付が主だからである｡しかし直

接国によらない給付もある｡社会的サービスは主に､教会や社会民主主義に近い立場

の世界観に基いた福祉団体や､あるいは世界観とは中立の福祉団体によって提供され

ている｡国によらない自主的組織として特徴づけられるこれらの仲介姐織は､また同

時に重要な雇用者でもある｡プロテスタントとカトリック教会ではおよそ7万人が従

事しており､これは ドイツの最大の私企業のおよそ二倍にものぼる人数である｡これ

らの人々は､健康分野､及び老人､青少年といった分野に重点的に従事している｡更

に､およそ150万人が名誉職として福祉団体で活動している｡こうした名誉職的活動

は､政党や労働組合､その他の団体におけるそれと同じように､明らかに減少傾向に

あり､福祉団体はますます専任のスタッフの従事する､国によって財政的に支えられ

たサービス機関となってきている｡

社会保険はすべて被保険者の代表者｣つまり雇用者､被雇用者の代表の自主管理に

ゆだねられているが､社会保険に国家があまり関与しないというのが (最もそれはま

すます形式的なものになりつつあるが)一つの特徴となっている.こうした `̀国家の

距離"がもっと顕著にみられるのが､法的に加入を義務付けられた健康保険である｡

これは失業保険や年金保険と異なり､国からの補助金を受けず純粋に保険料によって

賄われ､必要な保険料率を自ら決定している｡福祉団体の財源の基盤､社会保険の組

織と活動は当然法律で規定されているが､その課題を果たすことは､国によらない担

い手にゆだねるというのが助成の原則であり､これは "給付国家''の考えと矛盾する

ものではない｡また同時に､とりわけ自分自身の利益から､福祉団体や社会保険と共

に福祉国家のコンセンサスを担っている行為者もいる｡

ドイツ連邦共和国では100年以上たった今日でも "ビスマルクの遺産''が､いい意
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味でも悪い意味でも未だに残っている｡1945年以降､社会保障を普遍的なベバリッジ

-モデルの方向に転換しようとした社会民主党の努力が失敗に終わ り､制度構造が再

び形成され､社会保障の個別分野でそれぞれ対応するという大原則が継続されること

となったが､そこには明らかに注目すべき連続性がみられる｡社会国家 ドイツの本質

は､今日これまで以上に "社会保険国家''となってきている｡社会保険の原則は十分

弾力的であることが証明され､国民をほぼ完全にこの保障システムに組入れて､高水

準の保障を確かなものにしている｡要介護ケースのリスクを保障するための他の代替

案と比べて､最終的に可決された社会保険モデルは､実証され､認知されてきた伝統

を継承しているが､このことが政治論争において､この解決方法の支持者にとり決定

的な利点をもたらしたのであった｡それゆえに介護保険は､ ドイツの社会政策が伝統

に依拠していることの現われなのである｡(10)

個々の社会関係の上では､社会保険は保険技術の "公平の哲学''と､国家の文脈で

の社会的再分配の組合せであるが､その圧倒的に補償的な性格により社会問題が顕在

化され､国がその問題を解決していくことになる｡更に道義的に見てこうした社会保

険はむしろ "謙虚で慎ましいもの''といえる｡給付金額はそれ迄に払い込んだ保険料

が前提になっているからである｡また加えて明確に定義された受給請求の前提条件も

満たされている｡こうした給付は "当然受け取る権利のあるもの''であり､それゆえ

に困窮状態の審査無しに受給できることが保証されている｡こうした給付は健康保険

の現物給付を除けば､払い込んだ保険料の金額と期間の長さに深く結び付いているの

で､就業者の勤労意欲も損なわない｡保険料収入は被保険者団体の財産として保護さ

れており､保険金支払は時間と時間の間の再分配的性格を持つ｡子供を持つ家族や遺

族の為の人間間の再分配､あるいは垂直方向-の人間間の再分配も容認され､または

伝統的な "連帯文化"によって許容されている｡こうした構造的特色と伝統により､

国民は広 くこの保障制度を受入れ､認知しているのである｡この保障制度には中産階

級も組み込まれ保険料を支払っているため､国民はこの強固な "防御姐織"から､制

度的安定を得ている｡ここ15年間の社会政策の発展が示すように､社会保険は実際に

社会保障制度の整理 ･統合や社会給付制度が行われても､他のどのような形の社会保

障より有効に､更なる保障制度の段階的整理 ･削減要求に耐えうる保障技術なのであ
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る｡(ll)

ドイツの `̀労使関係モデル"は､社会的市場経済の長年にわたる成功にとって､中

心的基盤となっている｡その際重要なのは､とりわけ統一労働組合として高度に集中

化された ドイツの労働観合魁織である｡これはフランスやイタリアのような､志向別

労働観合でも､イギリスのような職能別組合でもなく､また日本やアメリカ合衆国で

支配的な､企業別労働組合とも全く共通点を持たない｡産業別に姐織されてい′る全労

働組合員のおよそ85%が､ ドイツ労働組合連合の傘下にある｡これらの産業別労働組

合は､包括的代表請求と､末組織労働者をも含む､国家レベルでの連帯思想を追及し

ている｡典型的な "団体交渉''の結果は､個々の産業部門において､地方あるいは全

国共通に適応される労働協約であり､国家が介入することもなければ､国家による交

渉結果修正の可能性も認められていない (賃金自治の法則)｡国際比較では､就業者の

労働組合組織率はおよそ33%とむしろ平均を下回るが､交渉の結果定められた賃金や

労働条件は､定期的に各産業部門のすべての就業者に適用さすLるので､就業者のおよ

そ90%が労働協約に組み込まれることになる｡(12) こうした広範囲に及ぶ影響の為､

とくに金属､化学､.公務といった "大産業部門"における賃金交渉結果はマクロ経済

的に非常に重要な意味を持つ｡労働観合と雇用者団体は生産性の変化によって決定さ

れる交渉余地を受入れ､また何年にも渡ってそれをデータとしてきた｡こうしたシス

テムが比較的高い賃金水準､有利な労働条件と真に平等をめざす賃金構造をもたらし

たのだが､それによって非生産的な企業は追いやられ､業績力のある企業は競争に残

れるよう､強硬に合理化の可能性を尽 くしている｡

ここでは産業､あるいは労使関係のシステムについて完全には説明し尽くさなかっ

たが､こうしたシステムがかつて繁栄を築いた一要素であった｡これは今日では継続

的な高失業率と､生産条件､競争条件､成長条件の変化によって､変革の必要に迫ら

れている｡すなわち､雇用者が労働観合や就業者に対し､より多くの柔軟性､控えめ

な賃金要求､賃金のスケールの下方拡大､賃金交渉の分散化を要求しているのである.

西 ドイツでは労使関係が "冷却化''しながらも､制度の安定性はまだそれほど深刻に

は危機にひんしていないように思われる一方､東 ドイツでは共通労働協約が意味を失

い､アメリカ合衆国式の "譲歩交渉''が広がりつつある｡更に保険料分担を通 じて社
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会保険の諸システムに阻み込まれ､その自己管理において共同責任を負っている雇用

者は､こうした制度に段々距離をおくようになってきている｡雇用者にとって､賃金

付随コス トの大部分を占める増大する社会保険料分担金は､国際競争において重い負

担となっているからである｡しかしながら､雇用者の薄れつつある "社会保険システ

ム-の忠誠心''が最終的に福祉国家のコンセンサスの放棄まで到るかどうか､また雇

用者が､社会保障制度の持つ共同の利益､経済的利益を､社会保障費用による "マク

ロ経済的な''実質賃金負担より低 く評価するかどうかは疑わしい｡しかし雇用者は彼

ら寄 りの立場の政党政治エリートと共同して､福祉国家の限界という解釈の公の討論

で支配的なものとして貫徹させ､雇用者による社会給付と規制の改革､廃止要求を避

けがたいものにしている｡

Ⅳ.

前章では福祉国家制度が厳しい適応の必要性に迫られていることを明らかにした｡

社会的市場経済モデルの成功に決定的なパラメーターは変化し､ないしはそうした変

化の結果が次第に目に見えるようになってきている｡これにより同時に福祉国家のコ

ンセンサスが疑問視されるようになるかどうかは､社会科学的観点から予測すること

はできないし､またそのような試みをおこなうべきでもない｡それ故ここでは単に

キーワードとして普通よく知られている変化を二､三､挙げるに留めたい｡外因とし

て挙げられるのは､西ヨーロッパの経済統合と､それと結び付いた経済的､社会的利

益における国家主権の制約である.更に経済のグローバル化により､.国内経済が輸入､

輸出市場の両方で､厳しい競争にさらされ､ "立地条件の不利"が明確になってきて

いることがあげられる｡最後に中欧､東欧の旧共産主義諸国の変換があり､これによ

り人件費の安いそれらの国-の生産拠点の移転が魅力的になっている｡また一方では､

当地の荒廃した経済状況のため､西ヨーロッパ-向かって労働力の強い移動圧力が生

じている｡

一部は外的要因による､また別の部分では福祉国家政策の作用による (しかしそれ

だけが原因では決してないが)様々な変化は､継続的に高失業率-影響を及ぼしてい
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る｡そのため多大な移転支出が必要となっているが､それを賄 うために保険料や税金

を常に引上げていくわけには決していかない｡更に社会政策的にも予想以上に高くつ

いた ドイツ統一の結果のコストとその資金調達法が問題となっている｡それに加えこ

こ数年急増した国家債務により､様々な社会給付の優先度合いをめぐる対立､また社

会支出とその他の支出の間の対立が先鋭化している｡予測されうる人口統計上の不断

の変化､即ち高齢人口層の拡大は､しばしば福祉国家の保障システムの存続をおびや

かす最大の課題とみなされるが､福祉国家は昔から優先的に老人のための保障システ

ムであるという特徴を持っている｡最後に､社会経済､社会構造の変化により､これ

まで認められてきた福祉国家の行動の規範となる基準点や､なかでも､通常の雇用関

係や家族の扶養者-男性とするモデルのように､何を `̀通常"と想定するかの規範が

疑問視されるようになり､社会問題の制度化された解決方法が時代遅れ､あるいは不

十分になってきた｡そうして明らかになった保障問題や社会の特定のグループに対す

る差別は､例えば介護 リスク保障のように､試行的に解決が成されたか､あるいは女

性の自主的な老後保障や子供のいる者といない者との間の社会的調整のように､これ

からまだ政治的に解決していかなければならない状況にある｡

ここですべての変化について列挙し尽 くしたわけでは決してないが､こうした変化

から生じた課題は今のところまだ､明確にそれと認識可能な福祉国家の改革の基本方

針にまでは到っていない｡社会政策をめぐる議論では､自己責任と助成の原則を連帯

原則より重視しようとする方向が新たに支配的になってきているが､まだ決して社会

の合意を得てはいない｡こうした考えはおそらく国民の大半から､激しい憤 りと信頼

の喪失､そして財産の減少に対する抵抗でもって迎えられるであろう｡そして民主的

な政党競争という条件■のもとでは､このような "政治改革コス ト"は算出不可能なほ

ど高くつくことだろう｡それゆえ振 り返ってみると､1975年以降､社会保障制度再構

築と社会保障支出制限についてとられた政策は､特定の給付分野に集中しており (主

に影響を受けたのは､失業者と困窮状態を審査される給付の受給者であった)､その

選択性ゆえに､国民の大半にはほとんど認識されなかったのである｡こうした政策は

同時に対立を制限しようという努力が功を奏し､圧倒的な意見の一致をもって決定さ

れた.改革の影響を受けたごく一部の人々で､政治的に影響力のある大グループは､
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大規模な "攻撃''を免れたのである｡(13) 更に政治エリートたちは､基本的にあらゆ

る福祉国家給付や規制が再考対象にあるという不安が生じない様､配慮した｡そのた

め福祉国家に対する信頼は全体として十分維持され､不安は限られたものにとどまっ

たのである｡しかし国民の大多数の目に､定められた給付や､例えば病気､老齢､廃

疾の場合に当然とみなされてきた保障レベルが危 うくなっていると映ったときには､

不満が増大し､社会統合が損なわれることも可能性として排除できない｡(14) こうし

た条件のもとで､認識された改革の必要性と政治的改革能力を､どのくらい調和.させ

ることができるのかは､これから待ってみなければならない｡

それとは無関係に､著者の考えによれば､社会的市場経済という構想とそれに対応

する制度が､他国にとってモデルとなりえないことは疑いの余地がない｡というのは

この構想とそれを実現できる可能性は､国に固有な社会構造的､社会文化的背景､連

合的構造､政治的伝統と経験､そしてある特定の経済倫理と結び付いているからであ

る｡社会的市場経済を機械的に転用することは不可能であり､西 ドイツの制度システ

ムを東 ドイツに導入したことさえ､1990年の統一後､著 しい問題にぶつかることと

なった｡それゆえここでも､長年賛美､あるいは非難されてきた "スウェーデン･モ

デル･･及び､ヨゼフ ･シキムベーターが "スウェーデン独自''の社会主義-ゐ第一歩

を観察 して下 した以下のような結論と同様のことが言えるのである｡『他国がス

ウェーデンの例をコピーしようとするのは非常に愚かなことである｡もしそうするな

ら､唯一効果的なのは､スウェーデン人を輸入して､彼らにやらせることであろう｡』

(15)

(注)

(1) ClausOffe,"Schock,FehlkonstruktoderDroge?UberdreiLesartenderSozialstaatskrise",

in:WernerFricke(Hrsg.),JahrbuchArbeitundTechnick,Bonn:∫.H.W.DietzNachf｡1995,

(2) 以下､『社会国家』と 『福祉国家』(こちらに方が国際的研究において広 く使われている)を同義語と

して用いる｡福祉国家は ドイツにおいて 『扶養国家』というネガティブな意味を含んでおり､ここで用

いている社会国家という概念には､ビスマルク時代以前までさかのぼる､この国独自の社会政策の出

発条件とその発展を特徴づける伝統があることは承知の上である｡しかしこの二つの概念は､個人の
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自由権の対語として､現代社会の構造的特徴として､また国家の行動を正当化する中心的理由として､

社会的市民権の拡大を意味するという点では共通する｡概念の関する議論の参照として :

Franz-ⅩaverKaufmann,`̀steuerungsproblemeim Wohlfahrtsstaat",in:Joachim Matthes(Hrsg.),

KrisederArbeitsgesellschaft?Verhandlungendes21.DeutschenSoziologentagesinBamberg1982,

Frankfurt/NewYork:Campus,1983,S.474-490;GerhardA.Ritter,DerSozialstaat.Entstehung

undEntwicklungim intermationalenVergleich,Munchen:R.01denbourg,1989,S.1-23.

(3)JohannesBerger,'LwirtschaftlicheEntwicklungundwohlfahrtsstaatlicheInstitutionen",in:/Erwin

Dichtl(Hrsg.),StandortBundestepublik Deutschland.DieWettbewerbsbedingungen aufden

Prufstand,Frankfurta.M∴ FrankfurterAllgemeineZeitung,1994,S.261-288.

(4) 参照 :GerhardKleinhenz,"DiewirtschaftlicheWertderSozialpolitik",in:HelmutWinterstein

(Hrsg.),SozialpolitikinderBeschaftigungskriseI,SchriftendesVereinsfurSozialpolitik,Bd.

152/Ⅰ,Berlin:Duncker&Humbolt,1986,S.51-81;GeorgVobruba,JenseitsdersozialenFragen.

ModernisierungundTransformaionYonGesellschaftssystemen,Frankfurta.M.:Suhrkam,1991,特

をこS.45-89.

(5) この考えの発案者とされるアルフレッド･ミュラ-アルマックによれば､社会的市場経済は秩序政

策構想として定義することができ､その目的は競争経済の基礎の上に自由なイニシアチブ (意味する

ところは経済的自由のことである-著者註)とまさに市場経済の業績によって確保される社会的発展

を結び付けることにある｡(WirtschaftsordnungundWirtschaftspolitik.StudienundKonzeptezur

SozialenMarktwirtschftund宕urEuropaischenlntegration,Freiburgi.B.:Romback,1966,S.

245).

(6) Hans-HermannHartwich,Sozialstaatspostulatund gesellschaftlicherstatusquo,3.Auflり

Opladen:Leske+Budrich,1978(初版 1970)

(7)AlfredMuller-Armack,脚注(5)S.245-7.

(8)HansGunterHockerts,SozialpolitischeEntscheidungenimNachkriegs-deutschland.Alliierteund

deuscheSozialversicherungspolitik1945-1957,Stuttgart:Klett-Cotta,1980.■

(9)UlrikeG6tting,KarinHaugandKarlHinrichs,"TheLongRoadtoLong-Term Carelnsurance

inGermany'',JournalofPublicPolicy14(1994):S.285-309.

(10) KarlHinrichs,''DieSozialePflegeversicherung-eineinstitutionellelnnovationinderdeuschen

Sozialpolitik",StaatswissenschaftenundStaatspraxis6(1995),Nr.2.

(li)ClausOffe,"AkzeptanzundLegitimitatstrategischerOptioneninderSozialpolitik'',in:Christoph

SachβeundH.Tristram Engelhardt(Hrsg.),SicherheitundFreiheit,Frankfurta.M･:Suhrkamp,

1990,S.179-202.

(12) OrganisationforEconomicC0-OperationandDevelopment,EmploymentOutlookJuly1994,

Paris:OECD,1994,Chap.5.
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(13) ClausOffe,'FSmoothConsolidationintheWestGermanWelfareState:StructualChange,Fiscal

Policies,andPopulistPolitics",in:FrancesFox Piven (ed.),LaborPartiesinPostindustrial

Societies,Cambridge:PolityPress,1991,S.124-146.

掴 KarlHinrichs,"RestrukturierungderSozialpolitik?DasBeispielderGesundheitspolitik",in:

Barbara Riedmuller und Thomas Olk (Hrsg.), Grenzen des Sozialversicherungsstaates,

Leviathan-Sonderheft14/1994,Opladen:WestdeuscherVerlag,1994,S.119-145.

(15) JPsephShumpeter,Capitalism,Socialism andDemocracy,3rded･,New York:Harper&Row,

1962,S.325.
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福祉社会 と福祉国家の政治

坪 郷 茸 (つぼごう･みのる)

(早稲田大学社会科学部教授)

1948年生まれ､大阪市立大学法学部卒､1978年大阪市立大学

大学院法学研究科公法専攻後期博士課程修了｡北九州大学講師､

同助教授､1992年同教授｡この間1984年～85年 ドイツ､ルール

大学に留学｡1988-90年外務省専門調査員としてボンに滞在｡

1994年早稲田大学教授｡専攻は､西洋政治史､EU地域研究､

環境社会論｡

著書に 『新しい社会運動と緑の党 一 福祉国家のゆらぎの中

で』､『統一 ドイツのゆくえ』､共著に 『市民自立の政治戦略』｡

訳書にH.U.ヴェ-ラー 『近代化理論と歴史学』 (共訳)

福祉国家は､第二次世界大戦後の先進産業社

会の政治体制である｡この福祉国家体制は､そ

の経済社会システムの中に社会保障制度を組み

込むものであり､社会的市場経済ないし福祉資

本主義という言葉に表現されているように､濃

淡はあるとしても社会問題の解決あるいは福祉

の充実を経済発展の基礎とするものである｡

ところで､70年代末からのイギリスなどの新

保守主義政権の下において､福祉国家の見直し

論が展開された｡しかし､福祉国家では､市場

経済のメカニズムの中に社会保障システムが組み込まれているので､部分的には福祉

の選択的縮小の過程をたどるとしても､全体として福祉国家は大きく後退することは

ないことが確認される｡このことは､福祉国家の不可逆性と言われている｡

本報告では､これまで日本で議論されてきた福祉国家体制や社会保障政策の到達点
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や特徴を確認すると共に､特に (西) ドイツの福祉国家 (ないし社会国家)と比較し

ながら､日本の福祉国家の発展過程の特徴を概観したい｡そして､今後の新しい福祉

社会を展望するための問題を整理してみよう｡この新しい福祉社会は､分権型福祉社

会と特徴付けることができる｡

(1)福祉国家では､社会保障は恩恵ではなく､国民の権利と位置づけられ､社会保障

の対象は国民すべてである｡さらに､近年この枠組みは定住外国人にも拡大され､

新 しい展開がみられる｡

日本においても社会保障は一般には国民の権利のとして位置づけられているが､

生活保護の実態にみられるように､恩恵としての要因を完全に払拭していない｡

(2) 福祉国家の実現については､主要な政党間に政治的合意があり､国民的合意が成

立 している｡福祉国家は政権交代のある民主主義の下で発展した｡福祉政策の発展

において中央政府のみならず､地方政府の先駆的イニシアティブも重要である｡さ

らに､労働組合が福祉国家の政策形成過程において社会政策の重要な推進者の役割

を果たす｡これは労働組合の法認と大衆民主主義の定着を基礎にしている｡労使関

係の観点からは､これについて､ネオ ･コーポラティズム (団体統合主義)体制や

政労使の三者協議体制の議論が行われてきた｡

西 ドイツでは､50年代のアデナウアー保守 リベラル政権の下で福祉国家が確立し

(1957年の大年金改革､住宅建設など)､70年代前半のプラント社民 リベラル政権で

新たな発展が果たされた｡また､西 ドイツの労働総同盟 (PGB)と産業別労働組

合は､西 ドイツ福祉国家の形成過程で重要な役割を演 じている｡ ドイツの労使関係

は､共同決定制度､社会的パー トナーシップ､協約自治などのしっか りした制度枠

組みに支えられている｡

これに対して､日本では自民党一党支配体制の下で､政権交代のある民主主義は

成立せず､以下で述べるように､一時期､地方自治体の革新首長による先取 り的福

祉政策が保守中央政府に影響を与える局面が生まれたにすぎない｡この時期､総評

労働運動は国民春闘によって一定の影響力を持った｡

さて′､60年代半ばまでの日本の福祉国家の第一期では､主要に占領軍の主導権の

下で､ある程度体系的な社会保障制度が導入された｡これは､生活保護法 ･児童福
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祉法 ･身体障害者福祉法からなる ｢福祉三法｣体制と言われる｡

続 く第二期は､高度成長期の下での官 (中央行政)主導による社会保障制度の整

備期であった｡第二期は､1960年代半ばまでの前半と1970年代初めまでの後半に大

きく分かれる｡

この第二期の前半である1960年代半ばまでには､国民皆保険 ･皆年金体制の成立

と ｢福祉六法｣体制-の移行など､制度的枠組みが拡充整備された｡福祉六法は､

前述の福祉三法に新たに精神薄弱者福祉法 ･老人福祉法 ･母子福祉法を加えたもの

である｡

さらに､第二期の後半においては､高度成長期に深刻となった公害 ･都市問題に

対する住民運動の展開を背景として革新自治体の叢生の時代が生み出された｡その

結果､地方自治体の革新首長による積極的な先取 り的な福祉政策 (老人医療の無料

化など)が展開され､自民党保守政権 (中央政府)の政策に影響を与えるという局

面も作 り出された｡政権交代なき民主主義のもとで､自民党政権による野党の政策

の先取 りともみることができる｡

革新自治体の政策展開は､理論的には､市民参加の推進と ｢シビル ･ミニマム｣

の実現の提起 (松下圭一)によって支えられた｡国の政策基準であるナショナル ･

ミニマムかこ対して､このシビル ･ミニマムは､ナショナル ･ミニマムを上積みすべ

き自治体の政策基準である｡

(3) 年金をはじめとする所得保障､医療保障､福祉サービスという社会保障の三本柱

と並んで､住宅政策も福祉国家の柱の一つである｡さらに､年金や医療などの重視

から福祉サービス重視-と重点が移動し､福祉の質が問われ､ノーマライゼーショ

ンが課題となった｡

日本における福祉国家の達成度､すなわち､住宅をはじめとする社会的基盤整備

も含めて､福祉社会の基礎となる公的福祉 (制度面､施設 ･人材の面､ソフ ト面)

の充実度は低い｡これは､西 ドイツとの比較でも明らかである｡この原因は､日本

の福祉国家の第三期の開始､すなわち政府が明示的に福祉国家を宣言した ｢福祉元

年｣ (1973年)の直後に､石油危機後の財政赤字を契機として先行的に ｢福祉見直

し｣論議が行われたことと関係している｡このような70年代後半の議論を集約し､
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1979年に提唱された日本型福祉社会論は､個人の自助努力と福祉の担い手としての

家族を強調し､企業活力に依拠する活力ある社会を目指すものであった｡

このような日本の公的福祉の不十分さは､高度成長期に発展した個別企業毎の企

業内福祉によって部分的に補完されていた｡しかし､それは､企業内福祉を享受で

きる中堅以上の企業の正規従業員､その他の勤労者､さらに他の国民という ｢分割

されたシステム｣でもあった｡

(4)市場の失敗､政府の失敗と言われるように､1970年代半ば以後の福祉国家のゆら

ぎの中で､福祉国家を基礎にした福祉社会の形成が新たな課題となり､新しい社会

運動や社会的自助グループ運動､新しい市民運動が新たな福祉の担い手として注目

された｡

西 ドイツ福祉国家は､政府などの公的セクターだけではなく､民間の福祉団体に

よって支えられてきた｡福祉団体として､宗教系の二つの大規模な福祉団体である

カトリック系のカリタス会とプロテスタント系のディアコニー会､社会民主党系と

して結成されその後組織的に独立した労働者福祉団､宗派や党派から独立した同権

福祉連合､赤十字､ ドイツにおけるユダヤ人の中央福祉所の六つがあげられる｡

したがって､西 ドイツにおいては､社会福祉事業と社会政策の領域では､自治体

政府と福祉団体との間には独特の密接な編み込み関係があり､この関係は､､ネオ ･

コーポラティズム的福祉カルテルと呼ばれる｡この構造は､自治体により､さらに

首長や地方政府が社会民主党系かキリス ト教民主同盟系かによって､異なっていた｡

しかも､このカルテルは固定的で閉鎖的であり､これに関与していない第三者 (た

とえば､市民の自主的な福祉活動)や福祉の当事者は不利な扱いを受けてきた｡

70年代後半に､一方で､新保守主義からの福祉国家批判が行われると同時に､市

民の側から福祉国家の限界と問題点を批判し､自ら対案を実践する新しい社会運動

や社会的自助グループ運動といわれる運動が発展した｡この社会的自助グループは､

福祉団体などの既成の担い手による福祉事業の領域の限定性､福祉の対象者の参加

?欠如などのために生じた市民の自発的な対抗運動であった｡この運動は､官僚制

と専門家の手による硬直化した福祉を批判し､新しい福祉ニーズに対応しうる参加

型の福祉を目指し､自ら対案プロジェクトを実行するものである｡社会福祉の領域
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では､たとえばグレー ･パンサー (年金生活者のグループ)､自立的な女性の家､障

害者の自助グループ､セラピー ･グループ､麻薬中毒者の両親グループなどがあげ

られる｡

社会的自助グループ運動を継続し定着するためには､一定程度の制度化の局面を

迎えざるをえない｡そのため､社会的自助グループは､自らこれらのグループの

ネットワーク化を行うと共に､自主的な活動基金や財団を創出してきた｡他方､自

助-の援助の観点から､自治体などの地方政府による市民の自発的な活動プロジェ

クトへの活動助成制度 (補助金､人件費など)や､活動促進のための情報 ･相談セ

ンターの設立などが実施されてきた｡

新しい社会運動や社会的自助グループ運動の発展を背景にして､80年代に新しい

政党である緑の党が､政党システムに定着した｡そして､緑の党のインパクトを受

けて､社会民主党の1989年のベルリン綱領でも､多様な社会的自助グループを福祉

国家に位置付けて､これらのグループを支える原理として､｢自助-の援助｣が盛 り

込まれた｡

自助-の援助との関連で､カトリックの社会学説に由来する助成 (サブシディア

リティ)の原理をみておこう｡西 ドイツにおいては､福祉国家における国家と社会

の関係を明らかにする原理として助成の原理が主張されてきた｡これは､社会にお

ける最も小さい単位 (たとえば､福祉団体)が存続することが重要であり､国家は

そのために援助を行うべきである｡しかし､その援助は小さい単位を損なうもので

はなく､その日助力を強めるものでなければならない｡そのため､この原理は､国

家に積極的な活動を促す積極的な側面と､国家を社会の過剰な要求から免れさせる

消極的な側面とを合わせ持つ｡この点は､常に争点となっている｡

このように､西 ドイツでは80年代に､政府などの公的部門と市場部門からなる公

式セクター､福祉団体などの媒介セクター､社会的自助グループや家族 ･友人 ･隣

人 ･個人など第一次集団のインフォーマル ･セクターによる複合的な福祉システム

が､地域において試みられてきた｡ ドイツでは､福祉国家を基礎にして､新しい福

祉社会-の道を歩んできたと言えよう｡この過程の中で､福祉国家のつくりかえが

課題となり､年金改革が行われ､新たに介護保険制度の創設が試みられている｡
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(5) 他方､日本では､自助の議論はもっぱら新保守主義からの福祉切 り捨てとの批判

が行われるのみで､一面的なものにとどまった｡さらに､先にみたように日本にお

いては公的福祉の充実を果たしながら福祉社会を実現しなければならないという二

重の課題を負っている｡そして､地域における高齢者福祉サービスなど､新しい制

度の構築に直面している｡

ところで､日本の福祉国家が90年代に直面してきた課題は､地球環境問題に対応

できる経済 ･社会システムを作ること､経済摩擦 ･貿易摩擦を通じて指摘されてき

た開かれた公正で透明な経済 ･社会システムの実現､高齢化社会-の対応である｡

この三つの課題に取 り組む中で､企業中心社会を転換し､一国福祉国家を越えるこ

とが必要なのである｡このような課題を果たすためには､社会的市場経済の更なる

発展としてのエコロジー的社会的市場経済という新しい環境適合型の政治経済シス

テムが構想されねばならないであろう｡

ドイツでは､エコロジー的社会的市場経済について､すでに線の党､社会民主党

のみならず､主要政党間で議論が行われている｡

日本においては､1988年の消費税導入後､1989年に高齢化社会-の対応として在

宅福祉と施設福祉の拡大のための ｢高齢者保健福祉推進10カ年戦略 (ゴール ドプラ

ン)｣が策定された｡このプランの制度的な基盤整備のため､1990年に福祉関係八法

の改正が行われ､老人保健福祉計画の策定を都道府県と市町村に義務づけた｡そし

て､最後の自民党政権である宮沢内閣は ｢生活大国｣路線を掲げた｡このように､

80年代末より､分権型の福祉社会を作るための新局面 (福祉国家の第四期)を迎え

ている｡

1993総選挙後､37年間続いた自民党一党支配体制は､政治改革を掲げる細川非自

民連立政権が成立したことによって打ち破られた｡この細川政権の ｢21世紀福祉ビ

ジョン｣ (1994年)や社会保障将来像委員会報告においても､少子化 ･高齢化社会

に向けて､介護や子育て支援など福祉重視型の社会保障制度､将来の社会保障給付

のあり方や負担の問題 (公的保障中心の高福祉 ･高負担型か､自助努力中心の低福

祉 ･低負担型か､中間型福祉社会か)､雇用 ･住宅 ･教育など関連分野の問題､福祉

の担い手の多元論など新しい方向について提言がなされている｡

80



第2セッション 政治 ･政策システム

こうした論点の中で､しばしば､負担問題が注目されている｡しかし､まず将来

の福祉サービスのあり方についての合意を作るための政策論議が不可欠であり､従

来の税制を公平性の観点から是正することが必要である｡これらを前提にして､初

めて､税制のあり方や負担の問題についても合意が得られるのである｡このような

政策論議の中では､公平と効率の視点､連立と自立の視点が共に重要である｡

さらに､1994年に保健所法が改正され､地域保健法に転換し､保健福祉行政は基

本的に市町村によって担われることになった｡また､ゴール ド･プランは､新ゴー

ル ドプランによって拡充される｡こうした一連の動きは､現在の時点では分権化の

ための制度改革がどれだけ進展するかは明らかではないものの､分権型福祉社会-

の一定程度の方向性を示している｡今後､地方政府-の権限と財源の委譲を進め､

情報公開に基づき市民参加を推進し､より個性的な自治体行政の創造が求められて

いる｡

分権型の新しい福祉社会を作るにあたってほ､｢公式セクター｣(中央政府 ･地方

政府の公的部門､市場部門)､｢媒介セクター｣(コミュニティ姐織､福祉団体 ･ボラ

ンティア団体 ･社会福祉協議会､労働組合､生活協同組合 ･農協など､民間非営利

セクターないし市民活動)､｢非公式セクター｣(社会的自助グループ ･ボランティ

ア活動など社会的自助部門､家族 ･友人 ･隣人 ･個人など第一次集団)という三つ

のセクター (五部門)からなる担い手の最適 ミックスの模索が重要である｡各地域

･各自治体において行政のみならず､多様な主体によって個性的な最適 ミックスを

作ることが必要である｡また､労働組合が､公共の政策の担い手として､地域の多

様な担い手のコーディネーターとしての役割を果たすことも求められている｡

この点に関しては､日本では市民セクターや民間非営利セクターと言われている

媒介セクターの一層の発展と定着が緊急の課題である｡このために､非営利団体促

進法 (NPO法)案が準備されている｡市民の側からも､自ら基金のネットワーク

と活動促進のためのネットワークを作ることが必要であり､その上で､自治体によ

る自助-の援助 (財政援助と活動促進 ･情報センター)のシステムも重要である｡

いずれにせよ､日本における今後の展開のためには､政官財の癒着の構造を断ち

切 り分権化を推進する政治改革が不可欠である｡政策論争を通 じての新たな政党再
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編が進展すると共に､総じて政権交代のある民主主義の定着が求められている｡
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第 3セッション 経済システム

ドイツにおける社会的市場経済

Dr.DieterVesper (ディーター ･フェスパー)

(ベルリン･ドイツ経済研究所)

1947年生まれ､ギーセソ大学､ビーレフェル ト大学､国立経

済研究所 (米国マサチューセッツ州ケンブ1)ッジ)にて経済学

を専攻する｡1973年よりドイツ経済研究所 (ベルリン)研究員｡

専門分野は､金融政策､国債問題､ ドイツ統一後の経済 ･金融

問題､経済分析 ･予想など｡著書および報告書は､ ｢付加価値

税増税の経済-の影響｣､｢東部 ドイツ向け公的インフラ政策｣､

｢連邦新州における環境立て直しと経済構造変化｣､｢ベル リン

州､およびブランデンブルク州における統一後の経済状況｣な

ど､多数｡

Ⅰ.はじめに

｢社会的市場経済｣がその他の市場経済と性

格を異にする点は何か｡この問題について既に

多くの経済学者が研究を行ってき七いるが､研

究を深めるにつれて､逆に相違点を挙げること

が困難になる｡その理由は､社会的市場経済が

比較的あいまいな思想に基づいており､経済政

策の実践において巾を持たせてくれるからであ

る｡事実､基本原則の上で ｢ドイツ型のモデ

ル｣をオーストリア､オランダ､スイスなどにおける方式と区別することは難しい｡

むしろアメリカとの違いであれば､より明確に描き出すことができる0

確かに､ ドイツの経済制度の特徴と言えるものがいくつか存在する｡しかし､ ドイ

ツの経済効率が非常に高く､社会保障も充実し得たことが､それらのおかげであると
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言えるほど重要か否かは疑問である｡逆に否定的に表現することもできる｡他の国と

同じように､現在 ドイツも2つの大きな問題を抱えている｡即ち低成長と高失業率で

ある｡それは市場に問題があるのだろうか｡市場が抑制的政策のために (例えば､多

くの規制のために)十分な力を発揮できないのか｡それとも､経済政策を実施する機

関の機能不全､例えば金融政策が怪しげな方向性を向いているためだろうか｡ ドイツ

での危機的な症状は､他の国に比べて軽症なのか､重症なのだろうか0

Ⅱ.モデル

｢社会的市場経済｣の創始者たちは､自由主義に体制の基本を求めた｡周知のよう

に､その最大の目標は個人の経済活動の自由を実現することにある｡個々の経済主体

の行動様式は市場の原理に従 う｡つまり国家が管理しない､したがってその限りにお

いて ｢自由｣な競争の中で､需要と供給が十分に機能すれば､社会の豊かさと進歩-

の条件が整 うという考え方である｡しかし､個人主義的行動が無制限に許されれば､

強い権力を持つ者が出てくる恐れがある｡この危険を敏感に察知したのがニューリベ

ラル派である｡利害関心を異にするグループの間で右往左往するだけの弱い国家では

なく､強い国家が必要なのだというのが彼等の信念であり､国が競争を管理しなけれ

ば権力の強い者の出現を防ぐことができないと主張する｡とすれば､市場関係者は厳

しいルールに従って行動しなければならないし､国の課題は何よりも枠組み条件の内

容を定めることである｡枠阻み条件というのは､とりわけ金融 ･通貨体制､財政改善､

競争制度､労働 ･社会体制のあり方を意味する｡

金融 ･通貨制度においては物価水準を安定させることが追及されるが､これは ドイ

ツの歴史的背景からして最優先の課題である｡物価が安定していればこそ､個々の商

品の価格が市場において何らかのシグナル､あるいは情報を担 うことが可能になるの

である｡物価の安定は中央銀行が独立した政策を取ることによって､最も適切に確保

することができる｡特に中央銀行が､通貨供給量を - できれば自動的に - 商

品生産の伸びに応 じて拡大する方針であればなおさら良い｡通貨供給量の増加率を安

定させるべきであるという要求は､経済政策全般の信頼性を高めるべきであるとの要

86



第 3セッション 経済システム

求と密接に関連している｡枠阻み条件に急激な変化があるとすれば､経済主体は長期

的計画を立て難くなる｡したがって税制政策､また賃金政策も､長期的な観点から実

行されなければならない｡

社会的市場経済の基本的思想は､自由主義と市場競争とを社会的な配慮からの調整

と結び付けるところにある｡生産者は競争によって初めて､需要側の好みを考慮 し､

生産コス トの効率を高めざるを得なくなる｡ただしこれは､価格形成に行政の介入が

ないと仮定した場合である｡市場に独占が生まれたり､不当な圧力が行使されること

のないよう､商品を提供する能力のある全ての者に対して開かれた市場でなければな

らない｡そうでなければ競争の持つ本来の圧力が維持されない｡したがって､企業が

競争による減益を避けようとして競争の制限を試みないよう､国は自由競争を保証し

なければならない｡

また､国家には広範な社会政策上の課題が課せられている｡その中心となるのは社

会保険の充実､すなわち年金､健康保険､労災 ･失業保険の充実である｡また税制も

国による所得再配分のための重要な手段と見なされている｡ただ､再配分の具体的な

目標は存在していない｡それは客観的な基準が存在せず､なかんず く ｢公正｣な配分

とは何かという点でさまざまな見解が存在するからである｡国が景気の動きに介入す

べきか､つまり具体的には､適切な財政措置を講じることで景気変動を縮小させる方

向で貢献すべきか否か､論議が繰 り返されてきた｡この点についてニューリベラル派

は､市場経済は自動的な制御により安定した経済成長を実現する能力を持っており､

さらに金融政策という手段があれば十分である●と考えている｡にもかかわらず､ ドイ

ツには安定と成長を促すための法律が存在しており､この法律にしたがって､財政は

経済全体の均衡を図るために必要な配慮を行うべく義務づけられている｡つまり景気

循環にかかわる要素や構造問題に起因する失業問題に対処すべく義務づけられている

のである｡この法律は社会民主党政権の時代に制定された｡

では､ ドイツではどのような現実になっているのだろうか｡
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Ⅲ.現 実

1.経済発展

ドイツ連邦共和国における経済発展が､総体的には成功を収めてきていることは良

く知られている｡70年代の始めまで毎年かな りの経済成長が見られ､｢奇跡の経済復

興｣という言葉が広まった｡この間､西 ドイツ経済は世界の主導的立場に躍 り出るこ

とに成功した｡当時既に､国民 1人当 りの所得は世界でも最高水準にあり､失業率､

インフレ率共に非常に低かった｡

しかし私は､この発展がそれほど ｢奇跡的｣だったとは思わない｡長期間､少なく

とも20年間にわたって成長を支えてきたのは大幅なマルク安であり､これが ドイツ連

邦共和国経済に輸出主導型の成長を恵んでくれたのである｡さらに賃金上昇も生産性

の伸びを下回っていた｡そのおかげで企業は大きな利益を得ることができた｡利益は

直ちに再投資された｡税率は高いが減価償却面で非常に有利な税制があってのことで

ある｡そのため企業は投資意欲をそそられた｡また最も重要な役割を果たしたのが金

融政策で､常に金利を低 く押さえることを目標としていた｡金融政策にとっても金利

が指標となったのであり､通貨供給量の調整はどのような形であれ 目標 とはされな

かった｡貨幣市場での金利は3%から6%､資本市場は6%から7%であった｡現在

の状況から見ると､M3が15%前後 (50年代の平均)､ないし11%近 く (60年代の平

均)まで拡大されたにもかかわらず､一般消費財の価格はそれぞれ 2%弱､ない し

2.5%程度にとどまっていたことは､ほとんど想像もできない｡物価上昇を押さえる

ことが可能となった最大の原因は､60年代の初め､労働力の不足感が強まっていた時

期にもかかわらず､賃金交渉での妥結が控えめであったところにある｡経済は合理化

の強化と資本集約により､高い成長率を維持した｡加えて､外国の労働力を大量に募

集した｡1966年/67年のわずかな景気後退を別とすれば､70年代半ばまで ドイツ経済

は危機を経験 しないで済んでいた｡それ以降､経済は ｢正常｣な経緯を辿 り､世界経

済の動きとほぼ歩調を合わせている｡｢各国経済の連動｣を生んだ最大の原因は 2回

にわたる石油危機であり､工業国に対 して直接的に同じ影響を及ぼしたのみならず､

経済政策の面でも似たような反応を引き起こした｡
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最近の不況は､賃金政策と金融政策の間の対立が大きな原因となっている｡むろん､

世界的に景気が思わしくないことも一因ではある.しかし決定的な要因は､西 ドイツ

の ｢統一特需｣により誤ったシグナルが出されたことであろう｡労働市場の好調な展

開を背景に､労使は賃金交渉において高めの決着-と引きずられた｡ただし賃上げ要

求が高かったのは､80年代､税制を通しての所得再配分が経営者側に有利だったこと

に対する､組合員の反応であったことも確かである｡いずれにしても､ 1製品当りの

賃金コス トは大幅に上昇し､そのことが連邦銀行に引き締め策を取らせたのであった｡

当時は､設備稼働率が非常に高く､価格はいずれにしても上昇したはずであると言え

る｡またこの時期､賃金政策が金融政策との対立で優位に立っていたことは確かであ

る｡賃金政策は1993年/94年に軌道修正を行ったのだが､金融政策はこれに追随しな

かった｡というのも､ ドイツ統一の財源確保のために付加価値税を引き上げたことで､

物価鎮静が捗らなかった事実がある｡

2.制度間の調整

市場経済の成功と失敗は､結局のところ経済政策を実施する各制度間の調整にか

かっている｡つまり賃金政策､金融政策､財政政策の間の相互関係である｡経済政策

上の目的に従って､これら政策分野の調整がうまく行っていれば､また､関与する老

たちのコンセンサスが得られていれば､マクロ経済のパフォーマンスは良いというこ

とになる｡各国の市場経済は､世界中全て同じ原理とルールで機能している｡ ミクロ

経済の分野では､多数の市場で働く膨大な数の商品と膨大な数の市場関与者の間を調

整するために､当然にも基本的ルールが不可欠である｡こうしたルールは､制度的枠

組みが根本的に変化する場合､例えば中央集権的な計画経済から市場経済-移行する

とか､第二次世界大戦後の ドイツで戦時経済から民生経済-移行した時などでは､極

めて重要な役割を果たす｡発達した市場経済においては､こうしたルールが既に既成

事実となっており､少なくとも中 ･短期的には変わらない｡

ドイツ経済がどのような原理で機能しているのかは､比較的簡単に理解できる｡隠

された ｢秘密｣などは存在しない｡最も強みとするところは､経済政策にかかわるさ

まざまな､互いに独立した関与者の間に､効果的な調整が行われていること､つまり
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制度間の調整がうまく取れていることである｡労働条件を巡る労使の自主的交渉権は

憲法に明文化されており､金融政策の独立性は連邦銀行法に定められている｡財政政

策は､各種 レベル (連邦､州､市町村)における行政府の管轄であり､これら行政府

はまた､議会の監督下に置かれている｡一瞥しても､どれだけのエネルギーが円滑な

調整に必要とされているかは明らかである｡結局のところ､現代社会における政治の

アキレス腔は調整である (むろん国際政治でも同様である)0

失業率が短期間の内の急増した例に見られるように､過去数十年の ドイツ経済が必

ずしも順調に発展しなかったとすれば､その主たる原因は経済政策の調整不足に求め

ることができる｡例えば金融 ･財政政策において､そしてまた賃金政策においても､

雇用の減少と創出との間の不均衡に十分な配慮を行わなかった｡ ドイツのみならず世

界のどこでも､投資条件が不利であれば急速に雇用が減少し､構造的失業が発生する

ことは経験 している｡しかし景気の回復期において､雇用はゆっくりとしか回復しな

い｡これは､景気回復期における賃上げに節度を保たなければならないことを意味す

る｡景気循環による物価上昇が賃金上昇で加速しないようにし､金融政策が回復の早

い時点で引き締め策に転 じないように配慮しなければならない｡また､金融政策を担

当する者にとっては､景気循環に由来する物価上昇に対して寛容な態度が必要だとい

うことを意味しており､こうした物価上昇は市場がうまく機能していることの証であ

ると見なければならない｡なぜならば､回復期には需要が伸びるため､経営者は教科

書通 りに価格を引き上げるからである｡だが､金融政策としては､それでも金利をで

きる限り低 く押さえ､投資環境が早い段階で悪化し､景気回復が失速することを防が

なければならない｡こうした関連で常に忘れられてしまうことがある｡それは投資増

大は雇用創出につながるだけでなく､生産性向上､そしてつまりは物価上昇を押さえ

るための条件でもあるということである｡

したがって､失業問題の解決には長期的に安定した景気回復が必要である｡また､

不況を回避することも夢ではない｡もし経済政策の相互調整が良く取れていれば､十

分それは可能である｡通常､不況は組合側の所得再配分の試みがきっかけとなるが､

それはまた､景気回復期の所得再配分が経営者側に有利に行われること-の対抗策な

のである｡生産性の伸びを上回る賃上げが実現してしまうと､経営者側は価格を引き
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上げて利益減少を避けようとする.しかし､再配分を巡る対立を一時的にしか緩和し

ないインフレ傾向を回避しようと､ないしは回避しなければならないとして､遅 くと

もこの段階で金融政策が日程に上ることになる｡ただし､インフレ回避のためには金

融引き締め策を行わざるを得ない｡そしてこれまでの経験を教えるところによれば､

結局は景気後退に行き着 くことになる｡しかし､こうした時期に賃金政策によって再

配分率を変えようとせずに､賃上げを生産性の伸びの範囲内に ｢のみ｣とどめるなら

ば､連邦銀行は介入の必要がない｡賃金政策の分野が物価安定に寄与するだけ､金融

･財政政策には経済成長と雇用を促進するための政策を実施するゆとりが出てくる｡

常に利益を求め続けるシュンペーター風の活力ある企業は､結局､経済政策の大枠

の条件が拡張基調でなければ､新たな製品や新たな製法を見つけだすことができない｡

特に､金利が企業の利益率の期待値を常に下回ることが肝要である｡このことが､投

資活動と経済成長のための基本的条件である｡経済政策を担当する老たちは､時とし

て､また決定的な時期にこの点を無視してきた｡

結論として､経済の成功も不成功も､あるいは失業の発生も解消も､国際的な比較

においても常に類似した動きのパターンを示す｡むろん各国経済の成功度はさまざま

であり､それぞれの結果を生んだ各種の影響要因があるだろう｡例えば景気の動きは､

常に商品市場､労働市場の構造調整と重なって進行する｡また雇用制度における柔軟

性が高い国､賃金格差が大きいため構造調整が容易な国､また国による積極的な技術

振興策が奏効している国など､さまざまであろう｡しかし､決定的なことは､ 1国の

経済の基本的枠組み条件なのである｡

3.ドイツ型モデルにおいて社会的側面は空洞化されつつあるか

ドイツの社会保障制度は非常に良く完備されている｡社会給付､つまり国の機関や

地方公共団体､また公的社会保険機関などが支払 う各種の給付は相当の額に上る｡年

金､健康保険､失業保険の保険料は国内総生産のほぼ 1/5に匹敵し､労使が半分づ

っ負担している｡社会給付の中には､児童手当て､住宅手当て､教育助成金､戦争被

害者扶助､社会扶助などの地方公共団体による給付も含まれている｡税率は長期間に

わたって概ね一定であったが､社会保険料の国内総生産に占める割合は増加の一途を
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辿った｡60年代末には12%でしかなかったのである｡これに対応して給付も拡大され

たが､特に健康保険と失業保険の分野､また社会扶助の分野で著しい0

ドイツの例は､国内の社会的コンセンサスを得るために経済成長が不可欠の要因で

あることを示している｡成長率が高ければ失業は少ないし､国が社会給付を通 して

困った人々に所得を再配分する必要性が少ない｡つまり､就業率が高ければ､経済活

動が停滞や後退している時期に比べて､市民の所得への期待は労働市場の中で満たさ

れる確立がはるかに高い｡

不況期に社会保障制度の給付請求が多いことは､制度の本質からして当然である｡

しかしドイツでは､この点が皆に理解されているとは必ずしも言えない｡不況期にお

ける社会保障支出は､好況期に比べて､企業にとってはるかに大きい負担であるが､

雇用されている勤労者にとっても同じである｡だが､社会保障による支援は､危機的

な状況においてこそ真価を発揮しなければならない｡そうした状況においてこそ､不

本意ながら経済危機のために失業した者の困窮を緩和し､社会体制全体の安定に寄与

することができる制度か否かが明らかになる｡不況時には企業にとって､賃金コス ト

と同様に､社会保険料､そして税金もできる限 り低い方がよい｡しかし､こうした状

況下で個々の企業に都合が良いことが､必ずしも経済全体に有利であるとは限らない｡

社会保障の規定を折 りに触れ見直し､悪用を防がなければならないことは当然である｡

しかし問題は､現在､租税 ･公課金の負担が非常に重 くなっていることや､あるいは

また国家財政の大幅赤字との関連で､こうした要求が取 りざたされることである｡こ

うした状況は不況のため､あるいは ドイツ統一から来る大きな負担により生じたので

ある｡仮にこのような負担がなかったとすれば､租税 ･公課金負担率は､久しぶ りに

かなり低い水準であったと思われる｡

こうした点を考えれば､現在､社会保障の給付を切 り下げること､あるいは類似の

要求するということは､給付に頼って生活する人々が ドイツ統一の主な負担を担うべ

きだと主張することに等しい｡統一で利を得たのは､多くの西 ドイツ企業であった｡

不況による財政負担についても同様のことが言える｡社会保障支出を制限すれば､そ

の制度の基盤が弱体化する｡というのも､社会保障に依存している人々ほど､その影

響を受けるからである｡したがって､社会的市場経済体制の中では､市場による分配
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のあり方を社会的弱者のために修正することが､国にとっても最も重要な課題となる｡

また､この制度の本質的な特徴は､経済が繁栄している時期より危機の時代に社会保

障の優先性が高まり､したがってそのための支出も危機の時代に増えることである｡

不況期に公共財政が悪化するのと同様に､好況期にはいわば ｢自動的に｣改善される｡

税制による所得再配分効果を限定しようとの考えも､同じような方向を目指してい

る｡ ドイツにおける所得の累進課税制度は､国による所得再配分の基本的原則の一つ

である｡所得が増えるにしたがって､税負担も重 くなる｡低い所得層では19%で､最

も所得の多い層の最高税率が53%である (基礎控除があるため､むろん平均税率はこ

れよりやや低い)｡事実､所得税の税率を引き下げ､その代わ りに消費税を引き上げよ

うとの試みが､たびたびなされている.｡所得税における累進度を緩和し､逆進的性格

を持つ消費税を引き上げれば､明らかに再配分のあり方に変化が生じる｡しかし､そ

のことによりドイツの社会的コンセンサスが脅かされることになるが､まさにこのコ

ンセンサスが､ ドイツの経済制度を支える基本的な柱なのである｡社会的コンセンサ

ス､そしてむろん経済政策におけるコンセンサスが存在することも､産業立地の条件

として有利であることは論を得た射 ､.

したがって｣福祉の後退や､税負担にこれまでと異なる配分を導入する時点として

ほ､~経済危機の時代は誤っ,た選択である｡こうした方向での要求は全て､ ドイツは分

不相応の生活をしていたのであり､長期的には現在の社会保障制度が維持できないと

す畠考えを背景とし七V-､る.しかし､この主張は根拠を欠いている.社会保障給付､

また比較的高水準の実質賃金も､全てこれまでの大きな生産性向上により得られた､

正当な報酬である｡企業もまた､1993年の景気後退を別として､長年にわた り高い収

益を上げることができた｡社会保障給付の削減や､賃金引き下げをしなければならな

い理由は存在しない｡だが､経済政策の相互調整については改善が必要であろう｡特

に金融政策には適切な対応が望まれている｡最近の為替乱高下の結果､マルク高と

なった例にもそれは良く示されている｡
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市 場 経 済 と社 会 シ ス テ ム

中 村 達 也 (なかむら ･たつや)

(中央大学商学部教授)

1941年生まれ､東京外国語大学露語科卒､1971年一橋大学大

学院経済学研究科博士課程修了｡沖縄大学助教授､中央大学助

教授､千葉大学法経学部教授を経て､1991年から中央大学商学

部教授｡専攻は理論経済学､社会経済学｡

著書に 『市場経済の理論』､『現代経済と経済理論』､『ガルブ

レイスを読む』､『歳時記の経済学』､『豊さの孤独』､訳書に-

-イルブローナ- 『21世紀の資本主義』(共訳)､ドップ他 『70年

代の資本主義』､ドップ 『厚生経済学と社会主義経済学』､スキデ

ルスキー 『ケインズ時代の終蔦』､ガルブレイズ 『満足の文化』｡

私は経済理論の研究者でありまして､ ドイツ

経済についてはほとんど知ところがありません｡

したがいまして､社会的市場経済そのものにつ

いてお話しするというのではなくて､社会的市

場経済というものを考えるための枠組み､そも

そも市場経済というものをどういう枠組みで考

えたらいいかということについてお話しさせて

いただきたいと思います｡

ご承知のように､1980年代末以降､社会主義

圏が相次いで崩壊する｡そして､その旧社会主

義圏が相次いで市場経済-の移行ということをスローガンに掲げております｡しかし､

従来の計画経済-の反動といいますか､市場経済に対する過剰な期待があるのではな

いかという気がいたします｡一方､市場経済を原則としております日本､アメリカ､

あるいはそのほかの西側諸国の実態はどうであるかといいますと､例えば日本の場合
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には､80年代末になりましてバブル経済が膨張し､90年代になってからはそのバブル

が崩壊して､さまざまな困難な問題を現在に至るまで残しております｡東側諸国が市

場経済-の移行をスローガンに掲げている一方で､西側の一員である日本の市場経済

が非常に困難な問題を抱えているという状況を踏まえて考えてみますと､その市場経

済の持っているさまざまなメリット､デメリットというものを総体として考える､あ

る意味で非常にいいチャンスではなかろうかという気がいたします｡

そもそも市場経済というものを総体的に歴史の中で考え直してみるというチャンス

は何度かあったような気がいたします｡例えば､1960年代にソ連でいわゆるリーベル

マン論争が登場しまして､社会主義計画経済の中に市場原理を部分的に導入するとい

うことで､市場経済の持つメリットに注目された時期がありました｡しかし､ちょう

どその同じ時期､1960年代に､日本では公害､環境問題が非常に深刻になってきまし

て､市場経済の持っている限界が注目されるようになりました｡｢市場の失敗論｣とい

うことが経済学の中で強調されるようになり､公共経済学という新しい研究分野が登

場するようになりました｡

こういう現実を考えてみますと､一方では市場のメリットに注目された議論が展開

されており､他方では市場のデメリットに注目された議論が同時に出てきた｡そもそ

も市場経済というのは一方的にメリットだけをもたらすメカニズムではないと同時に､

一方的にデメリットだけをもたらすメカニズムでもないのだと｡メリットとデメリッ

トを同時に抱えている非常に困難な難しいメカニズムであるということを認識すべき

時期がかつて､1960年代にあったと思います｡しかし､そういう問題意識がその後順

調な形で展開されたかというと､どうもそうではなくて､問題意識自体がなくなって

いったような気がします｡そして再び､1980年代末以降､90年代に入ってから､世界

的な規模で市場経済というものを見直す条件が出そろってきた｡再び市場経済という

ものを トータルにとらえ直して､歴史的に総体化してみるという状況を迎えた気がい

たします｡

こういう状況に対して､これまでの経済学の対応は果たしてどうであったのかとい

うことを振 り返ってみますと､例えば新古典派経済学に代表される近代経済学では､

市場経済というものを分離してとらえるという考え方が続いてきたわけです｡現実の
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市場経済というのは真空の中に孤立して存在するのではなくて､現実には政治制度と

か､文化とか､思想とか､そういう市場経済のシステム以外のもろもろの領域と相互

依存関係の中にあって初めて機能するというのが現実であったと思います｡しかし､

新古典派の経済学はそういう状況を無視して､市場システムそのものを他のさまざま

な流域から分離して分析することができるという形で､精微な理論展開を続けてきた

と思います｡

一方､マルクス経済学がどうであるかといいますと､これはもちろん新古典派の経

済学とは違って､経済以外の政治､文化､宗教､さまざまな領域との関連を重視しま

したけれども､経済という領域が政治､文化､その他の諸領域に対して圧倒的に重要

な意味を持っているということで､経済以外の諸領域を経済の従属変数としてとらえ

るという見方が中心であったと思います｡

そ ういうことで､新古典派の経済学もマルクス経済学の場合にも､市場経済という

ものを他の諸領域から分離した形で分析し､理論の展開を進めてきたのが実態ではな

かったかという気がいたします｡しかし､現代の時点で市場経済を評価し､あるべき

市場経済というものを構想する場合に､市場経済というものが社会全体の中でどうい

う位置づげにあるべきか｡つまり､市場経済を分離して議論するのではなくて､さま

ざまな制度､政治､文化､社会､他の領域との関連を改めて議論しなければいけない

状況に来ているのではないかという気がします｡

数年前にフランスのミッシェル ･アルベールという人が 『資本主義対資本主義』と

いう著書を発表いたしました｡一昔前であれば､冷戦構造が支配していた時代であれ

ば､体制を比較するというときには､資本主義対社会主義という議論が中心でしたし､

あるいは社会主義圏の中でも､ソ連型の社会主義に対して､そうではないユーゴ型と

か､中国型とか､諸社会主義､比較社会主義論というテーマが経済学の1つの分野と

してあったわけです｡現在の時点になりまして､諸資本主義の比較､あるいは諸市場

経済の比較ということが重要なテーマとして登場してきたように思います｡そういう

時期に新しい経済学､あるいは市場経済のあるべき枠組みを考えるというときに､3

人の経済学者の主張を思い起こすわけです｡

1人はカール ･ボラソニーです｡彼の主張は､ご承知のように､市場経済というも

96



第 3セッション 経済システム

のを社会との関連の中で説明づけた｡そもそも経済という人間の活動は独立して存在

するのではなくて､政治的､宗教的､文化的な意味を込めた､さまざまな領域の中で､

社会の中に埋め込まれた形で経済活動が行われてきたのだと｡ところが19世紀になり

ましてから､そういう人間の活動の中で市場経済の領域が社会から突出するように

なった｡突出するようになっただけでなくて､社会を支配下に置 くようになった｡市

場経済が社会全体を支配するようになった｡そのために､社会の側が市場経済に対し

て自己防衛するような運動が展開されるようになった｡そういうものとして､経済の

19世紀､20世紀の動きを説明づけたわけです｡彼の考え方によりますと､突出した市

場経済をもう一度あるべき社会の中に埋め戻す｡市場経済を社会全体の中にもう一度､

適切な位置に位置づけることが課題であるというメッセージに我々に残したように思

います｡

同じような問題意識がフランスのアナール派の歴史学者のブローデルの主張の中に

も見られます｡ブローデルは､ご承知のように､人間の経済活動というものを 3階建

ての建物に例えて議論したわけです｡

一番下の1階は社会の最も基本的な層､基層と呼んでおります｡基層といいますの

は､物質的､あるいはエコロジー的な基層であると同時に､人間の共同体的な基層を

も含む｡そういう広い意味での社会の基層が建物の1階にある｡その上に市場経済と

いうものが乗ってる｡ブローデルの言う市場経済というのは必ずしもはっきりした説

明がなされているわけではありませんけれども､言うなれば､新古典派流の非常にス

ムーズな需給の調整メカニズムが実現する領域として考えていたのではなかろうかと

私は考えております｡さらに､その2階の上にブローデルの言うところの資本主義と

いうものが存在する｡この資本主義は単なる市場経済ではなくて､絶えず自己増殖す

るダイナミズムに突き動かされたというところに特徴がある｡建物の2階の市場経済

にはとりわけて自己拡張､自己増殖といったダイナミズムは見られない｡スムーズな

需給の調整が行われて､効率的な資源配分がもたらされる状況として市場経済を描い

ていたのに対して､建物の3階の資本主義経済はもっとダイナミズムに満ちていて､

地域を超え､産業を超え､国境を超えて経済活動が展開する､技術革新が展開する｡

よきにつけ､悪しきにつけ､ダイナミズムに満ちた流域､これが建物の3階の資本主
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義と呼ばれるもの｡しかし､この資本主義というのは､2階の市場経済や 1階の社会

的基層と無関係ではなくて､むしろ1階や 2階を食いつぶすような形で自己展開を遂

げていくということをブローデルは強調したわけです.

さらに似たような問題意識として､とりわけ80年代末､90年代の日本のバブル経済

の経験を思い起こすときに､ヴェブレンの名前をどうしても指摘しておきたいと思い

ます｡

ヴェブレンは既に20世紀の初めに 『営利企業の理論』という著作の中で､人間の経

済活動を2種類に区別したわけです｡ 1つはインダス トリー｡インダストリーという

のは産業という意味と同時に勤勉という意味があることからわか りますように､日本

語流に言えば - これはどう翻訳されるかわか りませんが､かたぎの物づ くりとい

いますか､そういう経済活動｡このインダス トリーに対して､ヴェブレンがビジネス

の呼んだ経済活動があります｡言うなれば､これは金もうけの経済活動｡この金もう

け､ビジネスの活動がインダス トリーの活動を振 り回すような状況が20世紀になって

から見られるようになったということを､ヴェブレンは将来展望として語っているわ

けです｡つまり､経済活動､あるいは市場経済というものが機能するためには､その

メリットがどういう形で出てくるのか｡あるいはデメリットをどういう形で抑えてい

くのかという市場経済を取 り囲む制度､市場経済が機能する前提条件がどういう形で

設定されるかということが非常に重要になってくるような気がいたします｡

市場の調整メカニズムというのは､新古典派の経済学の中ではパレート最適の議論

として論 じられてきているわけです｡しかし､このパレート最適､最適という言葉が

入っておりますが､それはあくまでも出発点の条件に対しての最適｡つまり､絶対的

な意味での最適ではなくて､出発点の状況との関連での最適､つまり相対的最適とい

うことであります｡その出発点の条件として､例えば所有関係がどうであるかとか､

経済制度が具体的に展開するに当たっての独禁法の仕組みはどうなっているかとか､

環境問題に対するさまざまな規制がどうなっているかとか､そういうさまざまな出発

点における制度的な条件を前提にしての市場機能の調整だと｡したがって､その制度

的な条件が違えば､いくら途中の市場経済のメカニズムが機能したとしても､もたら

される結果はまるっきり違ってくるということになる｡そういう意味では､この市場
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経済というものを出発点の条件をも含めて､もう一度､他の諸領域との関連の中で議

論しなければいけないのではないか｡

ミッシェル ･アルベールが､資本主義対資本主義とヽ ､う形でさまざまな資本主義経

済がある､あるいは､さまざまな市場経済があるという問題提起をしたことの意味を､

市場経済が機能するための出発点の条件の違いがさまざまな形であり得ると翻訳し直

して考えることができる気がいたします｡

そういう観点から考えてみますと､これまで経済学の中で市場問題を説明づけるた

めのいろいろな議論､例えば､先ほども触れましたように､市場の失敗論というのが

1960年代に登場 してきました｡ しか し､市場の失敗論 とい うのは､その名前 とは

ちょっと違って､基本的には市場の調整メカニズムを肯定した上での議論です｡市場

の調整メカニズムがパレー ト最適を満たす､実現するということを大前提にした上で､

そういうパレート最適がもたらされない幾つかの例外がありますということで､例え

ば､公共財の問題とか､外部性の問題とか､不確実性の問題とか､市場の調整メカニ

ズムが及び得ない幾つかの例外条件を指摘することによって､市場の限界を指摘した｡

これがいわゆる市場の失敗論だったと思います｡そういう意味での市場の失敗論とい

うのは､市場の限界の説明としてほ必ずしも十分ではなかったのではなかろうか｡む

しろ､市場問題を論 じ､市場の限界を指摘するということであるならば､先ほど触れ

ましたように､市場経済を取 り囲む前提条件をどういうふうに設定していくかという

ことではなかろうかという気がいたします｡

その前提条件を設定するときの基準はさまざまなものがあり得るわけですが､限ら

れた時間の中で具体的なお話はちょっとできませんけれども､ 2つだけ触れておきた

いと思います｡市場経済が機能し､市場社会が機能するための前提条件として欠かす

ことのできない第 1の条件は物質的な条件｡言いかえれば､エコロジー的な条件 と

言ってもいいかもしれません｡日本の物理学者の言葉をか りて言いますと､物質循環

ということになります｡その物質循環の上に経済循環というものが存在するわけです｡

経済学の歴史を振 り返ってみましても､この物質循環と経済循環との相互関係に注

目した経済学者がいなかったわけではありません｡例えばフランスのケネーは､経済

表の中で農産物と工業生産物､社会を構成する3つの階級の相互関連の中で､社会の
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物質的な循環､具体的な､素材的な関連を踏まえた上で経済循環がどう行われるかと

いうことを問題にしました｡あるいはマルクスの場合には､再生産性表式において第

1部門 (生産財生産部門)と第2部門 (消費財生産部門)という形で､素材的な関連

を議論しつつ､価値的な関連を取 り上げました｡つまり､物質循環と経済循環の関連

に注目したわけです｡

しかし､その後の経済学の歴史を今振 り返ってみますと､新古典派の経済学に象徴

されるような一般均衡論はどうであるかといいますと､一般均衡ということですから､

社会のさまざまな産業部門の間の相互関係を議論する｡そういう意味では確かに一般

という形容詞がついているわけです｡当初､ケネーやマルクスの問題意識にあったよ

うな社会の物質循環がスムーズにいくような物質的な相互関連-の問題意識が後退し

て､社会には複数の､さまざまなN部門の産業部門があります｡そのN部門の産業部

門の経済の相互関係が一般均衡という形で達成されるという説明をしたわけです｡そ

こには確かに経済均衡の説明はありますけれども､物質循環の関連は後退 してしまっ

た｡

そして､19世紀､20世紀の経済活動､あるいは市場経済を考えるときには､物質循

環という非常に大きな流れの中で､人間の市場活動､経済活動というのは部分にすぎ

なかったわけです｡物質循環に与える反作用というものを無視することができた時代

だった｡しかし､現在はもはや経済循環が物質循環に与える影響を無視することはで

きない｡そのことが端的に公害の問題とか､環境破壊の問題として提示されているの

ではないかという気がします｡その意味で､市場経済と物質循環との関連をもう一度

問い直してみる｡市場経済が機能する出発点の段階で､物質循環をスムーズに行い得

ないような経済活動を禁止する､いわば禁止則､禁止のルールというものを設定する

必要があるかもしれない｡その禁止のルールというのは､例えば法律的な禁止という

こともあるでしょうし､税金のシステムを通じた誘導的な調整というものもあるかも

しれない｡そういう意味で､禁止則を出発点において設定する｡どのような禁止則を

設定するかによって､市場経済のもたらす結果が違ってくるという気がいたします｡

これがまず第 1です｡

第 2番目の出発点における条件の設定として､特に日本の場合を考えときに､基本
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的人権の問題を挙げておかなければいけないと思います｡

日本は､日本国憲法が施行されるようになってから､ばは半世紀近 くになるわけで

す｡基本的人権の考え方というのはそれなりに普及し､定着してきたような気がいた

します｡しかし､ 1歩､企業内部あるいは会社の内部に入ってみますと､基本的人権

の問題というのは果たしてどうであろうか｡｢民主主義､基本的人権は工場の前で立

ちどまってしまう｣という表現を使った人がおりますけれども､その基本的人権の問

題が企業システム､あるいは経済システムの中には浸透していないということが､厳

然たる事実としてあるような気がいたします｡

たまたまた今年になってから､私は新聞の論壇時評を担当して､いろいろな雑誌の

論文を読む機会ができたのですが､ついせんだって､『世界』という雑誌の6月号に弁

護士が､憲法問題を企業社会転換のために見直すべきではないかと｡これまでの日本

の基本的人権というのは､国家権力対個人との間で論 じられてきたけれども､現在､

国家権力にも匹敵するほどの権力の存在になっているのが企業だと｡その企業と基本

的人権の問題をもう一度見直すべきではなかろうかという問題提起をしております｡

憲法の具体的な例を一､二挙げますと､憲法第14条には､法のもとの平等というこ

とがうたわれております｡しかし､現実には男女間の差別とか､特にここ数年間は女

子学生の就職差別が非常に顕著な問題として新聞をにぎわせているという問題があり

ます｡憲法第18条には､奴隷的拘束､苦役からの自由という条文があります｡しかし､

過労死の問題､長時間労働の問題一つとってみても､憲法第18条の基本的人権がどう

いう形で実現されていないのかということを問い直さなければいけない｡そういう現

実が出てきております｡あるいは単身赴任の問題も挙げてもいいかもしれません｡憲

法第22条には､居住､移転の自由というのが保障されております｡しかし､単身赴任

の問題はこういう憲法の条文に対してどういう意味を持つのかということです｡そう

いう基本的な人権にかかわる問題を､市場経済が機能する出発点の段階でさまざまな

制度､法律､条例等を含めて組み込んでいく必要がある｡そうすることによって初め

て､そういう条件のもとで市場が自由な競争のプロセスを経て､創造力を発揮してい

くということになる気がします｡

日本のこれまでの政策の介入というのは､独禁法という一般的な経済ルールにのっ
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とって介入するというのではなくて､個々の経済活動に個別に介入するということが

非常に多かったような気がします｡個々の経済活動に個別に政策介入するということ

にな りますと､さまざまな癒着とか､談合とか､いろいろな難しい問題が出てくる｡

そ うではなくて､政府が介入するということであれば､一般的なルールを出発点に置

いて､どういう形で具体的に設定していくかということこそがむしろ最も重要ではな

かろうかという気がいたします｡つまり､出発点において､これだけは満たさなけれ

ばいけないということを具体的な禁止則として設定するということ｡そういうルール

のもとで､市場経済がそのメリットであるところの自動的な調整機能を存分に発揮す

るという組み合わせが必要ではないかと思います｡

あと1つだけ簡単につけ加えておきたいと思います｡

政府というパブリックなセクターの問題｡それから市場というプライベートなセク

ターの問題｡先はどパブリックなセクターが禁止則という市場経済が機能する前提条

件を設定するということをお話ししました｡そういうパブリックなセクターとプライ

ベー トなセクターのほかに､これはどういう名前をつけたらいいかわかりませんけれ

ども､仮にコモンズとでも名前をつけておいたらいいかもしれませんが､共同的な領

域を市場経済の中にどう位置づけていくべきかという問題が残されているような気が

します｡

パブリックなセクターというのは､市場経済が機能するときに外側から禁止則なり､

さまざまな条件を設定する｡これに対してコモンズの領域というのは､市場経済が機

能していく中で､外からの制度設定ではなくて､内側からさまざまな制度設定なり､

禁止則をみずからつ くり出していく､形成していくという意味を担っている部分では

なかろうかと思います｡少なくとも､そういう要素が含まれているという気がいたし

ます｡このコモンズの領域については､経済学はこれまでほとんど真正面から議論す

るということがなかったように思います｡

ボランニーは市場に対して社会という表現をしました.しかし､ボランニーが言う

ところの社会というのはあまりに漠然として､具体的な議論をするときにはもっとさ

まざまな紬かな詰めをしていかなければいけないものとして残っていたような気がし

ます｡それから､ブローデルが3階建ての建物の例えを引いて､建物の1階目には共
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同的な領域があるという主張をいたしました｡しかし､そのときに言われているとこ

ろの共同的な領域というのも非常にあいまいで､具体性を欠いておりました｡この共

同的な領域､あるいはコモンズの問題をどう新しい形で形成 していくかということが

問われているような気がいたします｡

確かにコモンズというのは､かつての歴史を振 り返ってみますと､存在したわけで

す｡しかし､そういうかつてのコモンズを打ち破るような形で市場経済が発展してき

た｡あるいは資本主義経済が発展してきた｡そういう破壊され､消滅していったコモ

ンズの中に含まれていた継承すべき要素は一体何であるのか｡そして新しい時点にお

いて､そういう共同的な関係をどうやってつくっていくのかということが問われてい

るような気がいたします｡･その共同的な領域の中には､地域の共同体というものもあ

るでしょうし､生活協同組合というのもあるでしょうし､さまざまなタイプのものが

あるような気がします｡

そういう共同的な領域の中での経済活動が､逆に市場経済に反作用を及ぼす｡例え

ば､産直活動の中で､消費者が望む､安全で､質のよい生産物が提供されるという関

係が生まれたとします｡そうしますと､そのことが逆に市場経済に対して影響を及ぼ

す｡市場経済の中での生産者が､消費者がそういう産直という一種のバイパスを通 じ

て消費している生産物に対抗できるような生産物を生産するというような､産直と市

場経済のシステムとの間の競争､システム間競争といったものが生まれてくるかもし

れない｡そういうことも含めて､市場経済が孤立して存在するのではなくて､市場経

済を支える制度､パブリックなもの､あるいはコモンズ的なもの､あるいは文化､政

治､さまざまな領域と相互依存関係の中で初めて存在しているのだと｡市場経済の成

果を判定することは､その意味では市場経済を支えるさまざまな領域の質を問う問題

でもあるということをつけ加えて終わ りにしたいと思います｡
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労働市場の流動性対産業民主主義

･ドイツ労使関係の将来

ヴォルフガング ･レッヒャ-

(-ンス ･ペックラー財団､経済 ･社会学研究所)

･日本的長期慣行のゆくえ

中 馬 宏 之 (一橋大学)
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ドイツの労使関係の将来

Dr.WoHgangLecher (ヴォルフガング ･レッヒャー)

(-ンス ･ペックラー財団､経済 ･社会学研究所研究員)

1945年生まれ､チュ-ビンゲソ､フランクフル トにて経済学､

哲学専攻｡経済 ･社会情勢調査会労働観合代表グループ書記｡

ドイツ労働組合総同盟 (DGB)経済 ･社会学研究所 (WSI)

労働組合 ･社会政策国際関係担当､同研究所が-ンス ･ペ ック

ラー財団に移ってからは ｢社会国家と労使関係｣問題担当｡

労働観合組織､賃金政策､労使関係､共同決定に関する著書

多数｡

これからお話しする講演は､次のような問題

意識から出発しています｡共同決定機関と共同

決定の実践を中核とするドイツの労使関係のシ

ステムは､現在三つの課題を抱えています｡即

ち､第-に経済的 ･社会的な枠組みの変化､第

二に国際的な適応能力｣第三に吸収合併した東

ドイツの国内統合､この三つです｡こうした状

況の中で､今後の労使関係を､意識的で将来に

向けた形で形成してゆくための政策を支える基

本理念は､どのようにすれば展開できるのか､

この問題意識から､以下の講演を行いたいと思います｡

広い意味での共同決定とは､一方で労働者の権利を拡大すると同時に､他方 ドイツ

という産業立地における生産性の重要な要素を確保する､その意味で昧社会的市場経

済の中心要素である､という二重の使命を担っています｡そう考えると､共同決定は

もはや､それが歴史的にも戦後永らく担ってきた役割､すなわち､労使関係の調整機

関や､またその地方地方の政治状況次第では労使関係の統合のために必要な機関であ
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るとは､見なすことは出来ません｡労使関係の当事者たち (国家､経営者や経営側団

体､■労働組合､事業所協議会*)は一昔前よりずっと現実的になっており､労働者側は

次のような課題を解決することを迫られているのです｡

(1) 各事業所毎の (代表者方式の)事業所協議会の交渉と直接経営参加とを結合する

(2) 労使関係をヨーロッパ共通化する

(3) 旧東 ドイツ地域の労使関係を西側の労使関係システムに統合 ･適応させる

Ⅰ.代表者方式の経営参加と直接経営参加 (Partizipation)の統合

つい最近 (80年代)まで､経済学の議論においては､生産性の向上は資本金の額と

技術進歩に依存するとの見解が支配的でした｡それに対し､今日では特にスカンジナ

ビア諸国での研究､日本の経営現実､そしてアメリカの経営実践に基づいて､いわゆ

る ｢生産性の社会的モデル｣が議論されるようになってきました｡このモデルは､こ

れまでの古典的モデルに対し､労働力や生産組織､また社会的な危機管理といった要

素をより重視する考え方です｡それによると､或る国の生産性向上にとって決定的な

のは､労働者の肉体的 ･心理的状態や社会的労働能力といった観点､また経営側の客

観的必然性と労働側の主観的な満足度が交わる点に位置する労働観織の問題､あるい

は労使関係が対立しているか良好であるかといった状況などであって､これまで言わ

れてきた古典的なファクターよりもこの方がずっと重要であるということです｡

経済的 ･社会的な全体の条件が変化したことが､そうした新たな労働組織上の可能

性や､労働者個人個人の新たな労働関心や労働タイプを生み出してきました｡その結

果ようやく､先進工業国 (ヨーロッパで言えばとりわけ中欧 ･北欧諸国)の経営側も､

また労働組合も､｢職場での共同決定｣ないし直接経営参加というものが生産性向上

のために持っている極めて重大な意味に気づくようになってきました｡むろん､その

ためには事業所協議会と労働組合には大きな変化が求められるでしょう｡しかし､こ

の問題の解決ができて初めて､将来の労使関係システムの意義も､またその枠内で行

われている共同決定の実践の意義も､認められてゆくことができるでしょう｡

特に労働組合は､新たな ｢ソフトな｣経営方法と積極的に取 り組み､それを判断す
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るための視点というものを､事業所協議会､労働組合のブレーン､また労働組合の賃

金政策といった､内部でもしばしば食い違っている様々な利害関心を調節しながら作

り上げる必要があるでしょう｡また､人間と機械の共同作業の新 しいあ り方が季む

チャンスと危険について議論すべきでしょう｡最近では､労働者の一部が同時に高度

の資格を有 (して固定従業員を形成)する一方で､同時に労働の現場でこれまで集積

されてきた専門知識やノウ-ウがデータ ･プログラムに収められていく (それによっ

て一部の労働者たちは周辺に､また失業に追いやられる)といった問題があり､こう

した問題とも労働組合は取 り組んでいかなくてはなりません｡

従って､｢一丸となったチームの形を取った労働｣というタイプを､合理化の過程に

阻み入れられる人と､合理化によって職を失う人の双方を取 り込む形で押し進めてい

くことは､今後労働組合側が優先してゆくべき戦術となるでしょう｡それによって､

技術革新や姐織改革に伴って従業員がバラバラになって連帯を失っていくような事態

を避け､労働組合の集団としての当事者能力を保つべく努めるべきでしょう｡この関

連では､事業所で事業所協議会も参画した形で実施される継続教育のコンセプ トがよ

り大きな意味を持っていくことになります｡この点に関し､今後労働組合と事業所協

議会が影響力を行使できるなら､冒頭に述べた最近の傾向､すなわち規制緩和から事

業所中心主義 (Verbetrieblichung)､さらには社会構造や価値の変化が労働者に与え

る影響などを､定義することもできるでしょう｡この視点から見るとき､職場に根ざ

した共同決定というものこそが､労使関係や共同決定の実践にとって最も重要な柱と

なることでしょう｡

‡.国際的な環境は共同決定に有利か

さて､そのように変化した､また職場環境に関して一層充実した共同決定モデルは､

国際的に見て､とりわけヨーロッパにおいて､推進のチャンスはどの位あるのでしょ

うか ? この問題は､とりわけ既に今日､そして将来はなおさらのこと､ ドイツ国内

の共同決定モデルが定着するには国際的な環境に適応していることが絶対に必要にな

ると思われるだけに､極めて重要な問題です.ヨーロッパの統一的な取 り決めとして
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のEC条約が1985年に改正されたとき､各国の労働組合にとってショッキングな事実

が明らかとなりました｡即ちそれは､単に社会政策や政治的な次元においてヨーロッ

パ域内市場統合が多くの欠陥を抱えているのみならず､各国労組の最も基本的な活動

手段 - それは伝統的に各国毎の伝統的な労使関係の制度の中に根ざしている.ので

すが - がヨーロッパ ･●レベルでは認められていないという事実でした｡今日に至

るまで､労働組合は国毎の枠を超えた機能しうる国際組織を形成するに至っておりま

せんし､またそれに対応する雇用者側の､権限を備え､また雇用者団体の中で実行力

を備えた組織も存在しません｡さらに政治面ではEU委員会､EU理事会､EU議会

の間で権限や責任の明確な肺分けが未だなされていませんし､また特に問題なのは､

共同決定の可能性を模索するための情報やコンサルタントを､少なくともその見通し

だけでも示唆し与えてくれるような､実践的かつ経験的な機関が何一つ始まってもい

ないということです｡

このように不安定で混乱した組織状況の中では､労使間の直接の団体交渉を補い､

またはその代わりになる形で､労働組合がEUレベルでの社会ダイアローグの内容と

取 り組むということが極めて困難であることは､火を見るより明らかです｡とはいえ､

ヨーロッパの労働組合がこの点でとっている立場 (一方では､ヨーロッパ労働観合連

盟に賃金政策を含めてより大きな権限を与えて社会ディアローダを充実 し､他方で

ヨーロッパ業種別委員会 (Branchenausschuesse)により大きな権限を与えて自律的

な賃金政策を充実する)は､次の点で一致しています｡即ち､ヨーロッパの集団交渉

というものは今日でもまだ､労働観合のヨーロッパ政策にとっては長期目標に過ぎな

いということです｡しかし現に多くの変化は既に始まっています｡たとえば､国家の

枠を超えた企業の協力関係や集中 ･合併､あるいは各業界のヨーロッパを目指した構

造改革､また1993年以来金や物の自由な行き来が可能となって企業の立地条件や労働

条件､雇用に大きな影響を与えたこと､さらにとりわけ通貨統合が目指されることで

財政 ･金融 ･雇用政策に規制を加える影響が出ていることなどから､ヨーロッパを交

渉の単位とする制度の確立は今や欠かすことは出来ません｡

将来経済 ･通貨統合を果たしたヨーロッパにおいては､賃金､雇用環境､労働条件

は､雇用者側にとって決定的なコスト･ファクター､競争力ファクターとなることで
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しょう｡例えば､相応の制度化された共同決定方式を備えたヨーロッパ株式会社を設

立しようとしてきた労働観合の何十年にもわたる努力は､未だに暗礁に乗 り上げたま

まで､70年代以来一向に進展していません｡

それに対し､新たな別の可能性が開けようとしています｡ヨーロッパ事業所協議会

に関するEU指令が可決され､それが ドイツ国内で対応する法制定に基づいて設立さ

れたことで､中期的に見て､各コシッェルソや企業 レベルでそれぞれの中に存在して

いる労働組合の間の国際的な協力活動に至るための貴重な出発点が確保されたと言え

るのです｡･前の段落で私は､現代の生産論理が､より脱中央集権的方向 (たとえば事

業所中心主義､直接参加､参加型経営)-と向かうと述べました｡またこの段落では､

私は最近の顕著な国際化傾向 (国際化またはヨーロッパ化､巨大多国籍企業における

国際文化､ヨーロッパ ･アイデンティティーの形成)について述べてきました.これ

らの傾向､そしてまた日米欧の間でとみに激しさを増しつつある競争から､今や将来

のヨーロッパ事業所協議会のモデルのはっきりした基準が生まれようとしているので

す｡

このモデルの､将来のEU指針による統一的な枠阻みに基づ く､コンツェルンに関

連した構成に関して､以上述べてきた論理に基づいて､これまで挙げた様々な矛盾を

少しでも解決すべく考えてみることが必要でしょう｡この試みはとりわけ､｢今後作

るべき制度の構造｣｢代表の選挙規定｣､事業所 ･企業 ･下部コンツェルン､そして国

際コンツェルンの間で様々なレベル行われる望ましい ｢情報の流れ｣といった基準に

基づいて行われるべきでしょう｡そのためには､これまでの経験に基づいて､次のよ

うな提案が可能か､検証してみる必要があります｡即ち､各事業所のヨーロッパ代理

人､選出された名誉職的な利害代表者 (事業所協議会)､そして当該の多国籍マンツェ

ルソにおける最重要労姐の労働組合幹部､の以上三者による混合代表を作 り､それが

将来のヨーロッパ事業所協議会においていわば三分の一ずつの対等権をもって労働者

の利害代表を行 うことは出来ないか､と言う提案です｡そうなれば重要な要素､すな

わち労働者の直接代表､伝統的に代表的な事業所代表である事業所協議会や各国のそ

れに対応する諸機関､そして不可欠な労働観合の存在を集団的な統合､といった重要

な要素を一つに結びあわせることが出来ます.それによって､大量の情報､ますます
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重要度を増す事業所内民主主義における直接参加､労働者の資格能力の向上､そして

実際に末端の労働者一人一人の中で確実に根付いているヨーロッパ思考 といった､

様々な現在の状況に対応することとなるでしょう｡

ヨーロッパレベルで労働組合が資本側に比べて根本的な組織上 ･戦略上の-ンディ

キャップを背負わないようにするためには､将来確実にその重要度を増すに違いない

直接的な (職場における)共同決定というテーマを公式 ･非公式を問わず視野に入れ

ておくことは､絶対に忘れることは出来ません｡ちなみに､ヨーロッパの労使関係シ

ステムの今後の展開における法的 ･自律的､そして協力的な要素は､どの国内労使関

係の場合同様､ヨーロッパの交渉 レベルに見合った混合形態をとることでしょう｡こ

うした問題は､結局個別の試行錯誤的な試みで解決出来る性格のもので､決して細か

い理論的議論によって解決できるものではありません｡

Ⅲ.(東独崩壊後の) ドイツ国内における共同決定の定着へ向けての歩み

労使関係の西 ドイツ型システムは次の3つの柱に基づいています｡すなわち､第一

に事業所協議会と事業所組織法､第二に監査役会と場合によっては労働問題専門理事

権限を備えた企業共同決定､そして第三に事業所協議会の労働政策と労働組合の賃金

政策との結合､以上の三つの柱です｡さて､このシステムは､東 ドイツを吸収合併し

たこと､東独の崩壊というこのいわゆる ｢転換｣によって､東部 ドイツにおける労使

関係にも適用されることになりました｡しかし､その中の幾つかの構成要素､たとえ

ば企業共同決定や賃金政策といった点について､旧東独ではこれまで全 く､ないしほ

とんど存在しなかったものであっただけに､いきなり定着することが見込めないこと

は明らかでした｡

しかし旧東独ではこれまで一元的な､つまり民主的な事業所協議会を持たないまま

の労働組合による代表システムを経験してきただけに､そこから第三の､事業所 レベ

ルの新たな可能性が開けてくるようにも思われます｡労働組合を代表する信任代表者

を強化するというのは､旧東独のシステムから刺激を受けて新たにできあがってきた

モデルであり､ ドイツ以外の西欧諸国でも最近似たような動きが見られます｡(たと
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えばイタリアでの事業所の代表姐織など｡) 先に触れた事業所中心主義の傾向や､

職場での共同決定の機会を奪おうとする傾向がある中で､組織の上からも労働観合の

観点からも､事業所労働組合を強化することは､緊急に必要な課題です｡しかし､そ

こでは､事業所協議会に対応する労働組合の並行組織を作ることはあまり重要な問題

ではありません｡ちなみにこれは､戦後ずっと ｢事業所に密着した賃金政策｣という

スローガンのもとで押し進められてきた議論です｡むしろ大切なのは､職場での共同

決定に際して労働組合が発言権を確保することなのです｡この問題は､平均より小規

模な事業所協議会において､生産や管理を新しい技術や新たな労働組織に移行しよう

とするとき､ますます重要になってきているものです｡

労働組合の信任代表者を姐織の面で安定 ･強化することによって､かつてのグルー

プ的 ･サークル的なあり方に労働者側の問題意識を持ち込み､中心を欠いた統一 ドイ

ツの共同決定システムの欠陥を是正する助けとすることができるでしょう｡とりわけ､

西 ドイツに比べて伝統的にずっと集団意識を強 く育んできた東 ドイツの労働者たち

(彼らは､東独崩壊後､民営化や失業という厳しい現実を前に､過去のこうした労働

風土をますますポジティヴに思い出していることでしょう)は､いわばチームやグ

ループ形成をごく自然のことと受けとめる傾向があるのでなおさらです｡旧東独で

(強制的に)統合されたシステムをうまく機能させるためにも､こうした傾向を上辛

に利用することができるでしょう｡

Ⅳ.労使関係の今後の展望

以上の3つの分析､即ち現状分析､国際環境､そして東独の統合の三つの分析から､

共同決定を中核に据えた ドイツの労使関係の今後の位置づげを次のように結論づける

ことが出来るでしょう｡即ち､一方では､歴史的大事件に伴って共同決定を全体とし

て大きく修正することが必要であるが､他方､とりわけ職場での共同決定や労働者の

直接参加の可能性という点に関して､積極的に評価すべき新たな傾向が既に見られる

という結論です｡その際むろん､もしかすると私たちほ ｢運命共同体的な人事政策｣

のような方向に手を染めるという危険を犯していないだろうかと疑ってかかることも
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必要でしょう｡というのも､職場での共同決定を拡大することにはつながらないで､

むしろ事業所内部での (男性主体の)固定した労働者だけの統合と団結だけが目指さ

れてしまう危険があるからです｡

今後も共同決定に際して､単なる-事業所の枠を超えた､事業所以外の様々な問題

が重要な役割を演じ続けることは疑いの余地もありません｡従って､旧東独から移行

した新しい連邦州において､たとえばより広い共同決定の概念の枠内で､事業所､企

業､地方自治体､州などが､産業政策の枠内 (資格付与権を持つ就職会社､事業所協

議会と労働者を巻き込んでの商品開発の例､生産機械や労働組織の近代化)で､経済

再建のためのパートナー関係を打ち立ててきました｡こうして､例えば新しい柔軟な

労働時間規則において､事業所 (協議会)の決定と賃金政策とがより緊密に連携する

ことがますます重要になっていくのです｡

しかし以上述べてきた傾向にも関わらず､ますます各事業所に重点が移 り､労使関

係において企業に比重が増し (必ずしも企業団体の重みが増すわけではないものの)､

テクノロジーや労働観織の発展はますます促進され､また労働者民主主義政策的な動

機から労働者の直接参加が促されている現状の基本的な流れの中で､労働観合の将来

への関心が追求されねばなりません｡こうした視点から見るとき､労働観合をめぐる

諸問題は､ ドイツ国内の､また国際的な労働経済的 ･労働社会的現実のまっただなか

に位置していると私は考えます｡そのような共同決定-の見通しを持った労働組合は､

かつての東 ドイツから今や統一的に通用する全 ドイツ的労使関係システムへと向けら

れた､単に押しつけられただけでない､有機的な橋頭壁のような形での､将来-向け

ての見通しを持っていると言えるのです｡

(汰)

訳註* :Betriebsratは従来 ｢経営協議会｣と訳されてきたが､誤解を招きやすい用語であるとの最近の議

論に従い､｢事業所協議会｣と訳すこととする｡

114



第4セッション 雇用システム ･労使関係

日本的長期雇用慣行のゆくえ

中 馬 宏 之 (ちゅうま ･ひろゆき)

(一橋大学経済学部教授)

1951年生まれ､1975年一橋大学経済学部卒､1975-78年大成

建設㈱勤務｡南イリノイ大学ガ-ボンデール校経済学部助教授､

1985年東京都立大学助教授を経て一橋大学助教授､同教授｡専

攻は､理論経済学､労働経済学｡

著書に 『検証 日本型 ｢雇用調整｣』､『労働経済学』(共著)

1.はじめに

ドイツの話というのは労働組合のかなり専門

家のお話で､私はどちらかといえば労働経済学

とか理論経済学を専攻している立場ですが､か

なり共通点もあると思う｡

長かった不況､弱含みの景気回復過程､巨額

の不良債権､急激な円高による国際競争力の低

下などといったマイナス要因がかさなっている

ためであろうか､『日本型』と形容される雇用

慣行､特に長期雇用慣行のゆくえに不安を抱いている方々も数多い｡そのことは､｢労

働者にとっては､転職しても不利にならないような雇用制度が望ましい｡また､労働

者は､企業による雇用保証などあてにせず､自ら市場性の高い技能 ･技術を身につけ

ておくべきである｣､丁従来の勤続を重視した年功賃金制度は､右肩上がりの成長経済

においてのみ妥当する制度である｡これからの低成長時代には､勤続よりも､むしろ

各人の能力や実績を重視した能力主義塑賃金体系を導入すべきである｣などといった

主張が､十分な根拠が示されないままにはぼ通念化してきていることによ-っても窺い

知ることができる｡
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私は､このような慣行や制度のゆくえを占うためには､的確な現状把握とともに､

それらが我々の社会の中に発生し長期間存続していることの理由を歴史的なパースペ

クティブを保ちつつ理論的に考察してみることが不可欠であると考えている｡つまり､

諸制度や慣行が発生し定着化していくプロセスの原理原則を探る作業の必要性である｡

もちろん､複雑な現実を説明するわけであるから､唯一無二の原理原則が存在するわ

けではない｡社会科学の限界でもあろうが､どのような理論が説得的であるかは､受

け手の主観的な判断に依存するところが大きい｡この種の限界は認識しつつも､以下

では､そのような作業の一端を紹介してみたい｡

2.日本型長期雇用慣行の歴史的なオリジンをどこに求めるか?

もう日本のこれまでの､特に雇用制度みたいなものはだめだ｡もちろん､金融とか

その他のシステムに関してもそういう意見がありますけれども､特に日本の長期雇用

といいますか､あえて終身雇用という言葉を使いたくないんですが､長期雇用という

システム自体がもうだめなのではないかというお話がかなりあると思います｡特に私

たちのアカデミックの分野ではあまりそういうことは言われないのですが､日常的な

新聞とか雑誌とかでは､かなりそういう不安感をかき立てるような状況にあると思う｡

私としては､きょうのお話の中では､そんなふうに急にだめになったと言う必要は

ないのではないかというお話を主にしたいと思っている｡もうだめだというように言

われている幾つかのお話の中で､最近歴史的な説明というところが非常に気になると

ころがありますので､その点について触れてみたいと思う｡

最近の非常に影響力のある何人かのエコノミストたちは､現在の日本の雇用システ

ムは1930年代や40年代の戦時体制のもとでできたものだ｡それが-たんできてしまう

と､なかなか捨てられないということがあるのだけれども､ある程度の合理性があれ

ば､しばらくは続 くだろうけれども､それはもはや現在のような状況においてはほと

んど取 り去るべきだ､あるいはなくしてしまうべきだと､そういう意見があります｡

もう一回繰 り返しますと､現在のような日本の雇用システムは､30年代とか40年代の

戦時体制のもとでできたシステムであるから､現在のようなシステムにはもはやそぐ
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わないという論理が主張されるわけです｡

私としては､この手のお話は非常に危険ではないかと考えています｡特に20年代あ

たりの､あるいは30年代の初めあたりのいろんな資料を見てみたりしますと､先ほど

共同決定というお話が ドイツ側のほうから出てきましたけれども､労使､あるいは官

を含めた協調的な雰囲気というのは既に20年代にできておりまして､30年代､40年代

の戦時下体制のもとでできたというときに主張される方々は､大政翼賛会みたいなこ

とをおっしゃるわけです｡そして､その大もとになっている協調会のようなものとい

うのが引き合いに出されることが多いんですけれども､それは既に1920年代の初めに

設立されていまして､これは階級闘争的なものではなくて､もっと労使官一体となっ

た形のシステムをつくっていかなければいけないんだという､そういう中から生まれ

たものでありますから､歴史的な戦時下の､あるいは戦時体制下の遺物として考える

という､そういうとらえ方は非常に危ないのではないかと思います｡

3.日本型長期雇用慣行の動向を見極める上での重要な視点

(1) 『見えざる手』対 『見えざる撞手』 :価格調整メカニズムと企業組織メカニズム

との相互補完性

経済学による説明というと､｢右下がりの需要曲線と右上が りの供給曲線でモノ

やサービスの値段が決まる｣､｢(均衡)価格メカニズムが円滑に機能する社会では､

『見えざる手』の働きによって､たとえ利己的な経済主体を想定しようとも､世の

中のモノやサービスの配分が効率的に達成される｣といった常套な説明を連想され

るかもしれない.しかしながら､ご承知のように､労働市場では､労働サービスの

売 り手と買い手とは､例外的な場合をのぞいて､互いの顔や経歴､特性をよく知っ

ている｡したがって､労働者は賃金が高いからといって職に飛びつくわけでもない

し､企業とて､安い賃金で働いてくれるからといって直ちに彼 (女)らを採用する

わけではない｡言い換えれば､労働市場では､｢互いに顔の見える｣取引が一般的で

ある｡

アメリカの (マク'ロ)･経済学者の大家 (故人)であるアーサー ･オークソは､こ
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のような取引メカニズムを巧妙にも 『見えざる握手 (lnvisibleHandshake)』と呼ん

だ｡また､オークンは､『見えざる提手』が一般的な市場を 『顧客市場 (Customer

Markets)』と呼び､経済システムの中で極めて重要な役割を果たしていると強調し

ている｡労使間の長期雇用慣行､企業間や資金の借 り手と貸し手､あるいは消費者

と小売店との長期的な取引関係などがオークソの意味するものである0｢アメリカ

経済は､労働市場が流動的であり価格メカニズムが発達していて--｣といった紋

切 り型の理解をしている方々にとっては､驚きではなかろうか｡

(2)長期的雇用関係を必然化させる諸要因 :エージェンシー理論-)の立場から

(情報の不完全性と長期雇用)

いくら ｢安い賃金でよい｣といわれても､企業にとって不適当な人材であれば､

採用後のコス トがかえって高くつく｡また､いくら ｢高賃金で雇う｣といわれても､

仕事の内容によっては誰も寄 りつこうとしない｡このような状況を打開するため､

求人側の企業は､職務経験や学歴､資格の有無を調べ､面接､筆記試験などをおこ

なって求職者の適性や能力に関する情報をつかもうとする｡一方､求職者も､企業

の評判を調べ､担当することになるはずの仕事の内容ややりがいなどに関してでき

るかぎり知ろうとする｡つまり､｢互いに顔の見える｣取引が実行される｡

求職者の場合､｢こんなはずではなかった｣ ということはありえるが､彼 (女)ら

には転職の自由が保障されている｡さらに､ヒトの寿命に比べ企業はかなり永続的

なものであるから､巷でえられる ｢評判｣の信想性も高い｡ところが､採用側が獲

得できる情報は､労働者を社内の重要な仕事に配属するに十分ではないことが普通

である｡このような不十分さは､企業内の大部分の仕事に企業特殊的な要素が含ま

れているケースでは一層増幅される｡また､求職者は､自分に都合の悪い情報まで

敢えて伝えようとはしない｡そのため､労使の間には､雇用契約開始時点で､｢求職

者本人は知っているが企業は知らない｣という問題 (-アドバース ･セレクション

問題)が常に発生する｡

｢適切な人事｣が企業業績を決定的に左右することを疑う人はいない｡しかし､

そのためには､各々の社員の特性に関する詳細な情報を必要とする｡とすると､企
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業には､労働者を継続的に雇い続け､人事考課の形で彼 (女)らの適性や能力に関

する情報を蓄積する以外に方法はない｡このことは､雇用関係を必然的に長期化さ

せる｡もちろん､人事考課を実施するには労働者の承諾が必要となる｡この点に関

しては､労働者は､適材適所配分により大きなパイが生み出され､それが自分たち

にもフェアな形で配分されると確信できれば人事考課を積極的に受け入れる｡たし

かに､各々の労働者について蓄積された人事情報か第三者に無料で正確に伝わると

すると､企業にとって長期的な雇用関係の中で人事情報投資を行 うメリットがなく

なる｡その場合は､むしろ他社で ｢優秀｣ と評価された人材を引き抜くほうが安上

がりである｡しかし､すべての企業が ｢引き抜き｣戦略に走ると､社会全体には何

の有用な人事情報も生み出されなくなる｡このディレンマは､企業内で必要とされ

るノウ-ウや技能 ･技術にある程度の企業特殊性が存在すると解消される｡

(労使の信頼関係と長期雇用)

上記の情報の不完全性は､雇用契約の開始時点の話であった｡しかし､労働者の

潜在能力情報は10年もあればほぼ明らかになるはずである｡そして､10年目以降に

能力や業績が丸見えになるのであれば､雇用契約を年俸制のような形で毎期毎期更

新していけばよいはずである｡しかしながら､たとえ能力は明々白々となるにして

も､労働者の業績 (-生産性)を測定し確定することの難しさはなかなか解消され

ない｡この傾向は､特に管理職や研究 ･開発職等の非定型かつチームワークが不可

欠の上級業務にたずさわる労働者にとって著しい｡このような場合､労働者は､自

らの努力度や ｢仕事への気のほいり具合｣に関しては承知しているが､企業にはそ

れを事後的にさえ十分に確かめることができない｡そのため､労働者は､どのよう

な形で処遇されるかによって､企業に (あまり)感づかれることなく仕事に打ち込

む意欲を加減することができる｡つまり､モラル ･-ザード問題が発生する｡

このようなモラル ･-ザード問題は､労働意欲に関してだけ発生するのではない｡

企業の側も､労働者が事後的にさえ十分に確かめることのできない情報をもってい

ることが多い｡例えば､企業は､今期の利益や売上高などについては労働者より正

確に知っている｡そうすると､企業には､情報操作によって労働者の生産性を過小

評価してより多くの収益を確保することが可能である｡このような過小評価の可能
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性は､労働者に体化している技能 ･技術が他社では十分には役立たないときには裁

判所等の第三者による ｢事実認定｣が難しくなるので､さらに増大する｡また､同

じ理由から､不況期に必要以上の人員整理が実行される可能性もある0

ところが､このように労使が自己中心的な行動をとってしまうと､労使全体が享

受できるパイの大きさが縮小してしまい､結果として双方に不利益が発生する｡こ

のような不利益は､労使が互いに信頼しあって真撃に行動すれば解消されるし､そ

のことを労使ともに知っている｡しかしながら､双方が疑心暗鬼に陥っているかぎ

り､この種のディレンマを解消することがなかなかできない｡

しかし､労使間の良好な長期的信頼関係は､企業が労働者を裏切る余地のないよ

うにしておけばを構築可能である｡具体的には､企業が､社員に対して労働組合な

どを通した形で将来長期に渡って支払うことになる標準的な賃金原資とキャリアパ

スとを明示しておけばよい｡つまり､第三者にも明瞭な形で賃金表やモデル賃金 ･

退職金などを提示しておくのである｡敢えて第三者 (労働組合など)を介在させる

必要があるのは､企業が各々の労働者と事前に結んだ約束事を反故にしたときに損

害賠償請求が可能であることを明示するためである｡ただし､社員全体に対する賃

金原資は一定であっても､個々の労働者の賃金には､能力や生産性に関する人事査

定が反映される｡そうすると､人事査定の評価点が高い労働者ほど総額からの取 り

分が多 くなるので､労働者間の昇進競争は激しいものとなる｡

4.最近の日本型長期雇用慣行に関する類型化された諸事実 (Sty一izedFacts)

･第一次石油危機後の大幅な人員削減を-た後の常用雇用指数の動きは､平成好景気

がはじまる直前の1987年頃までそれほど景気に感応的ではない｡つまり､わが国企業

は､第一次石油危機後から平成好景気が始まる時期まで ｢常用労働者比率押さえ気味

の採用戦略｣を実施していた｡(図 1)
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図 1 製造業の労働力過不足感と常用雇用指数
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資料 :日本銀行 ｢全国企業短期経済観測調査｣､労働省 ｢毎月勤労統計調査｣
注 1.雇用人員判断DI- ｢過剰｣とする企業の割合- ｢不足｣とする企業の割合｡

2.過不足感の平成 7年 (95年)の値は､ 7年 (95年) 2月調査時における7年 6月の予測値｡

3.常用雇用指数ほ規模30人以上の季節調盤値｡

･ところが､平成好景気のもとで､わが国の多くの企業は､その先に深刻な不況が待

ち受けていたことを知らずに､ 4- 5年にわたって強気の採用策を実行 し続けた｡

(図 1､図2-1､図2-2)

･多くのわが国企業には､現在40歳後半層 (図2の1992年時点では40歳前半層)を中

心とした大きな年齢構成上のコブが存在している｡そして､深刻な平成不況の到来と

ともに､この世代が固定的な人件費の急増という形でより大きな驚異をもたらしはじ

めた｡(図2)

･ただし､平成好景気下に強気の採用戦略が実行されたにもかかわらず､男性の場合

には20年以上の期間にわたって常用比率がほとんど変わっていない｡ところが､女性

の場合には､特に､最近の10年ほどの間に常用比率がかなり低下してきている｡言い

かえれば､パートタイマー志向のより強い女性労働力に頼る形で雇用の柔軟性を維持

する採用策が実行されてきている｡(図3)

121



図2-1 男子労働者の年齢別構成

(単位 :千人)
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55- 60- 65歳
59歳 64歳 以上

資料 ｢賃金構造基本統計調査｣(労働省､1992年)

図2-2 女子労働者の年齢別構成

(単位 :千人)
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図3 常用労働者比率の推移

56 59 62 66 68 71 74 77 79 82 87 92

資料 ｢就業構造基本調査｣(総務庁)

･過去10年以上にわたって中高年層ほより長勤続化してきてお り､｢生え抜き｣(-学

卒後同一企業にとどまっている労働者)の比率も (特に大企業で)顕著に上昇 してい

る｡

･このような中高年層の長勤続化にもかかわらず､1000人以上の規模の大企業でも

50歳を越えてまで同一企業にとどまっている人々の割合はそれほど高 くない｡そして､

生産労働者の場合､この比率はさらに低い｡(表 1-1､表 1-2)つまり､日本型長

期雇用慣行によってカバーされている労働者数は､過去にもそ うであったように､現

在でも雇用者全体からするとそれほど多 くはない｡

-ちなみに､わが国の従業員数1000人以上の (民間)大企業で働いている雇用者数

(常用+非常用)は約1000万人 (男性約680万人､女性320万人)であり､全雇用

者数の約20%である｡常用に限ると､この比率はさらに低下する｡

→ただし､流動化指標として男性 30-45歳層の勤続期間の短LJ人々(例えば､

4年未満)の構成比を米国やヨーロッパの国々と比較 してみると､製造業にかぎ

られるが､生産労働者､事務 ･管理 ･技術労働者ともにわが国の比率がかな り低

い (半分以下の数値)0
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表 1-1 労働者の割合 (製造業事務 ･販売 ･技術労働者)
(単位 :10人)

1,000人以上規模 100-999人以上規模

旧中 .高卒 標準労働者 労働者数 割合 旧中 .高卒 標準労働者 労働者数 割合

18-19歳 1,059 1,230 0.86 18-19歳 947 1,101 0.86

25-29歳 2,488 4,180 0.60 25-29歳 1,395 .3,827 0.38

30-34歳 -1,672 3,422 0.49 30-34歳 - 1-,068 3,739 0.29

35-39歳 3,681 5,883 0.63 35-39歳 1,426 4,266 0.33.

40-44歳 4,967 9,540 0.52 40-44歳 I,988 6,933 0.29
p45-49# 4,231 8,442 0.50 45-49歳 ･1,517 5,478 0.28

50-54歳 2,134 6,758 0.32 50-54歳 929 5,068 0.18

55-59歳 558 2,394 0.23 55-59歳 307 3,101 0.10
旧.新大卒 標準労働者 労働者数 割合 旧.新大卒 標準労働者 労働者数 割合

18-19歳 - - - 18-19歳

20-24歳 5,203 5,797 0.90 20-24歳 2,076 2,345 0.89

25-29歳 8,140 14,072 0.58 25-29歳 3,883 6,348 0.61

30-34歳 -5,p980 ll,024 0.54 30-34歳 3,440 6,822 0.50

35-39歳 2,964 7,048 0.42 35-39歳 2,552. 8,363 0.40

40-44歳 4,799 8,131 0.59 40--44歳 2,661 5,902_0.45

45-49歳 3,373 6,512 0.52 45-49歳 1,795 4,261 0.42

55-59歳 671 1,835 0.37 55-59歳 369 1,595 0.23

10-99人以上規模 鋭模計 (旧中 .高卒)

旧中 .高卒 標準労働者 労働者数 割合 .旧中 .高卒 標準労働者 労働者数 割合

18-19歳 221 338 0.65 18-19歳~ 2,228 2,669 0.83

3p-34歳 269 2,866 0.09 30-34歳 3,010 10,026 0.30
35-39歳 206 2,919 0.07 35-39歳 5,314 13,069 0.41

45-49歳 318 3,965-0.08 45-49歳 6,065 17,885 0.34

50-54歳 276 3,809 0.07 50-54歳 3,339 15,633 0.21

55㍗59歳 108 2,784 0.04 55-59歳 973 8,279 0.12

旧.新木卒 標準労働者 ･労働者数 割合 旧.新大卒 標準労働者 労働者数 割合

20-24歳 308 397 0.78 20-24歳- 7_,587 8,539 0.89

25-29歳 656 1,522 0.43 25.-29歳 12,679 21,94_1 .0.58
30-.34歳 703 2,314 0.30 30-34歳 10,123 20,160 0.50

35-39歳 611 2,474 0.25 35-39歳 6,127 15,8~85 0.39

40-44歳 378 2,241 0.17 40-44歳 7,838 16,273-0.48
45-49歳 290 1,584 0.18 45-49歳 5,479 12,357 0.44

50-54歳 125 1,093 0.ll 50-54歳 4,117 8,899 0.46

資料 :『賃金構造基本統計調査』(労働省､1992年)
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表 1-2 標準労働者の割合 (製造業生産労働者)
(単位 :10人)

1,000人以上規模 100-999人規模

旧中 -高卒 標準労働者 労働者数 割合 旧中 .高卒.･標準労働者 労働者数 割合

18-19歳.. 4,800~ 5,512 0.9 18-19歳 3,946 4,880 0.81
20-24歳 7,090 13,208 0.5 20-24歳 7,268 16,499 0-.44

25-29歳 6,206 ll,866 0.5 25-29歳 4,174 13,173 0.32
30-34歳 3,746 8,679 0.4. 30⊥-34歳 . 2,320 10,326 0.22
35-39歳 5,438 -10,114 0.5 35--39歳 1,987 9,lil･0.22

ー40-44歳 4.,299 ll,494- 0.4 40-44歳 1,614 9,538 0..17

45-49歳 1,751 6,596 _0.3 45-49歳 879 6,287 0..14

50-54歳 629 _5,726 ■0.1 50-54歳 354 5,437 0.P7
55-59歳 142 2,642 0.1 55-59歳 115 3,756 0.03

10-99人以上規模 . 鋭模計 (旧中 .高卒)

18-19歳 . 1,377 1,924 0.7 ･18-19歳 . 10,1,23 12,315 0■.82

25-29歳 .1,280 9,614 0.■1 25-29歳 11~,660 34,.673 0.34

30-34歳 667 8,773 0.1 _30-34歳 6,732 27,778 0.24
35-39歳 380 8,106 0 35↑-39歳 7,805 p27,331 0~.29

45-49歳 200 7,092 045-49歳 2,829 19,976 0.14

50-54歳 156. 6,911 050-54歳 1,138. 18,074 0.06

資料 :『賃金構造基本統計調査』(労働省､1992年)

5.日本型長期雇用慣行のゆくえ

わが国の多 くの企業には､現在､平成好景気のもとで積極的な採用戦略を採ってき

たことのツケが残ってしまっている｡また､構造的な側面から見た場合にも､雇用療

境にはマイナス要因が多い｡それらの中で最も深刻な要因は､先にふれた40歳前半層

(1992年時点での団塊の世代)を中心とした大きな年齢構成上のコブである｡好景気

のときにはこのコブの存在はそれほど驚異を与えないが､一端不況になると固定的な

人件費という形で企業経営に重 くのしかかってくる｡企業は､彼 (女)らを正社員と

して採用する時点で長期にわたる安定的な雇用と賃金 (プロファイル)とを保障する

との ｢約束手形｣を振 り出している｡しかし､刻々と変化するビジネス環境のもとで

は､彼 (女)らに将来支払 うはずの賃金原資を別途積み立てておくという方法よりも､

各期各期の収益の中から必要な人件費を支払 う方法の方が企業経営上 (一見)なにか
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と都合がよい｡つまり､同一企業の従業員間で世代間分配しながら賃金を支払 う方法

である｡ところが､この方法は､企業にとって､不況期に負担感が急増してしまうと

いうデメリットをもつ｡2) まっとうな企業であれば､このようなデメリットを承知し

ているのであるが､企業によっては､存亡の危機にあるという理由で ｢不渡 り手形｣

にしてしまうところもでてくる｡そして､｢団塊の世代の中高年化｣の時期が深刻な不

況の時期､長期にわたってビジネス環境が悪化する時期などと重なってしまうと､後

者のタイプの企業が増加してくる｡｢年功型賃金支払方式は､高度成長期にのみ妥当

する賃金支払方式である｣という主張の根拠も､大体このようなところにある｡3)

繰 り返しになるが､｢団塊の世代の中高年化｣のイソバク吊ま､実に強烈なものであ

る｡厚生省の将来人口推計によると､筆者を含めた団塊の世代が労働市場から引退し

てしまうのに20年かかる｡また､引退後も ｢団塊の高齢層｣として社会に大きな驚異

を与え続けることが予想される｡さらに､このような驚異は､中 ･長期的には ｢若年

労働力不足の深刻化｣､｢成長率鈍化や国際競争力激化に伴う自社生産物需要-の不透

明度増大｣､｢マイクロ･エレクトロニクス革命に伴 う人的資本の陳腐化速度上昇｣､

｢膨大な額の不良債権の存在｣などといった企業経営-のマイナス要因も多いだけに､

企業経営上のみならず国策上もなかなか適切に対応することが難しい0

もちろん､中高年労働者層の流動化は､これらの不安を解消する方向に作用するは

ずである｡実際､各国との単純比較からすると､わが国には彼 (女)らの流動化する

余地がまだ残されているかもしれない｡しかしながら､先の中高年層の長勤続化傾向

に示されているように､彼らの流動化が一気に進むとは考えられない.また､｢中高年

の流動化-固定労働費用の削減｣といった企業側の要因が支配的な状況では､流動化

傾向に対して労働者の側から積極的な支持が得られるとは到底考えられない｡労働者

にとって､｢過去に交わした約束を反古にされる｣のではたまらないからである0

以上の点から判断すると､中高年層に対する雇用調整圧力は､これまでの長期的な

雇用慣行が (まっとうな)企業によって基本的には維持されていくといった状況の中

では､これからもかなり長い期間 (少なくとも20年間程度)にわたって持続すると考

えられる｡また､現行の60歳という定年年齢が､厚生年金の支給開始年齢の延長など

を契機に延長される事態になってくると､｢定年年齢に達した労働者が第 2､第 3の
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職業人生をおくる｣といった従来のパターンから ｢定年即労働市場からの引退｣ と

いったパターン-の移行をもたらすだろう｡このことは､熟練の確保 といったベネ

フィットをもたらす一方で､わが国労働市場の柔軟な調整機能を一部弱めてしまうか

もしれない｡そして､先に述べた中高年層-の強い雇用調整圧力と定年年齢延長傾向

は､これまで以上に､希望退職者募集の制度化 (すなわち､早期退職制度甲導入)を

進展させるのではないだろうか｡

(注)

1)エージェンシー理論 :労使 (取引相手)間の思惑の違い､保有する情報の違いなどを現実的な状況と

して認めながらも､双方にとって最も望ましい関係をもたらしてくれる制度や慣行とは何かを考察す

る理論のこと｡ ヽ

2)将来の企業の収益状況というのはなかなか労使にとって予測できないことであるから､賃金を企業

内における世代間分配方式で支払う方法は､将来の不確実性により柔軟に対処できるというメリット

も持っている｡つまり､将来の状況によって､従業員が期待していた額より低めの賃金に譲歩したり､

高めの額を要求できたりする余地を残すことができる｡もちろん､このことは､採用時点で企業が振 り

出している従業員-の ｢約束手形｣を反故にして良いことを意味しない｡

3)このような通説に乗 じて ｢約束を反故にする｣後者のタイプの企業は､もちろん ｢信頼できない企

業｣としてのレッテルを背負うとともに､相応のコストを支払 うことになるのであるが･･-･｡

727



第 5セッション 社会保障

第 5セッション 社会保障

人口構造の変化と社会保障の将来

･ドイツ社会保障 :システムの破綻 ?

アルフレッド･プファラー (ェ-ベル ト財団 ･ボン)

･社会保障システムと人口構造の変化

城 戸 喜 子 (慶応大学)



第 5セッション 社会保障

ドイツの社会保障 :システムの破綻?

Dr.AHredPfaller【(アルフレッド･プファラー)

(｢国際政治 ･社会｣誌編集部､フ1)- ド1)ッヒ･エーベル ト

財団ボン本部経営管理部所属)

1942年生まれ､社会学専攻｡ ミュン-ン､マン-イム､ピッ

ツバーグ､サンチアゴ (チリ)にて社会学専攻｡マン-イム､

ピッツバーグ､ペンシルベニア､サンチアゴの各大学で教鞭を

執る｡ヨーロッパ研究協会 (ブ1)ユツセル)加入､71)- ド1)

ッヒ･エーベル ト財団 ｢国際経済 ･途上国政策｣プロジェクト

主幹｡

途上国対策､外交､社会政策に関する著書多数｡

Ⅰ.ドイツの社会保障についての概要

ドイツの社会保障システムとは､狭義には､

3大保障複合体を指す｡

すなわち､老後の生活保障､健康保険と失業

保険､さらに､社会と社会保障の狭間に位置す

るすべての人々を､救い上げるという生活保障

である｡広義には､社会的国家システムが､給

付とサービスの提供という意味も含んでいる｡

これにより､国家は根本的な要求の一部を満た

しており､購買力によって規定されている市場から多少なりとも救い出している｡継

続教育を含む子供の教育という複合体全部が､この社会国家の付加的援助の対象とし

て､特に挙げられる｡
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1.老後の収入確保

国家公務員を除いて､ ドイツの被雇用者は誰もが､法に定められた保険料を支払 う

義務がある｡それぞれの雇用形態によって､従業員はさまざまな保険に加入すること

になる｡しかも､いくつかの職業には個々の年金基金がある｡保険料は､その半分が

従業員の名目賃金から､残 りを雇用者が支払う｡連邦 レベル及び､州レベルの国家公

務員の年金基金の場合は､もっぱら公的雇用者からの支払いのみである｡

継続的に入って来る保険料から､年金保険団体は､法的に定められた年齢に達した

人 (男性65歳､女性60歳)あるいは､早期に退聯した人に対して､月々の年金を支払

う｡この額は､最終的に払い込んだ強制保険料､ならびに､その払い込み期間により

決まる｡特に女性に該当するが､何年間もの間仕事を中断すると､年金が減少してし

まう結果となる｡平均的な給料で40年間勤務した従業員の場合､最終実質給与の約 3

分の2が受け取 り額となる｡被保険者の死亡に対しては､未亡人とその子供たちが遺

族年金の権利をもっている｡又､同様に年金保険は､健康上の制限による就業不適格

に対しても収入の代償になる｡この金額も払い込料によって決まる｡法によって定め

られた年金保険団体は､自分たちで管理している｡監査姐織は従業員と雇用者の代表

者がそれぞれ50%を占めている｡

雇用者の多くは従業員に民間の生命保険という形で､さらなる年金を支払っている｡

自営業者には､その職種別にそれぞれの年金制度が設けられている0(一回きりの

全額受け取 りであれ､月々の年金という形式であれ)大抵の場合､老齢年金は､その

払い込み期間中に積み立ててきた基金の中から支払われる｡

2.健康保険と医療保険

ドイツの国民の約90%は､いわゆる公的医療保険の組合員である｡そのため､この

制度は ドイツの健康保険予備金システムの中で､あきらかに､最も重要な指標となっ

ている｡一定以下の収入しかない従業員には､この加入が義務づけられている｡高所

得者と自営業者の加入は自由だが､特定の長所が魅力で加入することが多い｡根本的

に､公的医療保険は､組合員の集団的な相互扶助組織となっている｡これは､利益を

追及するのではなく､保険料をもって､医療サービスを買うということである｡剰余

132



第 5セッション 社会保障

金がある場合は短期的に､準備金として扱われる｡剰余金が長期にわたるはっきりし

た場合医療保険は､組合員の保険料を引き下げるか､大規模な健康保険金給付を行 う｡

医療保険は医師や薬局等に対し (いわゆるサービス提供者に対し)組合員を代表する｡

そして､医療サービスを､なるべく有利な条件で､受けられるように交渉することに

なる｡組合員はこのサービスに対し､比較的少額の決まった負担を払 う｡医師や病院

等の清算は医療保険が行う｡

保険は実際､サービス提供者との交渉で､なんとか解決する｡給付金範囲での患者

の費用の引き受けを､一括して行う｡一般的に治療や予防が､主目的とは見なされな

い給付金や薬剤は､給付金目録から除外されている｡その一方で公的医療保険は､入

れ歯､眼鏡､身体障害のための補正器具には費用をもっこ

非常に重要なことは､公的医療保険は､従業員が病気になったりして収入がス トッ

プした場合､19カ月にもわたり､80%保障することだ｡給付金の付加として､長期に

わたる強度の身体および精神障害には1994年以来､看護が法的に定められている｡こ

れは､もちろん通常の医療保険に属するものではなく､保険料も通常のものから切 り

離されているし (別途保険料支払い)｡別途保険ではあるが､同様の原則から勤務中の

事故による治療費の免除と収入保証がある｡

ほかの保険と同様に､公的医療保険にもリスクにたいして2通 りの対応をする｡

第 1に､個人の保険料の払い込み期間は､健康な時に病気になったときのための積

立をする｡

第 2に､個々の組合員間において､比較的医療を受けることの少ない者は､医療を

多く受ける者に対して補助を支払 う｡

さらに､この公的医療保険は､消費者団体と同じように､だれもが共同の保障のた

めにそれぞれの力を貸し合うということだ｡すなわち､収入の少ない者は､保険料が

少なくまた収入のない家族はそのまま保険の恩恵をこうむれるが､保険料の増額はな

い｡給付は需要に応 じて完全になされており､保険料の額によるものではない｡

この種の公的医療保険はたくさんある｡そのうちのいくつかほ､特定の職業を営む

老専用である｡しかし大抵のものは､誰でも加入できるようになっている｡個人は､

そのうちのどれかを選択すればよい｡個々の医療保険は､それぞれ自分達で管理して
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いる｡運営は､組合員の中から選出された代表者によって監査される0

公的被保険者の多数が､さらに民間の保険にも加入している｡民間保険では､公的

医療保険で給付されないもの､特に海外旅行や入院に関連する費用が支払われる｡強

制保険料制限を上回る収入がある従業員にとっては､民間医療保険は2つの理由によ

り有利である｡①給付金目録に制限がない｡医者は医療費を自主的に設定でき､保険

側と交渉しなくて済むため､患者を､優先的に､治療することがしばしばある｡②民

間の医療保険には経済的に苦しい被保険者や､家族のための補助金がない｡保険料は､

厳密に約定された給付金範囲によって決まる｡

雇用者の何人かは､従業員にかわって､健康保険料の一部を支払っている｡

保険市場における提供者側としては､地方自治体が病院の重要な担い手として存在

している｡公立病院のために､地方自治体は私立病院と同様､仕事に対する報酬 (い

わゆる ｢治療費｣)を公的医療保険と取 り決め､このようにして､経営をすすめてい

る｡

3.失業の際の生活保障

解雇のあり得ない国家公務員を除き､すべての従業員は､保険料を連邦雇用庁に払

うことになっている.従業員の保険料は､公的年金保険と､分割ローンと向様､総給

与額から直接､賃金税として天引きれる｡これといっしょに､雇用者は､従業員の分

と同額の保険料を支払う｡このような収入から連邦雇用庁は､失業者に対して､差し

当た りまず失業手当として､それまでの実質給与の3分の2を払 う｡さらに､年金､

医療保険の保険料を肩代わ りする｡もし､失業が 1年を越えると､･今度は失業手当で

はなく､失業扶助金というものが与えられるが､これは､賃金の56%にしかすぎない｡

一時期の失業状態､例えば､販売困難により､勤務時間が一時的に短縮された場合も､

収入補助金が､雇用庁よりでる｡

また雇用庁は､いわゆる雇用促進をやっており､この中には､職の斡旋だけではな

く､職業再訓練､あるいは､短期失業対策事業､またその資金工面も含まれている｡

今､挙げた課琴分野は､(まとめて ｢雇用対策｣)東西 ドイツ統一の結果であり､そこ

から生じた旧東 ドイツの大量な失業者たちに､大きな意味をもたらした｡
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4.収入が不十分な場合の､国家の援助

個人 (あるいは家族)で､｢人間としてふさわしい生活｣をするだけの十分な収入が

得られない場合､国家から､生活保護補助金が支払われる｡この額は､それぞれの生

活状況ごとに､さまざまな決められ方がされている｡一般的な収入補助金という形を

とり､例えば､家賃や医療保険の肩代わ りといった､はっきりした援助目的がある｡

収入のない4人家族の場合､現在のところ､約2,000マルクを､生活保護という形で得

られ､これにさらに､700マルク近 くの住居補助金がもらえる｡ここでいう金額は､ご

く標準的な等級の場合である｡

十年前までは､身体的理由で (障害や要介護)十分な収入が得られず､そこから同

時に生じる経済的な大きな負担に対して､生活補助金の大部分が使われてきた｡今日

では､このような生活補助金の占める割合は､かなり減少した｡現在の主な受け取 り

グループは失業者と､養育者のいない未成年者である｡

低所得層に対する国家援助の中で､さらに重要なものの1つとして､住居補助金と

いうものがある｡1992年では､11%の家計に､この補助金が支払われた｡その額は平

均して130マルクであった.これにより家賃負担は- これもまた平均 して-収入の

34%から25%に軽減した｡国家は､｢住居｣という､大半の ドイツ人にとって､極めて

重要な生活レベルにおける費用項目を､住居補助金という形で援助したのである｡も

ちろん､これは､低所得層の一部にしか適用されていないが､他方で､中､高所得層

の住居取得に対して広範囲に及ぶ補助金を設けている｡

5.子供の教育補助金

ドイツの社会福祉では､さまざまな方法で､親が子供を養育していく上での特殊な

負担を軽 くしている｡この負担の軽減は､低所得層に限ったものではない｡

重要なものの1つとして､13年間にわたる､無料の公立学校教育がある｡他の多 く

の先進国と異なり､この公立学校教育は､私立のそれと､質的に同等である｡良い教

育を施せば (ちょうど､健康に留意した結果と同様に)不十分な収入しか得られない

という状況が､回避できる｡大学-の進学には､教育費のほかに､最低限の生活費を

カバーする収入にとってかわる国の融資が､受けられる｡しかし､例外として､親と
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同居できない場合や､補助金で運営されている学生寮に入らない場合は､住居補助金

が出ない｡最後に挙げた要因はともかくとして､親の貧困が､子供の大学教育を妨げ

ているという理由は成 り立たない｡

子供と､まだ親から経済的に独立していない若者の健康保険は-もし親が､民間の

ものに加入していない場合一やはり完全に公的に面倒が見てもらえる｡この場合 (経

済的な意味で)子供のいない被保険者が､公的医療保険に支払 う保険料により､充当

されることになる｡

子供の養育費は､さらに､税の優遇措置があり､すべての親には児童手当が支給さ

れる｡また､低所得層の家族に対する国家補助金としては､その子供の数によって､

支給額が増す｡

6.社会保障メカニズムの機能原理

ドイツの社会福祉における､さまざまな保障メカニズムの機能原理では､国民ない

し､この国に住む者の連帯が､いろいろな形で促進されるようになっている｡

公的年金保険は､保険金の給付額を保険料に連動されている｡ここでは､富める者

から貧しい老-の再分配というものはほとんどない｡古典的な保険の原則によると､

このシステムは長 く生きる者と､短命な者との間の年金の差額というバランスをとる｡

また今の年金受給者の分は､現に働いて､保険料を支払っている者によって負担され

ている｡これは､世代間の連帯と言える｡ ドイツで実践されている､この年金支払い

システムは､継続する保険料支払い (｢割 り当て方式｣)によって､連帯の必要性を､

はっきり目に見えるものにしている｡

失業保険の場合も､通常､リスク回避の保険という原理が適用される｡保証額は､

払い込み保険料によって決まる｡保険料払い込み老全員には､一律の失業率があると

されている｡しかし当然ながら､ ドイツ統一によってもたらされた､膨大な失業保険

の ｢損害額｣ までには､備えていなかった｡失業保険の収入源にとってかわるものと

して､又 ｢雇用促進｣のため､国家予算である､一般 ｢連帯基金｣が充当されなけれ

ばならなかった｡その点では (重課税により)富める者から､貧しい者への､ある程

度の再分配が行われたと言える｡

136



第 5セッション 社会保障

保険の原理は､公的医療保険の再分配ともリンクするようになっている｡つまり､

保険料は収入によって決まり､給付金は需要に応 じて行われる｡収入のない家族は､

保険料を払わなくても完全に保障されている｡医療保険では､給付金の4分の 1を､

このような被扶養家族に充てている｡公的医療保険の最高保険料は､平均の保険料の

45%を上回っており､これで､再分配が行われるわけである｡

同様の理屈で､無料の公立学校教育費の再分配が考えられる｡納税者は､それぞれ

の収入に応 じて教育費を納めることで､それぞれの要求 (つまり､子供の数にかかわ

らず､無料の教育が受けられることや､子供の勉強目的)が､受け入れられる｡同様

の無償給付としては､例えば､ほかに､一般的に安全保障と､公的基本施設 (子供の

遊び場や公園)がある｡

全 く純粋な再分配が行われるのは､生活保護やその他の経済的援助による､機能原

理においてである｡

Ⅰ.ドイツの社会的国家における､給付金支給範囲

社会的国家保障の直接的な目的とは､以下のようである｡

① それぞれの個人､または家族の生活水準を､老後の生活､医療､教育期間から退

職までのライフプランの中で起こりうる､一時的な失業状態という点で保護するこ

と｡

② すべての者に対する基本的扶助に沿った､適切な経済的援助を保障すること｡

このような､基本的扶助に不可欠な要素としてほ､とりわけ､｢医学的｣なレベルの

医療サービス､教育機会均等､｢適切な｣住居の確保が挙げられる｡

これらの目的からみて､ ドイツの社会保障システムは､成功を納めていると言えよ

う｡

-ただし､すべての者が､住居に関して十分な権利を､まだ持ち合わせていない点が､

例外として残っている｡

ドイツの社会的国家が成功している分野は､大きぐ3つある｡

･かつては広 く見受けられていた老後生活の､.貧困化の克服
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･国民一般に広く見られる比較的高水準の医療および､歯科医療サービスの提供

･経済的理由から (下位文化による心理的なものに限らず)､高等教育が受けられな

いという高等教育の機会不均等の調整｡これにより､職業選択の機会が､以前には

考えられなかった程に実現している｡

医療サービスや教育は､事実上､所得水準とは切り離されている｡これらの ｢財｣

は今日でもやはり貴重なものではあるが､マージナルな分野でのみ､いわゆる ｢クラ

ウディングアウト原理｣により､購買力の高い層が､特別な利益を得ているにすぎな

い｡その中心的な部分に関して医療制度は､公平な分配システムをとっており､特に､

高等教育では､能力による選抜システムが機能するようになっている｡誰もが認める

権利である住居の権利については､購買力が不充分なため､まだ､その要求が十分に

はカバーされていない｡ ドイツ社会的国家としては､低所得層の住居獲得に､補助金

を出しているが､幅広 く､この援助がなされているわけではない｡社会国家的補助金

であってもーその規制により一民間の貸家に対しての投資には､使 うことが全 くでき

ない｡1993年では､ ドイツの150万世帯が自家を所有しておらず､浮浪者の数は､約

450,000人と推定された｡この住宅難という現象はJもちろん､ひどい状況ではあった

が､なにも旧東 ドイツ地域だけに限られたことではなく､旧西 ドイツでも､1987年以

来､劇的に広まっていった｡

｢社会国家｣という概念のもとでの社会保障メカニズムは､すべての国民に同水準

の購買力を与えるということではない｡また､個人の購買力を一つの基準として､物

質的な生活水準-の最も重要なかざと見ることもしない｡60年代から始まっている､

ドイツの大衆の豊かな生活は､社会国家システムの結果ではない｡むしろ､労働市場

から国内の勤労者に与えられたチャンスから生まれ七きたものだ.社会国家というも

のは､労働市場に発生する収入のチャンスを､個人のリスクから守ることである｡し

かしながら労働市場から直接､あるいは間接に､家族の杵を越えて適切な生活水準を

要求するというような､いわば ｢適切な｣生活水準をもらおうと思う者は､医療と教

育､それから一部住居を除くと､平均より､かなり下の生活水準で我慢しなければな

らない｡自活している工場労働者の平均収入は､1993年で､生活保護者の受給額より

倍であった｡子 1人親 1人で生活している女性の場合､生活保護給付金は､労働賃金
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の70%であるのに対し､既婚で子供が 2人いる男性の場合87%である｡

生活保護の水準を越えるか､ほとんど越えない程度の国民が､最近非常に増加して

いる｡旧西 ドイツ地域では､生活保護受給者の数が､1980年度末には､850,000人で

あったのに対し､1990年度末では､1,770,000人と2倍に増加している｡全 ドイツで見

ると､この数は1992年度末では､2,340,000人おり､これは全人口の3%に相当する｡

しかも､ 1年間の途中で生活保護を受けたことのある人を数にいれると､この数は倍

増する｡生活保護受給者のこのような増加は､社会的国家の社会保障システムのもつ､

負担限界を探るテス トになると思われる｡そして､このテス トに我々は今までのとこ

ろ合格してきた｡しかし､別の目標からは､この数字が､システムの限界を示すもの

と見ることもできる｡国民すべてに､国の豊かな生活の参与を可能にするためには､

社会的国家は､現在の形のままでは､十分ではない｡このため､ほぼ完全な雇用状態

が前提になり､まともな給料が払われているという状態が必要である｡しかも､労働

市場に適していない者､例えば､若い母親たちは､伝統的な家族連帯感も持ち合わせ

ていなければならない｡ ドイツ語の言葉遣いを､はっきりさせるためには､つまり､

今挙げてきた前提によってはじめて､社会的国家の国家保障システムは､広義での､

有益な福祉国家の 1要素になりえた､のである｡社会国家メカニズムが､ある一定の目

標において､かなり高い支給能力を示していたにもかかわらず､特に､労働市場サイ

ドによる､これらの前提のなし崩しが､ ドイツの福祉国家としての機能を､かなり低

下させた｡

Ⅲ.社会保障のコス ト

直裁に国家から､または､さまざまな社会保障システムを通 じて､ ドイツの家庭に

支払われる額の総額は､1993年には､9,900億マルクにのぼっている｡これは国内総需

要 (GDP)の31%になる｡さらに､700億マルクの税制上の優遇措置が､ここに加わ

り､結局､国内総需要の34%を占める｡この額を､個人当た りで見ると (1家計ごと

ではない !)､13,000マルクになり､これは､一ドイツ労働者の平均実質給与の約 3カ月

分にあたる｡そう考えると､純粋に計算上では､4人家族の場合､労働者 1人分の､
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ほぼ 1年間の平均給与と同じ結果となる｡

この数字には､1,000億マルクにのぼる教育のための出費は､含まれていない｡これ

も含めると､ドイツの社会的国家としての支出合計は､1兆1,600億マルク (国内総需

要の37%)になる｡

社会的国家の収入の中で､大きな割合を占めているのが､養老手当である｡1993年

では､約4,000億マルクという､狭義における直接社会給付金 (従って､ここには教育

費は含まれない)の､ほぼ40%が､分配されていた｡また､35%は病気の治療と､病

気に際しての収入補助金 (ここには､事故による健康上の害に対する給付金も含まれ

る)に使われていた｡失業者の収入援助と､いっそう高 くなる失業率を低下させる､

積極的な労働市場政策という2つの柱をもつ､いわゆる雇用促進には､直接的社会給

付金の13%､生活保護には5%が割 り当てられていた｡直接的社会給付金の､残 りの

7%と､税制上の優遇措置は､その大部分が､子供の教育の補助に使われていた｡

国内総需要 (教育費収出分は､含まない)における､社会福祉が占める割合の変化

を､時間を追って見ていくと､70年代の始め､社会民主党政権が登場した時､非常に､

急速な上昇が見られる｡その後は､一途下降の道をたどっていたが､ ドイツ統一によ

り､また再び､1975年の水準に戻ってきた｡

では､ ドイツ社会国家としての､このコス トは一体だれが払 うのだろうか｡すべて

の直接的､間接的給付金を総額と考えると､1993年では､その40%が国家 (連邦､州､

市町村)から､残 りの60%は､個人と企業で､半分ずつ支払われている｡ただし､こ

の計算では､まだ不十分で､国家は､雇用者としての性格も持ち合わせているため､

もっと相当な額を支払っているはずである｡ここでは､実際に､国家が公務員に対し

て支払 う総支出額を言っている｡つまり､国家として成立するだけの､国家機関のコ

ス トを指している｡同様に､企業による社会給付金も､従業員の給料天引からによる

ものであり､これは､売価として顧客に転嫁される｡また同時に､狭義での賃金交渉

の場において (｢名目賃金｣ということで)緩和に役立っている｡結局は､個々人が､

保険料､税金､最終消費者として支払っているわけである｡

社会的国家のコス トをめぐる政治的議論においては､少なからず特に､ 2つの､

はっきりした要素が､一連の財政の中で重要になってくる｡その1つは､従業員が､
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名目賃金の一部を強制的に社会保険として､取 り上げられている額であり､もう1つ

は､雇用者が払うものである｡これは雇用者にとって､いわゆる賃金外コス トであり､

賃金交渉において､名目賃金に付随するコス トであるというように､常に主張される｡

その際､社会負担の軽減が､最低でも賃金の一部にではなく､雇用者サイ ドの賃金設

定､つまり競争能力において有利になるように､話が進められる｡

では､どのようにして､この2つの要素は発展してきたのであろうか｡旧西 ドイツ

地域の平均的な名目賃金に対する､社会保険と税金の負担率は､1970年の22.6%から､

1995年の36.2%に上昇した｡

表 1 旧西 ドイツ地域における､平均名目
賃金に対する税金と､社会保険の割合

3大社会保険 (年金保険､公的医療保険､失業保険)の保険料は､現在､名目賃金

の20%にものぼっている｡1970年では13%ほどであった｡その内訳は､年金保険に名

目賃金の約10% (1970年 :8.5%)､医療保険に約7%(1970年 :4%)､そして､失業

保険には約4% (1970年 :0.7%)となっている｡

さらに､ここに､雇用者側の保険料も合算し､これを喪失した実質給与とみると､

今日では､平均実質給与が85%に上がり､社会保険と､税金がないことになってしま

う｡また､税引き前の給与は､1970年では､3分の1にしかすぎなかったのが､50%

も上昇することになる｡
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表 2 旧西 ドイツ地域における､名目賃金に対する社会保険の割合
(従業員と雇用者分を合算)

年金保険 医療保険 失業保険 合 計

1970 17 8.2 .1.~3 26.5

1975 18 10.5 '2 30.5

1980 18 _ll.4 3 32.4

1985 19.2 ll.8 4.1 35.1

1990 18.7 12..5 4.3 37.4.

雇用者側は､しかし､従業員側とは少し異なる算定の仕方をしている｡ここでは､

社会保険料が､賃金外コス トとしてとらえられてお り､従業員の保険料に比例して､

1994年では､名目賃金の約13%から20%に増加した｡ しかしながら､もちろん､社会

保険料だけが賃金外コス トのすべてではない｡ここには､労働協約で定められたもの､

つまり､法律の規定外の社会保険分の給付がある｡さらには､労働が､実際には､な

されなかったにもかかわらず支払われる賃金もある｡(極めて架空の議論だが､実際

に則 した労働日の平均値によってではなく､週休 2日制で労働 した場合の賃金)旧西

ドイツ地域におけるこのような賃金外コス トの総額は､名目賃金の80%にものぼる｡

(もちろん､おわか りのように､従業員が支払 う社会保険料も､この中にはすでに含

まれている｡)なお､1972年では､56%にしかすぎなかった｡社会的国家をめぐる政治

的議論では､このことが常に強調されてきた｡

Ⅳ.ドイツの社会保障システムの改革の必要性

今日の ドイツ社会保障システムは､一般討論において､さまざまな観点から､早急

な改革が必要だと考えられている｡いくつかの点は､互いに補足 し合っているが､他

のものは､むしろ相矛盾するものである｡批判の多 くは､以下のような､主な攻撃方

向に区分される｡
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(1)社会的国家の保険料は､高すぎるようになってしまった｡ ドイツに定住する雇用

者や ドイツの経営者団体にとって､この費用が国際競争に打ち勝つうえで､深刻な

影を落としている｡

(2) 社会的国家の保険料は､高すぎるようになってしまった｡オーバーフローしてい

ないにしても､国民の経済的負担は､もはや限界に達している｡その結果として､

個々人の給付が減少しており､脱税と社会保険料をごまかす傾向が､非常に強 く

なってきている｡

(3) 経済的出費が､どんどんかさんでいくにもかかわらず､社会保障システムは､社

会的窮地を救うことから､どんどん遠ざかってきている｡ますます多くのものが､

社会保障の基本的な請求水準に後退してきている｡しかも､年金保険の給付水準は､

今のままで維持できるのか､ますます疑問視される｡

一番大きなテーマは､経済的限界についてである｡このテーマについては､根底

にある原因とは何か､また､補正されるべき方向とは､どういったものかというこ

とを､さまざまな点から考えていかなければならない.以下の例は､社会通念であ

る :

① 社会的国家は､それぞれの重要な局面で､必要以上に寛容になりすぎてしまっ

た｡というのも､社会保険に沿わない給付金が､支給されすぎている｡給付金目

録と､給付金の額は､常識的な範囲に戻されなければならない｡そうすれば､保

険料支払い者が､最低必要額の負担で済むだけでなく､実際の社会保険の需要に､

なお､いっそう応えられる手段となりうるからだ｡

② 今のシステムは､効率よく機能していない｡自らの管理に費用をかけすぎてお

り､しかも､被保険者と契約組合からは､乱用されている｡■もし､阻織が効率よ

く働 くようになれば､システムは､本来の給付金額を制限せずに､負担を明らか

に軽減することができるだろう｡

③ 社会保障システムに対して､権利がますます強く主張されることは､まったく

正当なことである｡にもかからわず､保険料の給付可能な限界は､もはや到達､

いやむしろ超過してしまった｡そのため､社会が望んでいるような保険給付金に､

最低入札するといった方法は閉ざされてしまった｡この例の極論として､金融市
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場において国際競争が､徐々に弱まってくるという状況さえもが考えられる｡つ

まり､以前は､まだ可能だったことが､将来においては､もはや不可能であると

いう意味である｡

社会的国家保障の需要を強調する者は､付加的な経済援助､特に､雇用促進政策の

関連における経済援助を､暗に要求している｡しかし一般討論では､財政管理危機と

いうテーマのもとで､この要求が､はっきりと取 り上げられることはめったにない｡

はたして､ ドイツの社会福祉国家は､本当に､保険料給付の限界にきてしまったの

かどうかは､とりあえず当分の間､保留しておくことにする｡政治的な引き受け､及

び､社会的国家保障システムにおける給付といった､増加する一方の問題は､いずれ

にせよ無視することができない｡どのような発展が､その根底にあるのかを､次の章

で､まずこのシステムの要素を､それぞれ区分して､見ていくことにする｡

Ⅴ.社会保障システムの危機的傾向

1.老後のための生活準備 :険悪な社会統計

既に､述べたように､法的年金保険のために調達されるべき保険料の､総賃金に占

める割合は､1970年には､17%であったのに対し､1985年には､19%以上に達した｡

その後､短期的に下がりはしたものの､現在では､17.5%に達している｡この増加は､

特に驚 くべきことではない｡しかしながら､大方の予測によれば､今後10年間のうち

には､ ドイツのみならず､ほとんどのOECD諸国において､懸念すべき増加がみら

れるであろうという､傾向をしめすものではある｡1970年には､保険料を払い込んだ

人､100人に対して､年金受給者が37人であったのに対し､1993年には､すでに45人と

なった｡2000年には､52人になり､現在30歳の人が年金生活者となる2030年には､

96人と予測されている｡年金水準が他の収入の増加にひげをとり､年金年齢が引き上

げられるというのであれば､統計上のこのような増加に対し､保険料自体が大幅に引

き上げられることも､やむを得ない｡
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2.公的医療保険 :｢医療｣を合理化するのは困難

公的医療保険に対する､払い込まれた保険料の割合は､過去15年間､常に伸び続け､

少なくとも65%の増加となっている｡病気に対する措置にかかる支出は､社会生産よ

りもはるかに早いテンポで増加した (予防については､それほどでもないが)｡国民の

平均年齢が上がったせいで､病気にかかる頻度が高くなったことに､原因があると推

測される｡しかし､このような推測は､1980年から現在までのところ､経験的には確

定されてはいない｡曜病率は､はっきりとした傾向はもたないが､被保険者の (保険

料を支払 う者と､その家族)4.6%から5.7%の間を､行った り来た りしている｡将来

的には､国民の老齢化が利益をあげることになるかもしれない｡今のところ､増え続

ける財政負担の決定的な原因は､病気一つあたりにかかる､医療費の高騰にある｡そ

して､さらに､これには､互いを区別したり､また､別々の意味で評価した りという

ことが､簡単にできないような2つの理由があるのだ｡理由の一つは､病気と闘う際

の､医学上の可能性の進歩が挙げられる｡この可能性を効果的に使 うつめには､高度

な医療器械､熟練した人員､薬品および薬学的な生産技術の投入に対して､大きな出

費が何重にもかさむのである｡

もう一つの理由は､医学的に見て疑問の余地があるような､新しく､コス トのかか

る方法をとるということにある (虚偽の請求も､ある程度理由の一つに含まれる)｡医

学的に見て正当なコス トの増加､及び､乱用と見られるコス トの増加は､共通の背景

をもっている｡医療扶助の需要は､個人の購買力と､個人の市場特恵の限界から､ほ

とんど完全に遠ざかってしまった｡集団的に魁織され､価格的に極めて融通のきかな

い状態になってしまった｡｢医療｣は､なんとか合理化されなければならないような､

なけなしの財産ではない｡むしろ､医療に対する､いわば絶対的な要求は､すべての

人に等しく認められており､その要求を満たすために不可欠な､物質的出費が必要な

のである｡このような基準では､費用がどれだけかかるというような考えは､原則的

に生まれない｡このことは､医療市場の売 り手が､もし､彼らの物や､サービスを､

謝意的に根拠をもった基本権利という意味あいで ｢医療｣として売ることに成功する

ならば､もちろん彼らにも又､売上増の莫大なチャンスを与えることになる｡他方､

医学的に不可欠であるか､過剰であるかの決定を､信用して任せられている定評のあ
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る､医療のエキスパート自身が､医療商品の提供者であることによって､簡単に､こ

のチャンスに気付くことだって出来るのである｡彼らは､制度として定着したエキス

パートの特権を自己の物質的利益のために､利用できるのである｡別の言葉で言えば､

医療保険の制度はその構造上､医者､薬品産業､研究事業にとって､セルフサービス

の道具となる危険をはらんでいる｡

他方､一時的な原動力によって起こったコス トの圧迫が､財政上の限界をテス トし

ているので､コス トの抑制をめぐる戦いは､首尾一貫して､｢医学上の必要性｣という

限界に集中している｡その際､健康保険によって代表される需要者側は､薬や､医学

上の救助策の提供者と対立することになる｡両者が､医者を､自分達の同盟者として､

勝ちとろうとすることになる｡

しかし､乱用防止､すなわち､医学上の必要なものと､過剰なものとを､区別する

ということの裏側には､｢医療｣に対する要求それ自体を､相対化させようとする企て

すなわち､経済的に可能であるとみなされる限度に対する要求に､答えようとする企

てもかくされている｡｢もっと医療を｣と､望む人は､それに伴い､無論､民間市場を

指示されるであろうし､個人の購買力の限界次第ということになる｡

3.失業の際の収入確保 :雇用危機による過大な請求

最も増加したのは､失業保険である｡1970年から1994年にかけて､4倍になってい

る｡理由は明らかで､他の多くのOECD諸国と同じように､ ドイツでも失業率が上

がったからである｡70年代初めの､西 ドイツにおける失業者数は､200,000人から

300,000人であった｡当時は､失業者一人あたり､70人から90人が保険料を出してい

た｡1994年には西 ドイツだけでも､260万人の失業者がでた｡失業者一人あたり､わず

か10人の保険料しかないことになる｡

70年代以降､景気循環ごとに明らかになってきた､西 ドイツ労働市場の弱体化に加

え､1990年の ドイツ統一による､さらなる負担がのしかかった｡東 ドイツの､110万人

の失業者が､1994年には､統一 ドイツにおいて､保険料払 う人と､失業者の比率を

8:1にしてしまった｡さらに､新しい連邦国のシステム (すなわち､連邦雇用庁)

が､追加的処置によって､多くの人々を失業から救った｡1993年の始めには､このよ
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うな人々の数は200万人にのぼった｡これにかかった支出は､賃金賠償の約 2倍に

なった｡それ以来､いわゆる労働助成の数は､幾分減 りはしたものの､かなりの数に

のぼっている｡

比較的短期間に､失業保険の給付要求を何倍にもした､この両方の要素には､特別

な問題がからみあっているとみなされている｡なるほど､短期的には､選択の余地が

不足していたために､保険に負担がかかったのであるが､長期にわたっては､保険に

ゆだねておけないような､複雑な問題がある｡長期にわたり信頼できそうな ｢東の躍

進｣がもたらす､負担を軽減してくれるような効果に､かけているのである｡頑固な

大量失業というごく一般的な問題点にとっては､雇用政策水準-のシフトや､いつも

のように展開されてきた､保険上重要な失業状態の新しい定義は､やむを得ないもの

である.もっとも､こういうシフトが､政治的にうまくいくlかどうかは､別問題であ

るが｡

4.社会福祉 :雇用危機の結果起こる問題

循環的に何度も和らげられたとはいえ､労働市場における､･長引く状況の悪化は､

失業保険の財政を圧迫したばか りではなかった｡それは､この､社会国家的保障内容

の能力をも､著しく減 じることになった｡とりわけ､その結果､すでに挙げた､いわ

ゆる社会福祉の要求が増加した.'すなわち､ ドイツ社会国家の､このサブシステムの

負担は､大方の場合､集団失業の付録の結果であると､解釈されなければならない｡

その結果なるほど､直接的には､社会貢献には影響を及ぼさないが､公共の財産に負

担をかけ､又それによって､他の公共部門のための財政の活動余地を､せばめること

になった (税金引き下げも含めて)0

5.全体的な危機への蓄積

ドイツにおける社会国家保障の､最も重要な3つのサブシステムが､それぞれの根

源は別であるにせよ､それが､危機傾向と対決しているということが､前述の概説に

ょって明らかになったはずである｡長引く大量失業､統計によるところの具合の悪い

人口増加､｢医療の権利｣という財産の解決できない合理化､といった問題が､重要謀
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題となっている.この3つの問題には､ ドイツ統一という特別問題が､サブシステム

に､おおいかぶきりつつ加わ り､その財政上の結果が､社会国家全体の財政危機-と､

堆積されていくのである｡

この財政危機は､まず､政治的危機としてとらえられなければならない｡付加的な

保険料の引き上げは､現在の政治的状況のもとでは､もはや､実施できないものとい

う強い抵抗につきあたる｡しかし､それを､短期的に利用できる選択の余地がないか

らといって､実施した りすると､現在の状況の中で､福祉国家の持久力といったもの

を､真剣に問い掛けてくるような政治的な力が､すぐに､形成される｡福祉国家の抑

制が､どれほど経済的な必要性にも又､合致するかというのは､別問題で､それほど､

すぐに､答えられるものではない｡確かに､経済危機は､最初は､生じた費用を経済

的に手堅い方法で､調節していくことを､国民が (政治的に)拒絶することだけかち

起こる.手堅い調節とは､-まず､経済的危機のプロセスの結果としてではなく一個

人の消費要求を､必要な程度に制限することであるが｡例えば､企業に､他の諸費用

の前線で､ うめあわされることのない､社会福祉費で付加的に負担をかけていくこと

は､場合によっては､社会国家をもっと助成していく方法としては､きわめて不確か

な方法であろう｡同じことが､国家の赤字拡大に対しても言える｡それに反して､個

人支出の再編成は､と言っても､それは老人の､薬に頼 りながらの休暇旅行とか､所

得助成金といったものだが､そういうものは､堅調かつ安定しており､その競争能力

が､危機にさらされることはない｡

もともとは､政治的様相を星していた､累積されていく社会国家の財政危機は､他

方では､今日､すでに､雇用危機から生じた諸要求を､処理する能力に欠けているこ

とを示すものである｡下記で､一層詳しく､述べるように､この危機を社会的に克服

するための､いくつかの方法には､社会国家の増大する出費が必要である｡社会国家

の財政危機が､こういう方法を､じゃましている｡

社会国家の財政危機の裏側には､実際､もっと個人の消費を今､優先的に行おうと

いう人々の､明確な意志もなければ､又､将来に対する準備､および､他の人々との

連帯も見られない｡危機を､妥当に理解するために､2つの付加的観点が必要である｡

①現存の､制度として定着した規制の不活性化と､②この議論が､積極的に､ばら
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ばらに行われており､そのことが､とりわけ､避けられない トレード･オフについて､

専門家以外の人々にも､一目瞭然になるのを妨げていることム

もしかしたら､3つ目の観点が加わるかもしれない｡すなわち､国民福祉国家を､

かって政治的に動かした､階級を越えて広がる利益連合の崩壊｡

この3つの観点に､手短に､目を向けよう｡

制度として定着した不活性化 :外部の状況が厳しくなったとはいえ､生活状態につ

いて､現在の統制が保たれるべきであるということから､とりわけ､財政上の圧迫が

生じる｡このことは､危機意識が支配していても､｢ふつうの､労働生活｣が保たれる

ための､年金保険について､明々白々である｡なるほど､労働生活の延長は､思考モ

デルの中では､考えられるが､実際的な解決策としては､すぐに､ 2つの障害につき

あたる｡ 1つ目は､今日の保険金支払い者が､何十年にもわたって確固として､持ち

続けてきた ｢正当な権利であるところの｣年金生活に対する要求｡ 2つ目は､それ自

体 ｢ふつうの､労働状況｣と､その賃金構造に､強く固執していることと関係のある､

働き口の不足｡もちろん､ 2つ目の要素には､失業保険の増大する負担に対して､共

同責任がある｡変化した経済状況のもとでは､もはや､かつてと同じような､社会契

約的結果を､もたらすことができないようなメカニズムの中で､総合経済上の､福利

の増加の分配が､しっか り行われているのである｡政治的に明確にされた要求は､こ

のようなメカニズム､およびその経過手続きをとって､実行にうつされる｡

制度化された不透明さ :政治的に重要な議論とは､それを把握するための､全体的

なつながりや､さまざまな可能性につながるものではない｡それは､先に述べた規制

の枠の中で､その立場をみきわめ､それに関連した､いわば､正当な要求に向かうも

のである｡政治的議論とは､例えば､薬についての個人関与のように､とても部分的

ではあるがじかに､わか りやすい試算をめぐって､はげしく闘われていながらも､全

体の試算は､視界に入っていない､といったようなものなのだ｡具体的な議論には､

コス トを度外祝し無名のシステムを除外する､傾向があるものなのだ｡いかに､使い

古されたシステムが､回り道をして再び､さまざまな社会集団の中で､無傷で､たも

たれているかということは､部分的な議論をしていても､気付かない｡さまざまな問

題解決のためのコス トを､あれこれ検討し､｢もっとも取るに足らない弊害｣を計算し
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て探しだそうとすることが､困難なことは明らかである｡そのかわりに､テーマごと

の､部分的弊害に､しっか り､くらいついているのである｡多くの小さな均衡状態に

気をとられ､広がって行 くチャンスや､大きくなっていく危険を見逃している｡この

ような政治議論の､機能例から増加する負担と､給付削減について､同時に､苦情が

よせられているということも理解できる｡規定の制度として定着した頑固さと､部分

的にしか物を見ない態度が､新しい問題を調整していく､社会国家の能力を減 じ､ま

ず､公の感覚の中で､そして､多 くの解決方法が妨げられてしまうので､現実におい

ても又､それを危機をはらんだ先鋭化-と､追い込んでゆくのである｡

福祉国家の連帯の､ただれた部分 :福祉国家にとっての､政治的基本決定には､新

しく現れる問題を､事務的かつ､合理的に解決し､必要経費を融通する準備が､前提

条件としてある｡かっては､この基本決定は､経済の標準的な部分も属していたよう

な､大きな連合によって支えられていた｡なぜなら､国民福祉国家は､社会の安定性､

高い生産性､世界的な競争力､そして､経済成長のダイナミックな力といった､あの

症候群の､基本要素であったし､それは､広く地域と結び付いた､ ドイツ企業のため

になったのだから｡

この｢蓄積モデル｣の時代が終わ り､多くの企業が､国家に組み込まれるということ

が､なくなってきた兆候が多く見られるようになっている｡増大しつつある世界的な

位置的オーブション､ならびに､大きくなりつつある､資本売却のための世界的な枠

組に直面して､資本売却の国家システムの能力が､企業にとって､重要性を失っている｡

そのかわ り立地のもつ重要な利益､とりわけ､低い立地コス トに対する関心がふえて

いる｡国家は､国家で､まさに､この立地上の利益に関する､他の国との競争の中に､

自分自身を見ている｡又､国家の見地からすれば､国家経済位置の確保が､社会的統

合体に対して､重要なこととなる｡これまでは､決して､このような優先の移動が､

社会国家のコスト拡大の､実際の､歯止めにつながるということはなかった｡しかし､

そのことが､確かに､｢財政限度｣という感覚を高めた｡そして､雇用危機による弊害

に直面して､機能的福祉国家の復興を困難なものにしている｡今日､この問題の解決

にあたり､自由に使える政治的エネルギーは､もはや､充分にはない状態である｡
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Ⅵ.政治オプションと､その結果

1.扱い枠

2つの目標について､需要が見られる｡保険料負担者 1人あたりのコス トを､これ

以上上げないこと､そして､出来るだけコス トを下げていくという目標が中心となっ

ているシステムのもつ保障能力を､すでに増大してしまった需要に､適合させ､将来

の需要増大に対して､確保するということが､同時に問題となってくる｡第 1の目標

は､もちろん､自己目的ではなく､財政上の負担の限界という診断に由来するもので

ある｡この診断は､一方では､企業において他方では､人々の中で確認されているた

め､コスト制限のための目標も又､さまざまな形で論議されている｡重要なのは､と

りわけ財政上の負担を､被保険者や､多くの納税者にシフトさせることによっても実

現可能であるところの､企業の負担を軽くすることに向かうことである｡コス ト抑制

ならびに給付確保という､2つの目標は､まず､相対する要求をしてくる｡コス ト抑

制は､生活能力水準の負担につながり､給付確保には､より多くの負担金が必要であ

る｡ 2つの目標を同時に達成するためには､公平な節約によって､財政上の余裕が

もっと広げられなければならない (それが､給付増大の為であれ､負担金引き下げの

為であれ)｡これらは､理論的には､達成されうる｡

① コスト給付のより良い関係によって､つまり､効率の良い給付調達によって｡

② 社会福祉国家の給付に対する､需要を減らすことによって｡

一定の給付の増加は､他の給付が減 じられることでも又､コス ト的に公平な状態で

財政的に裏 うちされる｡もし､それほどさしせまっていない需要が､優先需要のため

に､後回しにされるならば､そういうことが､システムの効率を高めることもできる｡

2.社会福祉国家の給付水準の低下

この選択は､攻めという点では､コス ト削減に､又､守 りとい う点では､大きく

なったコス トの増加をくいとめるという考えにつながる｡社会福祉国家の､能力削減

というのは､国民が､それをいかに､埋め合わせていくかによって､保障されるべき

生活状況における扶養水準に､さまざまな影響を及ぼすものである｡どの給付が短縮
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されどのような補償措置がとられるかによって､さまざまに､幸福の分配に影響を及

ぼすのである｡オプションが､どの程度､あるいは､どういう形で実際､自由にでき

るのかということは､このさまざまな影響が政治的に受け入れられるか否かにかかっ

ている｡我々は､ひとつひとつの社会福祉国家の､保障範囲を､簡単に設定したいと

思う｡

年金保険 :一般の所得増加に､年金を適合させることが遅れたことが､統計からす

れば､それほど急速ではない悪化に際して､現在の保険料負担者世代の負担を､軽 く

しているかもしれない｡保険料負担者世代自身ではなく､現在の年金生活社世代が給

付削減に見舞われている｡それぞれの年金水準は､将来の保険金負担者世代の､支払

い準備にかかっている｡すでに述べた理由から年金をあてにしないのならば､個人的

に備えを､増やすこともできる｡そういうわけで､今の世代の人々が､老後の準備の

ために支払 う経費し増大する｡それも､現在の年金水準 (平均所得について)への要

求だけが保たれるとしたところで､増大していくわけである｡比較的高い年金受給者

にとっては､低い所得者層にとってよりも楽であろう｡低所得者は､すなわち老後に

大きな収入のおちこみを､こうむらなくてほならないであろう｡収入の分配はより不

公平なものとなるであろう｡

もし将来､来るべき年金削減に備えてすでに今日､政治的に実行すれば､現在の保

険料負担者は､総出費を狭い範囲に､とどめておくことができるかもしれない｡そ う

すれば現在の保険料負担者は､今日の年金生活者のためには､それほどでなくても､

自分自身のために､そなえることができるであろう｡そのような ｢世代間契約｣の早

期の破綻は又､じっさい､年金請求権の価値が落ちたことを､政治的に示すしるLと

なるであろう｡多くの保険料が年金保険にすでに払い込まれていればいるほど､なお

一層､このような危険がおおきくなる｡年配の保険料負担者の関心は､それゆえむし

ろ､世代契約をもっと､出来るだけ長く完壁なものに保つということにある｡だから

保険料に対しての反乱は､ほとんどおこらないのであろう｡システム自体が保たれる

限 り､新たに関心を持った人々も､そのシステムの保持-と向かうのであるから､将

来においても又このような関心の状況が変わることは､難しいであろう｡

医療保険 :保険料の給付の際に､受給者が財政上より多く協力する形､或は､常々
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定義されてきたように､基本扶養をめざして､給付範囲を制限するという形をとれば､

法的健康保険の給付の削減も考えられる｡第 1の形は収入分配において直接､不公平

感を強めることになる｡(たとえ､それほど重要なことでないにしても)と言うのは､

自己負担では､保険料金構造に含まれる再分配要素も､役に立たないのだから､･低所

得者と､その家族の医療手当に備えて必ずしも､補助金が出ているとは限らない｡こ

れに対して､第2の形は､より多くの財政上の負担に結び付 くばか りか､低所得者の

医療手当の低下に結び付く｡一部の人々は､法的な保険では足 りない給付範囲を､自

己資金で買い取るであろう｡(直接的であれ､民間の追加保険を通してであれ)追加保

険を､自発的に放棄する人も一部にはいる｡しかし貧しい人々は､多かれ少なかれ､

やむをえず､それを放棄せざるを得ないだろう｡このことは原則的には､直接､収入

と結び付いた税金からの助成金によって､補償できるはずである｡そうすれば､高い

税金も､社会保険費に対して場合によっては可能な､負担軽減の埋め合わせを､少な

くとも､部分的には､できるであろう｡しかし､この方法では､まず第-に付加的税

金が､会計予算の中から調達されうるとすれば､企業の負担軽減が生じることになる

(所得税､売上税､消費税)0

失業保険 :失業に際しての､収入補助金の削減､あるいは､給付期間の短縮は､社

会の最下層の人々の､物質的生活状況を直接､悪化させる｡それは､多くの人々を､

貧困のふちに追いや り､多くの人々をして､社会保護に依存させる｡他方､傾向的に

見て､比較的低賃金で働く覚悟を高めることになる｡もしかしたら追加の仕事が出回

り､失業が減るかもしれない｡失業援助の必要性が減 り､そもそもの給付削減による

効果以上に､保険の負担が軽くなるかもしれない｡労働力の需要が､実際どれほど価

格の面で弾力性があるものなのかは､もちろん､頭の中で考えられているだけにすぎ

ない｡削減された失業と援助による､2つの効果が確信出来る｡すなわち感じとれる

ほどの､収入分配の悪化と､(少なくとも､今日のコンテクス トにおいて)はるかに感

じられ方が少ない､社会福祉国家の､負担軽減である｡と言うのは､失業保険の保険

料が現在､実際の失業割 り当て額が15%であるのに対し､全社会保険費の16%にしか

ならないのであるから｡

社会保護 :失業扶助の短縮よりも明らかに､社会保護の沈下が､最も貧 しい層の
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人々の収入状況を､悪化させている｡低い賃金の仕事でも､引き受けようとする覚悟＼

が､高まるであろう｡しかし､ここにも又､狭い範囲ではあるが､福祉国家にとっ七

の負担軽減効果が残っているのである｡20%収入補助金を､削減することは､それを

実施されるものにとっては､きわめて痛烈なことではあるが､国家予算を､ 1%減ら

すことにしかならない｡

3.保険金の引き上げ

ドイツ社会福祉国家の指導者たちは､たとえ､それが､ますますひどくなりつつあ

る退廃を妨げるために､必要というほどではなくても､まずは､付加的な財政手段を

動員することで､増大しつつある要求に､これまで答えてきた｡さらに増えつつある

要求､及び､そうこうするうちに現れ､福祉国家の赤字に直面して､このような方法

を将来も又､続けられるよう､2つの事柄が保証されていなければならない｡即ち､

保険料負担者の政治的心がまえと､ ドイツ経済の競争力である｡負担の限界まできて

いるのではないかというコンセンサスとは対照的に､この2つは､原理上実現可能な

ものである｡しかし､金融構造を根本的に改変することが既に､必要なのである｡

企業のコスト負担は､生産を安価な場所-､過度に移し変えるのを阻止してくれる

ような範囲にとどまるべきである｡この限界を､絶対的な ドイツマルクの額で決定す

るのは､意味のないことである｡大事なのは､むしろ､他の労働コス ト､すなわち､

まず､確定名目賃金を､いわば自発的に申したてられた､企業の社会保障分担金に同

調させるメカニズムすなわち､全労働コストを重要な交渉の問題点にし､それでもっ

て明確なコントロールに従 うようなメカニズムである.一ドイツの労使交渉では､労働

コス トの中で ｢名目賃金｣ として決められた部分についてのみが､問題となる｡賃金

決定のプロセスに､雇用者側の社会保険負担を加えて見ていくということも､労使交

渉では､充分行われてはいない｡もっぱら目に見える給料ばか りが､問題になってい

る.最も確実な全コス トを視野に入れたやり方というのは､雇用者側の保険料負担を

やめ､それにふさわしい保険料を労使交渉によって決められた名目賃金に､付け加え

ることである｡病気の場合の､賃金の支払いも (もっぱら､労働者の保険料からまか

なわれているのだが)健康保険に押しつけられる形になっている｡このことも､名目
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賃金の1度の引き上げで､あがなわれるべきであるのだが｡もちろん､このことが､

社会負担がひどく増加していく時代において､労働者が､彼らの実質賃金を守ろうと

する危険を､徹底的に払いのけてくれることにはならない｡とりわけ､この危険に対

して､多くのドイツの雇用者が保険料分担分の助けを借 りて､福祉国家の中で､直接

的に､話しに加わ り続け､このことを国家や､被保険者のみに､任せっぱなしにしな

いという方法を､優先させている｡

社会保険制度の､いくつかの給付が､市民の特恵を無視していくということには､

賛成できない｡これに対しては､27%の人々が反対で､そういう人々の中で､中くち

いの収入のある平均的な4人家族の労働者の家庭では､社会保障分担金に加えて､民

間の保険にも入っている｡一番の問題は､むしろ､保険料負担義務が､給付要求権と､

心理的に切 り離されてし､るということにある.自分で牛に､餌をや りたくないけれど

も､乳絞 りは､や りたいというわけにはいかないのだが｡給付要求が､より直接的に

民間の契約相手に向けられていくと､保険料負担義務と､給付要求の ドッキングは､

強められるであろう｡年金保険の民営化が国民の (さらに､もっとあとの世代の)逮

帯を､はっきり要求するような現在のシステムよりも､もっとはっきり目に見えてく

るような方法で､所有権に金を出すつもりであろう｡将来､膨れ上がっていく年金受

給者を､どう養っていくかという問題は､もちろん､これでもって解決されるわけで

はない.r

医療分野では､(部分的)民営化は､問題がある｡と言うのは､そのことで､低所得

者や家族との築かれてきた連帯が､消えてしまうからである｡しかしながら､すでに､

短 く述べたように､これは､税金からの補助という形で､確立されうるものである｡

ここにも又､とりわけ､目に見えるという利点がある｡すなわち､健康に対する人々

の出費というものは､減らない｡よくわからないシステムに､強制的に金をだすより

も､良いと考えるのである｡人々は､そのようなや り方の代償を､はっきりとわかっ

ておくべきであろう｡つまり､収入に基づいた直接補助金というのは､自力で自分の

健康を保っていける人々と国の援助を受けてしかやっていけない人々との格差を､明

白にしてしまうものだということである｡医療に対する ｢市民の権利｣ に､困窮者の

緊急援助がとってかわった｡大切な公平感がシンボリックな意味で犠牲になった｡

755



年金保険のために､保険料を上げるという特別な方法は､究極的には､触れずには

いられない方法である｡つまり､労働能力のある年代-と人々を ｢輸入｣することに

よって保険料金負担者の数を増やすという方法である｡希望どおりの効果が現れるよ

う､もちろん､充分な雇用の可能性が用意されなければならない｡

4.効率アップ

現存の､財政手段で､よりよい福祉国家の保障を実現させるのは､或は､より少な

い財政で､同じ保障を実現させるのかということについては､特に､医療分野で熟考

されうる一｡そういう場合､次のような方法が､とられるかもしれない｡これは､ここ

では､懸案として､とどけておかなければならない｡

(1) 役所の業務費用を減らすこと｡つまり､保険や給付金支払いにかかる処理出費を

減らすこと｡

(2) 給付金調達者や､被保険者による悪用を､より効果的にコントロールすること｡

財政的医療 リスクにもっと関与していくことは､必ずしも､社会コス ト無しでは､

導入されないような手段である｡よりよいコントロールによって､増大した行政出

費をなくすこともできる｡

(3) さらなる競争の実施によって､給付金調達者とは言え､独占やカルテルの収益を

減 じること｡問題は､選択基準としての価格の比較が､いかに制度として定着すべ

きかということである｡なぜならば､被保険者は､より安い給付には直接関心を持

たないから (むしろ､その逆)｡この問題を解決するためには､現存の受け入れ制度

が､いくつかの医療市場に対して､もっとゆるめられなければならない (例えば､

薬局以外でも薬を売ることができるとか､自由に薬を輸入できるというような)0

(4)より重要なもの (例えば､政治的意志形成のプロセスによって優先されるべきで

あると認められたようなもの)には､もっと多くの財政手段を準備し､それほど重

要でないものには､すくなくというような､給付提供の再編成が行われること｡例

えば､多額の費用がかかる処置方法や､重症の場合の (癌､複雑軟化症､精神分裂

など)熟練看護にとって必要な付加的手段を得るために ｢医療費が安 くとすむ｣病

気にたいしては､保険援助を減らすということである｡(全額自己負担を､もっと増
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やす)このような計画は､オーブショソとしてもとりいれられる｡(小さなリスクか

ら､大きく守ることに対し､重症の ｢疾患｣の際の､大きな守 り)どのような保険

受け取 り人が､優遇されるべきかのコントロールには､ランク付けされた保険料金

が､役に立っている｡

5.社会保障システムの依存性の低下

医療保険とちがって､年金保険､失業保険､生活保護という3つのサブシステムへ

の要求が高まり､福祉国家の保障効果が､うすらいできたのは､人々が､労働市場か

らだんだん収入を得なくなってきたという事実によるものである｡ますます多 くの

人々が充分 (社会全体の裕福さと比べて)報酬の得られる仕事を見つけられなかった

り､あるいは､働 くには年をとりすぎている状態なのである｡そのような人々は以前

と同じようには､家族の労働収入に関与することも出来ず､又､以前はど期待される

こともない｡

再び､多くの人々を､(｢まともな｣賃金で)労働市場にくみこむことができたなら､

福祉国家の負担は軽 くなるであろう｡

年金問題については､解決方法は明らかである｡すなわち､年金年齢を引き上げる

こと｡かっては､タブー祝されていたが､だんだん語られるようになってきた｡しか

し､システム全体からすれば､こういう解決方法は､大きな雇用問題が解決されてこ

そ､有効なのである｡そうでなければ､65歳から70歳までの人々は､若者だけには､

職場を渡さないであろう｡

ここで雇用問題を､個々に解決するための討論をするつまりはない｡しかし2-3

の説明によって､福祉国家の問題に対するさまざまな､戦略上の見解を明らかにして

おくべきである｡経済が､とどまることなく早いテンポで､成長していけば､より多

くの雇用が､楽に見込める｡物や､サービスの生産がまず多くなって､人間の労働を

省くような技術の進歩よりも先行して増えて行くならば (戦後すぐの何十年間が､そ

うであったように)完全雇用は､原則的に確立される｡残念ながら､この王道は､ ド

イツのみならず､OECD諸国においても､近いうちに､封鎖されたものとみなされ

るに違いない｡なるほど､経済成長のためには､色々な事が可能であるし､それにつ
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いて､さまざまな提案も行われている｡しかし､現在､この対策による確固たる成果

を信 じる人は､殆どいないであろう｡それに対して､全体的な成長の症候を､まず､

知的に扱 うこつをのみこんでもいなければ､まして､政治的に扱 うこつもわからない｡

長い期間のうちに､雇用問題はもしかしたら､長引く経済成長の鈍化にもかかわら

ずおさまってくるであろう｡なぜならば､ますます増えつつある需要が､サービス業

に移 り仕事が､大規模に非合理化されていく市場の一部が､ますます､狭められて行

く (かって農業においてそうであったように)というようなことが､考えられなくも

ないからである｡統計上の発展も又､この問題の役にたっている (多 くの移住者の見

積もりを除外するならば)｡しかし､新しい均衡がおのずと生まれるまで､市場-の干

渉が､まず完全雇用を､ほぼ復旧し､それから､さらなる生産増加に対して安全策を

講 じるに違いない｡それも､仕事を減らすような技術的進歩を､はばむことなくであ

る (いずれにせよ単なる妄想にすぎないが)｡次の点が､可能である｡

① 今ある就労の可能性と､それに付随する賃金収入が､労働時間を短縮すること

で､すべての求職者に分け与えられること｡働き手にとっては､それは､他の場合に

は､賃金の削減と､そのかわ りに､もっと多くの労働から解放される時間を意味する｡

この政策によって可能となった､失業保険､又､場合によっては年金保険の負担の軽

減によって賃金の減ったことが､幾分かは､埋め合わされることになるであろう｡

② 国家は､社会的に有意義な労働の需要を広げ (直接的に､或は､政府補助金に

よって)国民の福利を高めるものである｡国家は､支払 うべき賃金を､失業者援助の

ために切 り詰めた資金､および､付加的な税金から支払 う｡付加的な税金は､福利の

増加と､貧困を減らすための経費とみなされるべきセあろう｡しかし､出費によるお

おきな負担についての問題状況は､さらに､きびしくなるであろう｡

③ 最低賃金が著しく下落しているので､追加的仕事が市場に出てきている｡この

ことが同時に生活保護の低下を要求するので､生活保護も､最小賃金水準にとどまる

ことになる｡労働市場､失業保険､そして場合によっては､年金保険も負担を軽減さ

れる｡しかし不公平感は､ものすごく大きくなる (｢ワーキングプアー｣の問題)｡こ

のような影響を和らげるために､節約してためられた資金が､全部､或は､一部､労

働収入を受け取る人にも認められている社会的基本保護のために､使われる｡社会的
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協調が大きくなるにつれて､もちろん､ トランスファーシステムに対する､負担軽減

効果は､なくなっていくであろう｡ともかく､今よりもっと多くの品物や､サービス

が用意されるであろう｡ トランスファーのための経費と､確実な最低収入額との間の､

線びきの決定は､もっぱら経験でなされうる｡

Ⅶ.重要課題 :政治的封鎖

すべての経済問題､及び､先鋭化した国際競争にも拘らず､以前程早いテンポでは

ないが､80年代､90年代にもドイツでは､ 1人あたりの所得が､増加した｡今日わず

かな資本をわかちあうような､経済状態ではない｡いわゆる福祉国家の危機は､社会

が､どのように､増加した富を実際に分配し､観念的に解釈しているかの結果なので

ある｡

増えつづける福祉国家の要求には､次のような､2つの原因がある｡

(1) 個人消費構造内での､再分配の傾向｡すなわち､自由､気ままな消費をやめて､

もっと備えのために､お金を使 うこと (昔より長くなった老後や､健康に備えて)0

(2) 相変わらず高い成長率に基づいて､方向を定めようとしている労働市場によって

増加した生産を ｢不当に｣分けること､かくして､近代化にたちおくれた者による

高い生産性｡

福祉国家のメカニズムでは､まず第 1の局面では､順応､第 2に､修正を図るよう

に機能されている｡しかし､このことで､不当性の壁につきあたる｡福祉国家が ｢あ

たりまえ｣の個人消費に対して行 う具体的な要求は､もはや､承認されない｡生体ア

レルギーにも似た固有の問題を生み出すような､防御行動が現れる｡基本的には必要

とされる､個人消費の制限が ｢非社会的｣であるとうけとめられ､充分認められない

ために､企業に過重に負担をかけていく傾向が起きる一方､他方､この防御行動が実

際､うまくいかないところでは､危機意識が高まる｡

新しい挑戦に対して ｢アレルギー反応を起こさせないように｣調整していくことは､

社会の分配メカニズムを全般にわたって､再編成していくことによってのみうまくい

くものである｡この再編成には､2つの問題点がある｡
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① 正当性についての問題 :保障が､個人の既得権利要求の範囲にまで大きくスラ

イ ドしていけるかどうかは､この問題にかかっているかもしれない (支出と要求を､

もっと明確に関係づけること)

(診 社会に相いれられる結果かどうかという問題 :この点については､労働市場の

水準で評価されるべきであろう｡と言うのは､問題の根本は､長い間の経済成長によ

る生産増加の分配にあるのだから｡

さまざまな課題は､政治には､これまであきらかに荷が垂すぎた｡妥当なテーマを

選ぶことすらうまくいかなかった｡しかし､ずっと続いている未解決の問題による重

圧が､将来､政治的に不可欠なエネルギーを注ぎ込み､イデオロギー的にも又､政治

的利害関係上の障害を､突破していくかもしれない｡もっとも､上に述べたような､

今までの福祉国家の連帯の良くない部分が､このような控え目な楽観論に､相対立し

て存在するが｡
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社会保障システムと人口構造の変化

城 戸 喜 子 (きど･よしこ)

(慶応義塾大学商学部教授)

1936年生まれ､1970年コロンビア大学政経学部大学院修士課

程修了｡社会保障研究所主任研究員､聖学院大学教授を経て

1995年から慶応義塾大学商学部教授｡専攻は社会保障､社会政

策の経済分析｡

ただいまの ドイツのご報告を伺っておりまし

て､非常にコンパクトによくまとまっている､

それから､問題提起がなされているというとこ

ろで感心しました｡日本が置かれている状況と

やはりかなり違 う｡共通のところもあるけれど

も､かなり違 うということがまず第 1点です｡

日本が現在置かれております状況は､まず､

高齢化が非常に急速な勢いで進んでいるという

ことです｡基本的な数字を申しますと､1970年

には65歳以上人 口が総人 口に占める比率は

7.1%でした｡それが1994年には14%を超えました｡つまり､2倍になるのにたった2

4年間しか要していない｡はかの国々の高齢化の速度を見ますと､フランスが130年､

スウェーデンが85年 ぐらい､ ドイツとイギリスが45年から50年 ぐらいの間で7%から

14%程度になっている｡そういう意味で日本の高齢化の速度が非常に急速であって､

したがって､社会的摩擦も大きいし､それから､高齢化社会に備えて準備をするのに

時間がないということが非常に違 う点だと思われます｡

しかも､2000年には高齢化率が17%､21世紀の最初の高齢化のピークと言われます

2025年には25.8%という数字になります｡これは平均寿命が延びたこと､特に中高午
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の人たちの寿命が延びたことと､それから少子化が進んでいるということです｡少子

化につきましては ドイツのほうが早い経験者であるとはよく存じておりますし､合計

特殊出生率の下がり方も､ ドイツのほうがより極端であったことも承知しております｡

したがって､将来的に ドイツも同じように急速な高齢化を経験するであろうことは予

想されますが､日本で､1970年から94年までに起こった変化は非常に急速なもので

あったということをまずお断りしておきたいと思います｡

2番目に､世帯の構造､それから扶養意識が非常に変わったという事です｡つまり､

日本の場合には､農村地域､郡部での拡大家族が非常に多かった｡しかし工業化､都

市化の過程で核家族が非常に増えた｡つい最近の新聞記事によりますと､今後､高齢

化が進むにつれ高齢者のみ世帯が2010年には90年の2.6倍になるであろうと予想され

ております｡すなわち現在､高齢単身世帯と高齢老夫婦世帯がかなり増えてきている

けれど､それはますます増え続けるであろうということです｡また扶養意識の変化に

つきましては､かつては日本型含み資産として､家族による介護が非常に期待されて

おりましたし､現実もそうでした｡しかしながら､扶養者意識､あるいは同居率の低

下も非常に急速でして､1975年に70%を割 りましてから､現在50%台の前半ぐらいの

状況です｡21世紀になりますと多分､40%ぐらいになると予測する研究者もあります｡

このような急速な高齢化の中で､しかも急速に進んでいく超高齢社会に対してどの

ように備えるかというのが私どもの問題意識です｡

図 1を見ていただきたい｡横軸に歴年をとり､縦軸に社会保障給付費の対GDP比

をとっております｡この数字はほかの国につきましては86年で終わっており､日本の

場合のみ88年が最後の数字になっています｡これは数字が古いと言われるかもしれま

せんが､実はILOの公表しております ｢CostofSocialSecurity｣が現在､1986年が

最新ですので､それ以後の数値は使えません｡日本の社会保障給付費の1992年におけ

る対GDP比を追加するとやはり11%台､ll.1%です｡したがって､全体としての日

本の社会保障給付費の規模は膨らんでいないということになります｡
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図 1 社会保障給付費の推移

日 本
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年
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年

イギリス

1971 '74 '77 '80 '83 '86
年

スウェーデン
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年

アメリカ

%
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20.0 20

1971 '74 '77 '80 '83 '86
年

資料 ILO,CostofSocialSecurity,各年

OECD,NationalAcco血tsofOECDCountries,1960-1988
社会保障研究所 ｢昭和63年度社会保障給付費｣
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このように図 1にある6つのグラフを比べると､日本とはかの国と決定的に違いま

すのは､第-､高齢化率がこの時点ではかなり違っているということ｡もう一つは､

その他という部分が非常に少ないことです.逆に言いますと､公的年金制度と医療保

障制度に関しましては､1961年の国民皆年金､国民皆保険以来､基本的には整備され

ているということです｡すなわち問題はその他の残された領域だということです｡

もちろん､公的年金制度につきましても､将来の超高齢化をにらみまして､1986年

に大幅な改革がなされました｡それから､1994年､昨年の秋に2回目の大きな改革が

ございまして､厚生年金制度､雇用されている人のための年金制度の支給開始年齢を

実質的には65歳に引き上げました｡給付水準も､年金制度ができてから年月がたつに

つれ長期加入受給者の数が増え､ 1人当たり給付水準を調整する必要が起こりました｡

この点は1986年の時点で既に調整がいたしております｡まだ残されている課題もあり

ますが､̀年金制度に関しましては､将来をにらみ 2回の大幅な改革がなされているこ

とをまず申しておきたいと思います｡

また､医療制度ですけれども､これも1980年代の前半から始まりまして､医療供給

体制と医療費の保障であります医療保険の改革につき次々と手を打ってきました｡十

分ではありませんが､ 1ラウンド､2ラウンドぐらい済んでいる｡それにもかかわら

ず社会保障給付費全体の中に占める医療と年金の給付費割合が非常に大きいというこ

とが私の申し上げたい第 1の点です｡

それでは､何が足 りないのかと申しますと､65歳以上人口比が先ほど申し上げまし

たように2025年には25.8%になる｡しかも､その中で75歳以上の後期高齢層と申しま

すか､よりオール ドオール ドと申しますか､そういう人たちの割合が65歳以上人口比

の中の50%を超えてしまう｡そのとき､一体何が問題か｡残されているのは介護の問

題です｡

もう一つ､高齢化を進展させないためには､出生率を回復しなければならないとい

う思いが日本にはある｡しかし､出生率を回復すると言っても非常に難しい問題にぶ

つか ります｡まず､高齢者介護に関する費用 - 障害者も含めて結構なんですが､

高齢者､障害者に対するサービスの費用と児童福祉サービスに対する費用がどのくら

いかということを少し考えてみたいと思います｡
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表 1 その他の支出の内訳 (対GDP比)

ーゝ 1980年 '83 '86

日 本 S-W 社 会 福 祉 0.5 0.5 0.5
PA■ 公 的 扶 助 0.5 0.2 0.2
Unem 失 業 給 付 0.4 0.5 0..4
FA 家 族 手 当 0.1 0.1 0.0

フ ラ ン ス 社 会 福 祉 ). 4.0公 的 扶 ■助
失 業 給 付 1.2
家 族 手 当 2.7 3..5 3..1

旧 西 ド イ.ツ 社 会 福 祉 ･) 0.6公 的 扶 助
-失 業 給 付 1.4
家 族._手 当 ･1.7 1.3 1.2
そ の 他 1.9 2_.3 1.7

ス ウ ェ ーデ ン .社 会 ■福 祉 5.0 5..1 5.2
公 的 扶 助 0.2 0.3 0.1
失 業 給 付 0.4 0.9 0.8
家 族 手 当 1.6 1.5 1.4
そ の 他 4.2 3.7 2.7

イ ギ リ ス 社 会 福 祉 1.ー1 1.,I 1.1

そ の 他 0.6 ■1.21.50.90.4 0.51.30.40.1

ア メ リ カ 社 会 福 祉 ) 2..0.公 的 p扶 ~助

失 業 給 付 0.61.2.

家 族 手 当

注 スウェーデンとイギ 1)スの公的扶助費と社会福祉費とは下記 ILO統計と両国の統計年鑑 とを
用いて筆者を推計した｡

資料 OECD,NationalAccounts of OECD Countries,1991
ILO,Cost of SocialSecurity,各年

SCB,Statistisk Arsbok,各年
COS,AnnualAbstract of Statistics,各年

社会保障研究所 ｢昭和61年度社会保障給付｣各年
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ここの図 1の6カ国のグラフを並べました場合には､要するに年金医療を除きます

と日本の社会保障給付費､その他というのは､全体の10%を切っている｡つまり､社

会保障給付費というと､日本では年金と医療しかないという言い方をしてもいいと思

うんです｡もちろん､ ドイツの場合の社会保障給付費の中には住宅手当もございます

でしょうし､児童手当もかなりの規模に上っている｡そこら辺のところは決定的に日

本とは違 う｡それから､失業に関しましても､現在3.2%まで上がっておりますが､日

本の場合には失業率は 1-2%台であったという経緯がございます｡したがいまして､

失業給付もそれほど多くはない｡それから､失業給付から派生する生活保護の受給率

もそんなに多 くないという違いはあります｡

しかしながら､それでは､児童福祉と老人 ･障害者サービスに対する費用がどのく

らいのところかと申しますと､社会保障給付費全体の中の5%を割っております｡表

の 1という縦長の表が右側にありまして､最初にSocialWelfareとい うふ うにSWと

書きましたのは､児童福祉サービスと高齢者 ･障害者福祉サービスであります｡その

次のPAと書 きま した のは､PublicAssistantに該 当いた します｡ 3つ 目が

UnemploymentBenefitです｡その次がFamilyAllowanceで､児童手当のことでありま

す｡その後に残 りがOthersとなっており傷病手当金等が入っています｡日本､フラン

ス､西 ドイツ - 86年の時点ですから､西 ドイツになっておりますスウェーデン､

イギ リス､そしてアメリカという順番に国が並んでおります｡

表 2 社会福祉の主な支出項目 (対GDO比)

日 本 ス ウ ェーデ ン イ ギ リ ス
(1988) (1986) (1986)

資料 日本は社会保障研究所 ｢昭和63年度社会保障給付費｣
イギ リスはDept.ofHealth,Health&PersonalSocialServicesを用いて推計｡
スウェーデンは城戸稿 ｢スウェーデンにおける社会保障給付費の構造｣､社会保障研究所研

究報告No.9101,『諸外国の社会保障制度の財政構造に関する研究』､平成 3年 5月､126頁
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日本の場合を見ていただきますと､社会福祉に対する費用の規模が､例えばイギリ

ス､スウェーデンに比べて非常に小さい｡それでは､その中で児童福祉と老人 ･障害

者福祉費にどのくらいのお金を割いているかを比較したのが表 2で､上の行が児童福

祉下の行が老人 ･障害者福祉になっております｡これを見ていただきますと､いかに

日本が児童福祉､あるいは老人 ･障害者福祉にお金をかけてきていないかということ

がおわか りいただけると思います｡確かに高齢化の度合いが達いましたので､それほ

ど老人 ･障害者福祉にや金をかけなくて済んだという面はございますけれども､それ

では､例えばスウェーデンは1986年に高齢化率が17%であったわけですが､これが

ちょうど日本の2000年の高齢化率と同じでありますので､その時点に日本の高齢者福

祉費がどのくらいの規模に上るかというのを試算してみました｡

これは実は昨年の春､厚生省が福祉ビジョンというのを発表いたしました｡その中

で､現在､年金 5､医療 4､その他 1という配分になっている社会保障に対する費用

を､5･3･2という割合に変えていきたいと｡2000年までに福祉サービスの費用､

特に高齢者福祉サービスの費用をもう少しかけたいということを公表したわけであり

ます｡もちろん､その他の施策費用のケースも含んでいます｡現行制度のままで走っ

たときにどうなるかという計算も含まれていました｡私は､ 5･3･2というふうに

社会保障部門内での比率を変えていくとき､老人 ･障害者福祉費を2倍に膨らませた

場合に､どのくらいの対GDP比になるかというのを試算してみました｡厚生省の公

表しました資料では､対国民所得比で出ており､これが1.6から1.7ぐらいになる見当

です｡それを対GDP比にひき直すと､ほぼ1.4ぐらいになるとみられます｡

実は､福祉ビジョンと申しますのは､1989年の消費税の導入のときに､将来の高齢

化をにらんで福祉財源が要る｡したがって､どうしても間接税を導入しなければなら

ない根拠として､高齢者のサーゼ スにどのくらいの整備目標を考えているかという､

いわゆるゴール ドプランを公表しました｡これをベースにしております｡それが昨年､

新ゴール ドプランとして､やや整備目標の数値を改善した､膨らませた数字そして発

表されました｡そのとき､対国民所得比で､その他の費用がどのくらいになるかとい

う試算も示しているです｡しかし､その他といいますのは､実は社会福祉費のほかに

たくさんの所得保障費を含んでおりますので､それを除き､社会福祉費の中の老人福
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祉関係をとるとどのくらいになるかといいますと､先ほど申し上げた程度の数字にな

ります｡

したがいまして､今､日本で一番問題となっておりますのは､高齢者 ･障害者福祉

サービスをどのように整備していくかということであります｡これは医療の場合と同

じように､一つはサービス供給システムを整備することと､もう一つは､それを賄 う

費用をどのように調達していくかという2つの側面があるかと思いますが､現在日本

で議論されておりますのは､公的介護保険というのを導入しまして､それによりまし

て､できたら供給主体を多元化していく｡現在あるのほ､地方自治体によるサービス

供給でありますけれども､公的介護保険の導入によって民間非営利団体による供給及

び市場による供給を刺激し､サービス供給の総量を増やしたいと考えていると私には

思えます｡

統計表 3は､これは施設ケアと在宅ケアホームに分けて西 ドイツとスウェーデンと

イギリスを挙げているわけですが､日本の場合には､このように分けてしまいますと､

対GDP比に挙がらないほどの規模にしかなっていないということを申しておけば十

分だと思います｡

表3 老人 ･障害者ケア章 (対GDP比)

1986年 (単位 :%)

総 数 施 設 ケ ア 住 宅 ケ ア.そ. の 他

旧 西 ド イ ツス ウ ェーデ ンイ ギ リ ズ 0.641.840.71 0.580.700..24 0.060.800.27 0.340｣20

資料 旧西 ドイツは､StatistischesBundesamt,WirtschaftandStatistik,
11/1987,p.872の表より推計｡
スウェーデン､イギ リスについては､表 2の資料による｡

最後に､これからのいくつかの課題を指摘しておきます｡今までは高度経済成長の

恩恵によりまして十分に財源があった｡高齢化もそれほどでもなかった｡そして､ 2
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つの石油危機を経まして､そして世界的に経済基調が変わった中で､どうやって急速

に高齢化する高齢者の生活を支援していくかという課題に､一方では費用の財源調達､

他方では従来の非常に保護的考え方から､自立支援という発想に立って､･どのように

システムを築いていくかということを第 1の重要課題として指摘したい｡

第 2に､･財源が限られてきた時に､社会保障の中で個別にできてきた各種の社会保

障 ･福祉の制度を総合化することにより､財源を効率的に使用することが考えられな

いだろうかという点です｡

3つ目の点は､社会保障､福祉というものの費用としてあらわれてくるが､実はそ

れは社会保障､福祉のサイ ドでは対応し切れないものがあるということです｡どうい

うことかといいますと､福祉の制度は､産業経済側の運営の失敗によって起こる費用

負担があると思うのです｡例えば労働災害の給付だとか､失業の給付､それに続きま

して生活保護の給付､それから､最近とくに問題になっております保育所の開所時間

を長くしてはしいという要請に対し､子供を長い間､家庭から離しておいてよいのだ

ろうかという批判です｡これは､もともと土地 ･住宅政策の失敗があり､通勤距離が

長いことによります｡もう∵つ､過労死という言葉にありますように､日本国全体の

労働時間が長すぎること∴これら2つの大きな要因があると思います｡要するに､社

会保障､福祉のサイ ドで処理できないこと､もともと産業経済のほうできちんと処理

してくだされば､福祉の費用としてかからないものを予防的に経済産業側の適切な運

営によって省くことができないだろうかという主張を､もっと社会保障､福祉のサイ

ドから発言していく必要があると思うわけです｡

更に､従来日本では住宅が社会保障の周辺領域と考えられておりませんでした｡し

かし､例えば年金給付水準を考えるとき､大都会の借家に住んでいる人と郡部の自分

の持家に住んでいる人とを比べれば､同じ年金額でも､ありがたみが違ってくると思

います｡したがって､住宅についてもっと積極的に社会保障との連携を強めていくこ

とが必要だと思います｡

住宅の問題は所得保障の領域に限りません｡保健医療とか社会福祉サービスの領域

でも同じようなことが言えます｡よく知られているように日本では社会的入院という

言葉がございます.心身か羊は問題がないが､家に帰れない.それは住宅の構造による
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か､あるいは介護者がいないという理由で心ならずも病院に滞在している｡そういう

人たちがた くさんいる｡社会福祉施設に移れば良いと言われるかと思いますが､社会

福祉施設は非常に少ないのです｡実は､国際社会保障協会 (ISsÅ)との調査研究

報告 (1986)によりますと､医療機関であるか非医療機関､つまり､社会福祉嘩設で

あるかを問わず､両者を合計した65歳以上高齢者の入居率は大体5.6%です｡国によ

りまして医療系の機関にたくさん入っている場合と､非医療系､つまり､社会福祉施

設にたくさん入居 している場合があります｡日本の場合には､社会福祉施設に入って

いる人の割合が圧倒的に少ない｡

社会保障の中の資源配分を医療から福祉に移していくことが必要です｡また､在宅

ケアの充実も必要ですが､施設そのものも増やしていかなければならないと思います｡

最後に､日本で社会福祉サービスに対する資源配分が非常に少ないと申しましたの

は､老人 ･障害者のサービスが不足しているということ｡それに対する費用をかけ過

ぎていないということと､更に､児童､女性､家族というものに対するサービス､あ

るいはそれに対する費用をかけ過ぎていないということです｡もしも高齢社会の程度

を少しでも低くしたいと思うならば､児童､女性､家族政策のほうにももっと積極的

に費用をかけるべきだと思っております｡
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パネル ･ディスカッション

｢社会的市場

【座長 (ミヒャエル ･エールケ)】 パ ネル デ ィ

スカッションを始めていきたいと思います｡

ご提案申し上げたいんですけれども､幾つか

の重点的な問題に絞 ります｡介護保険の問題､

これは日本側の方々も関心があるということ

ですので､それをはじめに論議していきます｡

さて､介護保険に関しましては､ ドイツの

介護保険システムについて､まず､ヒンリヒ

スさん､その後､ リュ-ルップさんに､話を

していただきたい｡そして､それ以外の ドイ

課題と展望｣

ツの参加者の方々に､それぞれ､それに対する補いをしていただいて､その後､次

のテーマに移っていくということにしたいと思います｡

1.介護保険について

【ヒンリヒス】 昨日､これも簡単に触れられた問題でありますし､簡単に補足だけ

にとどめます｡

少し詳しいところを申し上げますと､1994年に介護保険法というものが可決され

ました｡95年に発効をいたしまして､ 1月1日から法律は効力を及ぼしておりまし

て､拠出の義務というものが 1月1日から発生しております｡所得の 1%が保険料

ということになっておりまして､来年は､保険料率が1.7%に引き上げられます｡そ

の段階では､施設介護を受けている方に対する給付が始まります｡今年の4月1日

から始まったのは､まず初めに､在宅の介護を受ける方に対する給付が開始されま
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した｡在宅というのは､家族､友人､隣人などからの介護を受ける人たちに対して､

被保険者は､給付を受ける人ですが､一定額というもの - これは､どれだけ介

護が必要かということによって段階が分かれておりますけれども､給付金を受ける

か､あるいは現物給付というような形での給付を受けるか､ということを選択する

ことができるわけです｡

この介護のサービスというのは､プロのサービスでして､非営利団体､例えば福

祉団体ですとか､あるいは逆に商業的な組織､すなわち営利企業などのサービスで

あることもあります｡こうした現物給付を受けるかわ りに､家族､あるいは友人な

どからの介護を受ける場合には､これに対する現金の給付というものがあると思い

ます｡これは､正確な数字はわかりませんが､毎月400から750マルク程度だと思い

ます｡介護をする側が､介護という行為によって後に年金の保障を得られるような

形になっておりまして､給付をしている間の､その給付をする側の年金制度の拠出

もこの介護保険から行われることになっております｡

日本でも､私が学んだ限りにおいては､現在､介護の必要性というものが出てき

ている｡そして､まず第一には家族の介護を受けるという形で､それが十分でない

場合には､それに対して困っている場合には､何らかの別の措置がとられるという

ように伺っております｡現在､老人の方 や々ミ生涯働いてきて拠出をしてきたわけで

すけれども､最終的に職業をやめて年金を受ける段階になったときに､彼らの持っ

ている私的な財産というものをはたいて介護を受けなければいけないというような

状態は､正しい状態ではないというように見られているという状態があると思いま

す｡

また､現在の状況としては､在宅介護が主であり､ほとんどが女性が介護をして

いる｡こうした介護をする女性たちにとって､家で介護をするということに対して

一定程度のインセンティブを与えてやろうということもその背景にありました｡

3番目は､社会扶助､日本の生活保護に当たるようなものですけれども｣それと

の関連がありまして､地方自治体が過去十数年の間に非常に給付額が増えてきてい

る､そのための負担というものも増えてきているわけです｡市町村は､あまり税収

の増加というものがありませんでしたので､社会扶助給付が増えた場合には､財政
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負担が過大になるという現実がありました｡

4点目に挙げられるのが､給付のサービスが施設で行われる場合に､国際的なレ

ベルに比べてその質があまりよくないということがありました｡介護保険のコス ト

というのは､今は 1%ですけれども､将来は2.6倍 ぐらいかかってい くとい うふ う

に考えられております｡

一番大事なところというのは､給付ですが､法律で定められているということで､

法律を変えれば､給付の内容も変えることができるわけですけれども､これからも､

年をとった人たちにとって､かなり社会扶助を得なければいけない状態というのが

続 くかもしれません｡そういった人たちが社会扶助給付を受けざるを得ない状態に

させないために介護保険というものを考えたということが大事な点だと思います｡

これは､強制保険であるということ､加入義務があるということが大事なことであ

･りまして､老齢年金と同じであり･ます｡ということは､強制加入であるということ

で､本人の財政状況とは全 く無関係に介護保険の給付に対する請求権を持つという

ことになります｡

【リュ-ルップ】 介護保険というものが必要になりましたのは､高齢者の割合が非

常に上が りまして､その介護のリスクというものが非常に多 くなった場合､こう

いった場合に必要になってまいります｡

第 2といたしましては､介護保険が必要にな りますのは､伝統的な役割分担とい

うものが変わってきた｡すなわち､女性が職業を持ち､あるいは持ちたいとするよ

うなところから発生いたします｡さらに､最近､離婚率が非常に高 くなっておりま

すので､いわば家庭ネットというものが崩れていくわけです｡日本でもそ うな りつ

つあると聞いております｡ですから､介護保険というものは､一定の重要性を日本

でも持つようになってきているだろうと思われます｡これは､いわば人口構成上の

理由ですけれども､この介護保険というものは､ある意味では､例えば､このよう

な人たちは病院で医療を受けないのに介護を受けるというような､そういうところ

から生ずる浪費ということに行きます｡そういうわけで､いわば富の再分配という

ような形が行われるということが必要になると思います｡

それにつけ加えまして､このような介護保険というものが独立して生ずるように
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なりますと､もちろん､それなりのインフラス トラクチャーというものができるこ

とにな りまして､適切な対応ができるようになります｡このような種類の介護保険

というものは､この観点から必要になってまいります｡しかし､問題になりますの

ほ､一体､これがどのような基盤に基づいてなされるかということであります｡介

護のリスクというものは､労働社会に対します リスクではありません｡そういうわ

けで､企業とは無関係に解決されなければいけません｡このような介護 リスクとい

うものは､企業から期待することはおよそなじまないものであります｡ですから､

全国的にこの問題に対処するためには､制度的な強制保険という形をとる必要があ

るわけであります｡そ ういう意味で､全員に対します強制的な保険という形が必要

になってまいります｡

この問題というものは､その国の状況によって必要になってまいります｡それに

ょって形を変えます｡ですから､国家によります社会保障なのか､あるいは民間の

形で行 くのか､こういうところで議論が分かれます｡民間の保険というのは､いわ

ゆる車両保険と申します自動車保険と似ております｡つまり､強制保険の部分と民

間保険と両方あるわけです｡この2つの形態というものの片方だけをどうしても必

要だというふうにみなすことは､必ずしも介護保険の本質にとって重要とは思えま

せん｡

もちろん､ 1つのシンポジウムをこれだけで組織することも可能かと思いますけ

れども､私としましては､この2つの道があることを申し上げておきます｡強制保

険という形は､どうしても避けることはできないのではないでしょうか｡ ドイツに

おきましては強制保険の形にならざるを得ない人もいるわけですが､この人たちが

民間のサービスを受けるということは難しいです｡もちろん､普通の被雇用者とい

うものは､民間の形だけをとりますと､おそらく､公共的なものは必要でなくな り

ます｡ですから､この2つをまぜて行 うことが必要なのだろうと思います｡混合形

態ですね｡ですから､遅 くとも来年には､この結果は一体どういうことになってい

るかという結論が多少は見られるのではないかと思います｡

【座長】 城戸さん､この点につきまして何か発言がありましたらお聞きしたいと思

うのです｡日本の介護保険がどのようになっているかということ､どのような議論が
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なされているかということについてお話しいただきたいんですが､この2つの形態

というものに関しまして､日本ではどのようになっておりますでしょうか｡

【城戸】 日本では､公的介護保険というのはまだ制度として成立しておりません｡

厚生省が､公的介護保険をつくりたいという方向でさまざまな審議会に諮問してい

るところです｡その場合に､ 1つの､模範といいますか､モデルといいますか､あ

るいは教訓を得たい場として､ ドイツの介護保険に対して人々が関心を抱いている

という事実があります｡

けさも 『日本経済新聞』の第 1面に記事が出ておりました｡社会保障制度審議会

一 総理府の中にあるのですが､- が今月中には介護保険に関する答申を出すであ

ろうと｡その内容はどういうものであろうか｡というものです｡

従って､お答えするとするならば､まだ形はあまりよくわからない｡しかし､ど

うも厚生省が考えていることは､例えば20歳以上の人たち全員に加入してもらう｡

そして､高齢者にも保険料を払ってもらう｡そういうことを考えているらしい｡し

かも､それは､民間の保険ではなくて公的な保険であるということであります｡

これに対し､現在､国民の間では､何らかの形で､インフォーマルケアに対し､

負担がかかり過ぎないようにしたいということで一致いたしております｡そのため

にある程度の負担もやむを得ないだろう｡その程度が問題ではありますが､ある程

度の負担は仕方がないだろうというのが大方の意見です｡しかし､それをどのよう

な形で負担するかというところで議論が分かれます｡もしも保険の形をとるとすれ

ば､これは公的介護保険であります｡

しかし､一方では､公的福祉サービスが市区町村のレベルで行われており､その

供給量を増やすべきだという議論も強くでています｡また､その場合に､ただ量を

増やすだけではなく､ケアの質を高めること､特にケースマネジメントまたは､ケ

アマネジメントするから､サービスのパッケージを阻める人を各市町村に置かなけ

ればならない､と主張している人たちが沢山います｡公的なサービス供給システム

を主張される方たちも､内心は､地方財源が限られている以上∴公的財源に任す限

り供給量はそれほど増えないであろうと感 じている｡したがって､社会保険のシス

テムにすることにより､ニーズのある人たちがサービスを購入することができるよ
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う購買力を､つけそのことによってサービスの供給主体を多様化していくことをね

らっていると思えますし､それはある程度仕方がないと思っている所があります｡

【フェスパ⊥】 ドイツ側から言われたことについて申し上げておきたいと思います｡

問題になっているのは､拠出と給付等の相互関係がどう動いていくかということ

だというように思います｡今のところ､仕事をしている人たちと受け取る側の国民

という構図になっているわけです｡現在の人口構成で申しますと､老人人口が増え

てきているということが意味するものは､拠出における上昇というのがそれほど増

えないということになるわけです｡それによって働く人たちに対する負担が高くな

るわけです｡

したがって､ ドイツにおいては､税負担が高過ぎるのだという議論がその関連で

出てくるわけです｡介護保険が導入されたときに､統一の際の協力税というものも

ありましたし､そういう意味で､税及び考課金というものが非常に増えたわけであ

ります｡税負担についての議論がいろいろな機会をとらえて再燃するわけです｡こ

れが､最終的には､労働者の実質所得というものが､あるいは実質所得の伸び万と

いうのが枠をはめられて少なくなってきたという結果になっていると思います｡こ

れを無視してはいけないと思っております｡

【レッヒャー】 簡単に2つだけ､財源に関しまして申し上げます｡

いわばパリティ､つまり､勤労者側と雇用者側とが半々持つという話であります

けれども､きのう､これに関しまして話が出ました｡これが前例になるのではない

かと思いますけれども､これによって今の経済状況に対処をしていこうというわけ

です｡さしあた りのところは､部分的にこれに対処できます｡

財源が難しいということに対しては2つあります｡まず第 1に､勤労者だけが介

護保険の保険料を負うということですけれども､実は､これは非常に古い問題であ

りまして､いわば職業生活というものがこれによってさらに負担を受けるというこ

とです｡これは､つくり上げられたような､強制されたような形になりますけれど

も､この形がおそらく将来はもっと強くなると思います｡この状況は一体どういう

ふうになるかということ､あるいはどういうような構造になるかとい うことを前

もってみることはできません｡雇用者側といたしましては､場合によっては､これ
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がもし雇用者側に行きますと非常に問題になる､負担軽減になります0

2つ目の問題点ですが､介護保険の財源ということに関しましては､休日をなく

すことによって可能になるという-ようなところがあります｡これは､本来､何年も

かかって達成されてきました労働時間の短縮ということに逆行するものであります｡

これは､今､失業状況という.のは非常に厳しくなっておりますので､このような状

況等の関係でなかなか難しい問題があります｡80年代におきまして､初めて労働時

間の短縮に反対するような動きというものが見えてまいりました｡このことは､私

にとりましては､非常に問題のある傾向だというように思っております｡

【プファラー】 最後のレッヒャ-さんからのお話ですが､これはもう少し一般的な

疑問につながっていくと思います｡これは単に介護保険だけの問題ではなくて､ど

のようにして社会保障の財政を確保していくかということです｡はっきり見ておか

なければいけないのは､経営者側というのはi間接的な拠出しかしていないという

ことです｡したがって､経営者の払 う拠出金というのは社会全般に転嫁されていく

わけです｡というのは､例えば､価格の設定のときに､まだ余地がある場合には､

それが価格に転嫁されていくということで､国民全員から徴収をするということに

なっていくわけです｡これが均等に配分されていくわけです｡その後の議論の中で､

今､国際的な競争力というものが高まっているために､価格設定の余地が少な く

なっているという話も出てまいりました｡

では､一体どのような形が一番公正なや り方なのかということと､どのようなや

り方が一番効率的､経済的なや り方なのかということです.そのような中によって

経済活動をうまくやっていきたいという考えはあるわけです｡

さらには､そもそも経営者側の負担分というものが要るかどうかというような議

論さえあるわけです｡そのリスクが労働から出てくるのか､そうでないかという議

論は全 く別といたしまして､もちろん､介護は､直接､労働世界と関係のあるリス

クではありませんけれども､それはそれほど重要ではないと思います｡どのように

してそのコス ト負担を配分していくかということです｡そのようにして経済システ

ム全体を維持していかなければいけないわけですから､現在､国際競争力が激化す

る中で､企業側全体に負担を軽減されたほうがいいのではないかという意見もあり
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ます｡今､企業のコス ト全体というものは非常にあるわけです｡それプラス介護保

険も､また社会保険料というのもあります｡しかし､企業側の持っているコス トと

いうのはいろいろなところから来ているわけで､そのコス ト全体をきちんと制度化

した形で評価をするシステムはできていないわけですから､問題を企業のレベルに

置かないで､初めから別のレベルで考えるというはうがいいのではないか｡例えば､

税制の中でこれを考えていくとか､あるいは労働者が直接負担をするとか｡もちろ

ん､その場合には､彼らが負担しなければいけないこういった経費も含めて賃金要

求をしていくことになるというようには思います｡

それから､フェスパーさんがおっしゃったことですが､労働者の実質所得という

のは､もちろんパーセント的に見て減少をしておりますが､ただし､これは､ある

種の介護サービスを消費と見ない場合に該当する見方だというふうに思います｡む

しろ､消費というものを予防のほうに回すという必要性もあるのではないかと思い

ます｡

2.グローバル化の進展と社会 ･経済システム

【座長】 きのうの議論を思い出しますと､大変おもしろいポイントが出てきたと思

うわけです｡経済のグローバル化と､社会保障に割 くだけの余力というものが先進

工業国に少なくなってきているという点が出ました｡それについて､リュ-ルップ

さんのほうから非常に積極的なご意見も出されたわけであります｡ ドイツの社会的

市場経済であっても､日本の経済制度であっても､市場に対してある程度の保護機

能というものをつくっていると思います｡これは､ ドイツではむしろ個人的な形で

つ くられている､日本の場合には､企業がその保護機能というものを持っている､

というところがあります｡どちらにしても､どちらの国もグローバル化という傾向

からは逃れることができないわけでありまして､問題は､今､皆さんに問うてみた

いと思うわけですけれども､福祉的な要素というのを社会の中にシステムとして確

立するためのどれだけの余地があるかということです｡新田先生に､今の点につい

てお話をいただきたいと思います｡
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【新田】 私は､きのうの問題提起の中で､日本はやがて21世紀型の社会システムを

構築しなければならない根拠を申しました｡しかし､それに対してどう対応するか

ということについては積極的に述べなかったわけです｡そこで､きょうはその点を

補足させていただきます｡

3つばかりポイントがあります｡第 1は､ナショナルなレベルでの社会システム

の構成が非常に大事になってくるということです｡具体的には､例えば､日本の国

鉄の民営化の後の日本の交通システムの構築｡つまり､社会的なシステムというの

は､それ自体が公共的性格を持つという理解です｡この場合に､パブリックという

言葉はなるべく使わないように考えております｡むしろ､ソーシャルな機能だとい

う言葉を使いたいと思います｡そこには､旧国鉄だけではなくて､民間の企業もそ

ういうシステムネットワークに参加する､そういう包括的な概念で考えたいという

ことです｡

2番目は､地域社会システムの構成ですが､ここでは省略いたします｡

3番目は､そういう社会システムを構成する社会的変化の中には､労働時間の短

縮､つまり､自由時間が増えていくというような意味での日本の市民生活の質の変

化がバックにあるということ｡この点について､私は､ ドイツにこそこの問題は学

ぶべき､そういうところがあると思うんです｡我々は､生活のために働 くのであっ

て､働 く間に休息をとる､こういうことはもうやめようではないかということ｡こ

れは､ 1年でもドイツで生活すればすぐにわかることです｡

【リュ-ルップ】 グローバル化ということの定義について申し上げます｡

この定義というのは非常に難しいと思っています｡経済のグローバル化というも

のは､ ドイツ側からでは､貿易の輸出の増加という形でもって非常によくわか りま

す｡グローバル化ということは､ ドイツの立場から見ますと､いわば失業の輸出と

いうことになりますけれども､どの国にもそれなりの価値の創造というものがきち

んとなされれば問題ないんですけれども､大体､先進国家の場合のグローバル化と

いうものはインプットの側にかかわってきます｡価値の創造というものが内国だけ

に行われるのでほなくて､外国で生産が行われるようにな りますと､グローバル化

ということが一つの大きな問題になります｡生産拠点が移っていくことにな ります｡
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1つはっきり申し上げておきたいのは､国民国家的な大きな企業が将来性を持つ

ということに対して私は反対です.世界中で有名なナイキという靴のメーカーがあ

ります｡これは世界で一番大きいものだと思いますが､しかしながら､これは少し

も靴をつ くっておりません.これは一種のネットワークでございまして､一つのア

イデアというものをそれぞれの国の基準に沿ってつくらせる､そういうネットワー

クです｡ですから､韓国でつ くった り､アメリカでつくった り｡例えば､韓国でつ

くったものが､アメリカの トレードマーク､ナイキということで ドイツで売ってお

ります｡ですから､大企業の拠点というものは､内国にあるのではなくて､このよ

うなネットワーク化ということによりまして価値創造が行われますが､企業にとり

まして一番都合のいい生産拠点でつくられていくということを意味します｡

この結果､どうなるかと申しますと､価値創造はますます国家的な枠を越えまし

て､個々の企業の価値創造そのものは国内の中では解決されないで､これが直接の

雇用というものとはつながってまいりません｡ですから､グローバル化ということ

を考えますと､いわば価値創造がほかの国に移されるということ､このことを見て

おかなければいけないと思います｡

私の考えでは､この点ではかなり悲観的でして､国内においてこのような問題を

解決していく可能性はあまりないと思います｡例えば､ヨーロッパですけれども､

数年後にヨーロッパ統合通貨というものがディスカッションされております｡私は

これに反対です｡つまり､ ドイツのマルクの安定性というものが弱い通貨に統合さ

れることに反対なのであります｡ところが､私の意見は少し変わってまいりました｡

まさにこういう背景を考えてまいりますと､いわゆる生産のグローバル化というこ

とを考えますと､私は逆に賛成が非常に強くなっておりますが､ ドイツのや り方と

いうのは､経済の安定化､あるいは通貨の危機というものを何とか回避するという

意味で非常に大事な問題がここには含まれております｡もし､より大きな通貨同盟

というものができますと､為替上のリスク､こういったものがずっと小さくなると

同時に､それによって国家の役割というものが小さくなってまいります｡資本とい

うものは､生産拠点というものが､一番､公定歩合のいいところにどんどん移って

いくということ､このことはぜひ見ておかなければいけないと思います｡
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【フェスパー】 今おっしゃられたことに直接関連します｡

私の見方を申し上げますと､一体､企業にとってどこが一番都合がいいのかとい

うことです｡そこが一番問題なわけで､ヨーロッパ人というよりは､どちからとい

うとドイツ人という立場に立っておりますので､ ドイツが生産場所となるために ド

イツによい点はどこかということを考えてみたいわけです｡ ドイツというのは高賃

金国であります｡世界的に比べて実質賃金が一番高い｡これは､ ドイツの労働生産

性が非常に高いからということになるわけです｡40年かけてこれだけの成果を上げ

てきたわけで､それを考えなければいけません｡我々ももちろん知っております｡

ドイツの経済界もよく知っております｡というのは､少なくともこの20年間､為替

が自由化されて以来､常に国際的な競争にさらされているわけで､産業立地国とし

てどうか､また､ ドイツの競争力ということについての議論というのは､景気の動

きに合わせて､その議論の密度というのが高くなったり弱くなったりしているのが

現状であるわけです｡ですから､そこで問わなければいけないことは､どの種類の

生産というものが､労働生産性が高く､高賃金であるような条件下で可能かという

ことです｡そうすると､答えは当然こうなると思います｡そして､この20年間､そ

の方針に沿って動いてきたわけで､安い製品をつくることはやめてきたわけです｡

例えば､織経ですとか､そういったものは､もうドイツでは不可能な産業分野であ

ります｡したがって､繊維製品はほとんど輸入しているわけです｡

こういった背景を考えてみますと､こういうように言えると思います｡国際資本

というのはとてもおどおどしているわけですけれども､資本を呼ぶためにどのよう

な形で我々の労働ファクターというものをつくっていかなければいけないかという

ことで､我々は非常にすぐれた教育制度を持っているわけです｡そこに投資をする

ことによって､質の高い労働力､労働ファクターというものをつくれるわけです｡

この人材の力によって､非常におどおどしている国際資本というものを我々の国に

結びつけたいと考えている､これが我々にとっての唯一の道だと思っております｡

もちろん､これはまた別のことにつながっていくわけですが､労働力の質を高める

ということは非常にお金がかかる｡お金がかかるということは､賃金も高 くなると

いうことになります｡ということは､特定の製品だけが世界市場の中で競争力を

783



持った条件で生産できるのだということにな ります｡

また逆に､そこから出てくる結論というのは､ ドイツ経済が今後とも常に国際的

な競争の圧力にさらされ続けていくということであるわけです｡非常に自由な､ リ

ベラルな制度になってお ります｡ですから､その圧力というものをより強 く感 じる

わけです｡経済を人工的に操作 しているようなところに比べれば､自由であるだけ､

そのプレッシャーが強いということです｡ ドイツのプラス点というのは､労働力の

質が高い｡したがって､賃金も高 くなるというのは当然の結論にな ります｡

【リュールップ】 1つだけ､それにらいて申し上げたいんですけれども､国際化と

いうことを強迫､あるいは恐怖だというふ うに考えてはいけないと思 うわけです｡

国際化､.あるいはグローバル化というのは､一つのチャンスであり､挑戦です｡こ

うしたことは ドイツの中ではあまり言われてないことだと思 うんですけれども､例

えば､ ドイツの自動車の下請産業が､立地条件がいいとい うことでチ ェコなどに

行ってしまうわけですけれども､それはいいことだと思うわけです｡

つまり､自分の国の産業が非常に高 くなったというところでは､もっと付加価値

の高いものを産業としてどんどんつ くっていく｡そして､簡単なものは他国に回し

ていってもいいではないかと思うわけです｡つまり､例えば､立地をチェコに回す｡

東ヨーロッパと西ヨーロッパとを考えますと､そうすることによって東ヨーロッパ

の工業化にも役に立っているわけです｡そして､東ヨーロッパにおいて景気がよく

なることによって､西ヨーロッパ､ ドイツなどにまた返ってくるというわけです｡

したがって､各分野では確かにマイナスが出るかもしれないけれども､全体の経済

としてほそれが高 くなっていく､プラスの作用が出てくる｡もちろん､その前提と

しましては､西側の世界､ないしは高い工業国､あるいは賃金が高い国は､ますま

す､今申し上げたように､もっと､工業生産力ですとか技術の水準が高 くなるとい

うこと､これが必要なわけです｡

例えば､機械というものは経済的な自殺行為ではないだろ うかとい うような､

150年前のイギリスの話を思い出すわけですけれども､答えはもちろん違 うわけで

す｡したがって､技術革新を行っていくことに関して不安を持ってはいけないわけ

です｡国際化をし､そして､古い形の工業というのは外に持っていってもいい｡そ
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うしたことで､国際化ないしはグローバル化というものを一つの大きなチャンスと

みなすということが重要なのです｡したがって､我々の下請を外に回すことによっ

て､それらの国がどんどん工業国となることによって自分の国に回ってくるわけで

あります｡

【座長】 日本側から､グローバル化に関するお話を伺いたいと思います｡

日本では､国際化というのは､グローバル化というのはマイナスにとられがちだ

と思いますけれども､例えば､織経などの場合にはアジアに移っていきますけれど

も､これは必ずしも先進的な産業ではないということ｡これについて何かお聞きし

たいんです｡

【坪郷】 今のグローバル化の話とは少し違 う面から発言をしたいと思 うのです｡

グローバル化という関係では､月本の場合も､情報化ということがグローバル化

の背景として言われるわけですけれども､情報化やグローバル化の中で､これまで

の日本のシステム自体に大きなインパクトがあったのではないかと思います｡それ

は､これまでは､日本の政治経済のシステムの中では､企業という存在があまりに

も大きかったということが言えますが､情報化やグローバル化の中で､企業 とは

違った新 しい市民の主体が登場してきているのではないか｡それは､日本では､民

間非営利セクターという形で国内でもそういう議論がありますし､NGO (非政府

組織)という形での市民団体が日本を超えていろんな国-海外協力に行 くというよ

うな形で､企業とは違った新たな主体というのを日本もようや く兄い出しつつある

のではないか｡全体の中ではそれほど大きな影響力をまだ持たないかもわか りませ

んが､グローバル化の中で日本もシステムを変えるような形での新たな動きが出て

きたのではないか｡そういう側面があるのではないかと思います｡

その意味で､日本の現在の政治経済システムというのは､グローバル化の中で､

やはり､貿易摩擦などの問題がインパクトとしてほ大きいキ思うのです.企業自体

の重要性､経済体制の中で占める位置というのはそれほど大きくは変わらないで

しょうけれども､企業以外のファクターが登場することによって､日本の新たな政

治経済システムの姿-と接近する手がか りは､ 1つ､グローバル化の中で出てきた

のではないかと思います｡
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【座長】 どうもありがとうございます｡

このテーマに関しまして､フロアのほうから何かありますでしょうか｡

【丸谷】 神戸大学の丸谷と申しますが､一般的な形でグローバル化､あるいは国際

競争力としてどう乗 り越えるかというのは､日本とドイツの社会的市場経済という

テーマに即して言 うと､経済的にはあまり有意義ではないような気がするんです｡

私が聞きたいのは､今､リュ-ルップ先生がおっしゃったのは､企業が外に出て

まいりますと､労働者のほうは非常に打撃が強いわけです｡企業は利潤を上げれば

いいわけです｡その場合に､例えば ドイツにおいて､ ドイツの社会的市場経済の根

幹となるような制度がどのように反応するかということなんです｡例えば､共同決

定というふうな場合に､企業が外に出ていくといったようなことについてどのよう

な動きが見られるかというのを教えていただけたらと思います｡

【前島】 関連して伺います｡東海大学の前島です｡

今､お二人から､フェスパーさんも､こちらからもお話がありましたけれども､

それに加えて､企業の立地条件という問題には､為替 レートの変動ということにつ

いてあまり考慮がされていない｡日本の場合を見ると､3%とかという賃上げなん

かと全然比較にならないような､為替 レートの変動による競争条件の悪化というこ

とがあるんです｡そういうことを考えると､ただ単に､為替の問題を抜きにした立

地条件の論議をしてもあまり意味がなくなってきていると思いますので､ちょっと

ついでにつけ足させていただきます｡

【藤沢】 新潟大学の藤沢と申します｡

リュ-ルップさんのお話を聞いておりますと､社会的市場経済のうちの市場経済

の部分の論理が非常に強く出てグローバリズムを論 じられているのではないか､と

いう私の問題提起であります｡社会的市場経済の社会的の面を考えますと､グロー

バル化というのはそう簡単に論 じられないのではないかと思っております｡

端的にお尋ねしますが､社会的市場経済､これまで達成したものがEIJ統合でそ

のまま守れるのかどうなのかということであります｡グローバル化の中で企業は世

界性を持って動きます｡しかし､社会的に守らなくてはならない､ヒソリヒスさん

の言葉で言えば､市場経済からの保護という面は､各国のさまざまな伝統の中で築
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き上げられてきたものであります｡これをどう調和させることができるのか､私は

非常に興味を持っておりまして､ぜひ､その点､お答えいただきたいなと思ってお

ります｡

【栗林】 連合総研の栗林です｡関連質問で､前島先生の点とよく似ているんですが､

1つは､日本の場合には､為替 レー トが非常に急激であるために､調整に時間をか

けられないという面が非常に強いと思うんです｡ですから､グローバリゼーション

で､企業､あるいは社会が変わっていくときに､調整スピードがどのくらいかとい

うのは､その社会に､余裕といいますか､対応する時間があるのかないのかという

のは､非常に大きな問題だと思います｡

リュ-ルップさんがおっしゃった中で､私も基本的には同じ意見で賛成なんです

が､今､ヨーロッパで非常に問題になっていますアンスキル ドレーバーのような問

題というのは､そういうふうな考え方でいったときに一体どういうふうな位置づげ

を持ってくるのか､ということについてお答えいただければと思います｡

【座長】 最後は何とおっしゃいましたでしょうか｡

【栗林】 いわゆる技術があまりない人たちです｡あまり高い教育を受けていないア

ンスキル ドレーバーです｡ ドイツではあまり問題ないということも聞いていますが､

むしろ､ ドイツ以外のヨーロッパの国においてはそれが問題で､今､WTOで貿易

と労働条件で論 じられる問題に発展しているわけです｡ですから､そういうことも

含めてお答え願えればと思います｡

【リュールップ】 まず､社会市場経済というものは､もちろん､市場経済の-変種

であるということを忘れてはいけないと患います｡すなわち､市場が非常に重要な

わけでありまして､支配的なものが市場であり､その中には目標がある｡そこで自

由な貿易､自由な商業取引が行われる｡そして､生産性がなるべく高くいくように

する｡これが市場経済であります｡

社会的というのは､市場経済の進歩を妨げていいという意味ではなくて､市場経

済から出でくるネガティブな影響というものをなるべく取 り去るという意味での社

会的というわけであります｡したがいまして､社会市場経済というコンセプ トから

は､市場経済的な問題､あるいはグローバル的なメガ トレンドというものを切 り離
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していいということにはならないということであります｡

それから､労働者側と雇用者側がそうした問題にどう反応するかということであ

りますけれども､労働者でグローバル化によって被害を直接受ける人は､つらい思

いをするのは当然であります｡特に地方の段階ではそうしたグローバル化をなるべ

く妨げようとするのも当然の動きでありますけれども､他方､集団としての労働者

側の組織ですね｡例えば労組でありますけれども､労組などほグローバル化などに

も理解を示しています｡ ドイツでは賃金が高いわけですけれども､賃金を高いまま

にしておきたいならば､生産性もやはり高いままにしておいて､第三諸国よりもド

イツのほうが生産性が高いという､そうした格差を残しておくことが ドイツにとっ

ては重要だということになるわけであります｡つまり､ ドイツの労働観合というの

も非常に賢いわけでありまして､グローバル化ですとか､技術化というものが妨げ

られてしまったのならば､確かに短期的にはそれなりの効果を及ぼすでしょうけれ

ども､長期的には ドイツ全体の底が落ちてしまうということ､これがよくわかって

いるほどに労働組合というものは賢いわけであります｡ロボットなどによって職場

が失われるとい う議論は､150年前のイギ リスのような古い議論であ りまして､

我々は常に技術などの｢番最高の段階にいなければいけないんだという議論がまず

は優先されるわけです｡

したがって､この点においてはすべての政党も一致した意見でありますけれども､

世界化､国際化､グローバル化､そして､技術をどんどん進めていくということ､

これを行わなければいけないということでコンセンサスがあります｡

ここでおもしろい問題は､企業の段階でも､事業所の協議会だとか労働組合など

も､そうした国際化に対して非常に大きな理解を示しているわけであります｡むし

ろ､グローバル化を妨げると国内の市場が少なくなってしまう､そうした議論すら

行われております｡と申しますのも､職をすべて外国に送 り出してしまうような形

で空洞化が行われた場合には､市場そのものが ドイツからなくなってしまうわけで

すから､それであれば､ ドイツの企業が生産を海外に移すということ､これは､市

場をこちらに残しておくという意味で非常に重要な問題であります｡

それから､アンスキル ドワーカー､つまり､資格があまりないような人たちの労
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働者のことでありますけれども､そこで問題になるのは､失業者の半分近 くはあま

り資格のないアンスキル ドワーカーであるということであります｡フェスパーさん

のお話にもありましたけれども､このような資格を伴わない労働者の割合をなるべ

く減らすということが問題の解決に重要なわけです｡なるべく多 くの人が多 くの資

格を持っていくようにならなければならない｡その点でフェスパーさんと全 く同じ

意見でありますけれども､我々は､労働者の資格をなるべく増やす､労働者の教育

水準をなるべく高 くする､そのようにすることによって敗者というものがなるべ く

この社会で出てこないようにすること､これが構造改革をしていく上でも重要だと

思います｡

【座長】 労働観合の代表の形で話があるかと思いますけれども｡

【レッヒャー】 私は､この議論の核心にすぐに行こうと思います｡我々が国家内で

ある程度の余地があるか､こういった問題について申し上げますと､グローバル化

というものは､私の議論の中では､ヨーロッパの中での話にいたしますので､日本

やアメリカは直接関係ありません｡我々の場合には､ヨーロッパの中で我々にある

程度影響力を持つことができます｡これはオランダとはかなり違います｡社会政策､

あるいは社会福祉というものは､ヨーロッパ連合の中では個々の別々な発展をして

おります.我々は､ヨーロッパ連合の中では､社会保障に関しましては独自なもの

を持っております｡例えば､アメリカでは､全 く純粋の活動で､いわば純粋の資本

主義になっておりまして､我々ヨーロッパにあるような社会市場というものはない

と思います｡私たちは､そのような意味では､当然ながら､十分に賢 く行動をする

ならば､適当な圧力を加えることができまして､マース トリヒト条約の改正が来年

になっておりますけれども､我々は､これで一定の影響力を持つことをできると思

います｡

そのことに関連して､いくつか指摘しておきたいと思います｡人間性に反するよ

うな措置をなるべく減らす､このようなことがまず考えられます｡これを､言 うな

らば､国家的なものとして労働者の保護ということを上げるということができます｡

保障というものは､時間を短 くするとか､そういったような特殊な形､労働形態と

いうものもだんだん広が りつつあります｡これに対して何らかのことができると思
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います｡

また､雇用条件ということ｡外国人の雇用形態ですけれども､これは非常に大き

な問題であります｡もし､このような人たち､例えばギリシャの労働者がフランス

に行った り､ ドイツに来た場合には､彼らは､一体どのような労働条件をもらえる

かということです｡もちろん､彼らが自分の国の労働条件を持ち込んで全体の労働

条件を下げるのではないか｡つまり､下のほうに平準化というものが行われるので

はないか｡こういった問題があります｡このような点は非常に重要だと思うのです

けれども､ ドイツだけではありませんけれども､ヨーロッパ全体では､社会的市場

経済がヨーロッパ的な規模で考えられなければいけないというわけです｡

具体的に申しますと､これが何らかの契約の中に入ってこなければいけません｡

さらにこれを進めてまいりますと､労働観合の側からはこう考えているんですが､

これは非常に難しい問題です｡おそらく､実践ではもっと難しくなると思います｡

EUの規制以上の労働条件､労働交渉､こういったも/のをどうやって変えていくか

です｡例えば､労働時間であるとか､こういったような問題は､国家内での規制で

はもう行われていかないということです｡これを何らかの形でヨーロッパ規模で解

決していく必要です｡労働組合は､国際的な レベルにおきますと､あるいはヨー

ロッパ的な規模では､このような団体交渉権を何らかの形で実現していくような力

を持っておりません｡ここでは､いわゆる社会的なダイアローグという形で少し努

力はなされておりますけれども､労働組合と雇用者側との間でこのような問題をな

るべく後の団体交渉で実現していくにはどうすればいいかという話し合いを少しず

つ始めております｡これはまだ団体交渉の結果には反映しておりません｡労働力の

質の高さ､これは生産性ともちろん関係しているわけでありますけれども､これに

関しましても､労働組合も大いに関心を持っております｡

それから､両親のための休暇ですけれども､このような人たちが共稼ぎをしてい

る場合ですけれども､こういう場合にどうやって休暇を実現していくかというよう

な問題､こういったこともあります｡

私はもう一度申し上げたいんですが､これはまだ労働協約の場面では形をあらわ

しておりませんが､おそらく､ヨーロッパの将来の労働協約というところではいろ
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いろ問題になります｡私は､立場上､楽観的でございますけれども､社会的市場経

済､これは資本主義的な関心を超えていくものでありまして､社会的なコス トを超

えてぜひとも実現していくものであると､そして､それが可能なものであると私は

考えています｡私たちほ､ある程度､これ以上大きくしていくだけの基礎を十分に
/

持っているものだと考えております｡

【プファラー】 今､社会国家という要素というのがグローバル化の中でどれだけ許

されるのかという問題について言われていますけれども､それについてお答えをす

るとすれば､簡単に言えると思います｡社会国家の幅というのは､グローバル化が

もたらすものとは無関係に維持されなければいけない｡社会国家というのは､社会

の連帯のあらわれでありまして､市場の前に人々を守るという機能を持っているわ

けです｡この連帯は､ 1人 1人にとっては負担が大き過ぎるかもしれません｡もし､

市場からの悪影響が大きければ､負担は高くなります｡これは､チャンスなのか､

それとも脅威なのか､グローバル化について言われますけれども､それはどちらも

該当すると思います｡それは､それぞれの状況によってあらわれ方が違ってくると

思います｡ただ､確かに､グローバル化で損をする､あるいは影響をこうむる人が

出てくると思います｡そこで､社会国家ということが出てきて､連帯という言葉が

出てくるわけで､連帯というのは､マイナスをこうむった人と連帯をするというこ

とであるわけです｡ですから､グローバル化された中で企業は競争するわけですけメ

れども､企業に対してそんなにいろいろ要求できないといったように､遠慮をする

ことがあるのかどうかということもあると思います｡

また､例えば､財政間の調整というものがあると思います｡もし､世界市場から

のコス トプレッシャーが大きくなった場合､それをどうするかというのは間違った

問題の設定ではないでしょうか｡個人の消費の場合には､それを少し減らすという

ことはできます｡しかし､世界市場からプレッシャーがあるからといって､社会的

にかかるコストを削減することはできないというふうに考えています0

【ヒンリヒス】 私のほうからも､藤沢先生から出された質問について答えたいと思

います｡

グローバル化の中で社会的というような要素が市場経済の中でどれだけ維持され
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るのかということです｡経済の中では､効率賃金ということが言われます｡これは､

経営者が高賃金を払 うことによって､労働者から高い労働力､生産性を得られると

いうように思っているわけです｡ですから払 うわけです｡社会政策はきのうもきょ

うも話されましたけれども､これは､経済的に､また社会的にもプラスをもたらす

ものです｡社会の平和､あるいは構造転換の調整を可能にするといったいろいろな

プラスメリットがあると思います｡そういう意味で､こういったものにかかるコス

ト､社会保障給付､あるいは社会政策のためのコス トというのは､経済全体のため

に必要なコス トであると思います｡そういう意味において､ 1つの国民経済の中で

もそのことは該当しますし､また､その国民経済がグローバル化して世界的な規模

になっても同じことが言えると思います｡もちろん､経済全体にかかってくる効率

に応 じた給与とでも言 うべきコス トがどれだけであるべきかということについては

いろいろ議論があると思います.例えば､今､負担がかか り過ぎているために競争

力にマイナスが出ているか､出ていないかということ､これは政治的な議論のテー

マだと思います｡これはどこでもあることで､経済が 1国だけで成 り立っている場

合も､あるいはグローバル化された場合でも､いつでもある政治的なレベルでの議

論だと思います｡

【織田】 N.R.Wジャパンの織田です｡質問ではないのですが､新田先生が先ほ

どから主張されておられます21世紀-向けての理想社会 とい うことで､先生のお

しゃっていることに私は大賛成です｡特に､最後に労働時間の短縮のことを先生が

おっしゃいましたので､私も一言述べたいと思います.先生は､もしドイツに 1年

住んでおれば気がつかれるでしょうけど､とおっしゃいましたが､おそらく1年住

んでおられた方は気がついておられると思いますが､私､このことを参考までにお

話ししたいと思ったのです｡

今､ ドイツの方がここでいろんな話をされているけれども､しかし､そのベース

にあるものに､日本人が知らない､ものすごい違いがあるということの一つの例で

すけれども､私ども､ ドイツの企業として ドイツでやっていますと､文化的生活の

保障というのが ドイツの基本法に書いてあります｡文化的生活の保障というのはど

ういうことかというと､実は､ ドイツでは､朝の8時に家を出て､夜の8時までに
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家に帰る｡つまり､ 1日12時間､家をあけるということが文化生活であると規定さ

れている｡これは､所得税から規定されていることです｡したがって､もしも12時

間を超えて家に帰る場合は､文化的生活を阻害されたと｡企業の活動によって阻害

されたことをどう弁償するかというと､所得税で戻してくれる｡つまり､私どもは､

朝 8時に出てきて､9時から勤務をして､そして､ 8時までに家に帰らなかった場

合は､超過勤務の部分は､毎年､所得税の確定申告をすれば､国が税金を戻 してく

れる｡このくらいの文化生活を ドイツは保障している｡それが､ ドイツ人の方は､

あまりにも当然のことだからいつも議論の中で出てこないんですけれども､これは､

所得税法の中に､出張規定の中に､そこから解釈されることで､出張規定を読みま

すと､人間の活動は1日12時間ということになっています｡これが ドイツでは既に

保障されている｡それがベースになって､その上でいろんな議論が行われ七いる｡

私はそういうぐあいに思うんですけれども､先生はいかがでございましょうか｡

【新田】 今申されたことは私も知っておりましたけれども､見方をもう一歩進めま

すと､労働時間を短縮するということは自由時間が増えるということであって､自

由時間が増えるということは､市民にとって生活上どういう意味があるかというこ

とをポジティブに考える必要があると思うのです｡つまり､労働時間の長さという

ことは､率直に言いまして､ヨーロッパの人が日本を見る場合に､労働時間を短縮

して自由時間を増やしても､することがないのではないかという非常に皮肉な批判

があるわけです｡家に帰って寝ているよりは会社に行きたい｡つまり､そういう自

由時間を市民が使 うということ自身､きざに言えば､これは一つの文化的な問題で

す｡この問題は､経済的問題を超えた社会を支える根本的な問題に触れますので議

論はしにくいですけれども､しかし､シュペンダラーが言った 『ヨーロッパの没

落』ということは､今から考えますと､それは当たらなかった｡それを支えてきた

のはヨーロッパの深い文化であるということです｡そういうことの認識を､日本は

ヨーロッパの文化の在 り方に対して根本的な理解を向ける必要があるというふうに

考えます｡

【フアスパー】 今の点なんですけれども､一言申し上げますと､自由時間は一体ど

ういうことなのか｡自由時間を持つというのは､市民に対してどういうことを意味
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するかということですが､もちろん､自由になる時間を持つということですけれど

も､レジャー産業というものが ドイツでは非常に強いわけですけれども､これが旅

行業界に直接反映をしております｡これは､もちろん文化的なほかの部分にも強く

出てくるわけですが､個々の市民の需要というものがあるからこういうことになっ

ています｡しかしながら､労働時間の短縮ということは､本人にとりましては､労

働時間というものも短 くなりますから､その部分の生産性を高めるということにな

ります｡国際比較のデータを見ますと､生産性というものは､ ドイツの場合には､

1人当た りを見ますと､勤労時間､労働時間というものが一番少ないわけですけれ

ども､ 1人頭ずつ見てまいりますと - もちろん､これは荒っぽい議論になるか

と思いますけれども､国内総生産というものを考えてみますと､必ずしもほかの形

よりも下がらなかったということがあります｡このことは見ておく必要があります｡

3.社会経済モデルと市場の改革

【座長】 次の問題は､ ドイツの経験から見まして､日本から学ぶことはできるかと

いうことです｡日本は､言うならば社会的市場経済のモデルとは見られていないわ

けでありますが､規制緩和ということが非常に多く取 り上げられております｡これ

は､どうもアングロサクソン系のモデルを目指しているような気がいたしますけれ

ども､問題は､アングロサクソンモデルではないような別の方向があるか｡あるい

は､非常にラジカルな市場の改革というようなことも考えられるかと思いますけれ

ども､こういった観点で､社会的市場経済に関しまして､プラスマイナスを含めて

ドイツからどういうことが言えるか｡この点については､ヒソリヒスさんにまず話

していただいて､それからディスカッションに移 りたいと思います0

【ヒンリ_ヒス】 私の答えは否定的なものでありまして､市場経済､日本における形

というのは､その規制のあり方とか､競争のあり方､詳しいことはわかりませんの

で正確な判断はできません｡しかしながら､リュ-ルップさんと私､昨日､お話の

中ではっきりさせようとしたことは､ ドイツにおける社会的市場経済の後ろには

はっきりとしたコンセプトがあるというととでありまして､それは経済と社会に何
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らかの秩序をつ くっていく､それがメード･イン ･ジャーマニーの秩序であるわけ

です｡これは､ ドイツにとっての特許というわけではもちろんありませんけれども､

ドイツででき上がった社会的市場経済という構想､これを製品だとすると､それを

はかの国に持っていってそのまま移植できるかということについては疑念を持って

おります｡というのは､その国の状況と伝統に非常に結びついているわけで､そこ

には､政治的な伝統､経済的な慣行､いろいろあります｡また､社会的な状況､例

えば､市民と市民との関係だけではなくて､さまざまな団体間の関係､政党間の関

係､こうしたものも反映されてまいります｡

ちょっとシュンペーターの引用をしたいと思いますけれども､オース トリア､そ

して､後にアメリカで活躍した経済学者ですけれ ども､彼の 『資本主義対社会主

義』という本の第 2版におきまして､40年代の初めにスウェーデンの特殊な動きと

いうものを確認したと｡それについてこう言っています｡他の国がスウェーデンの

モデルをコピーしようというのは全 くばかげたことである｡唯一の道というのは､

スウェーデンに対して輸出をして､スウェーデンの社会的な､あるいは政治的な制

度すべてもそれにつながっているのであるから､モデルだけは移植できないという

ように言っています｡私､こうした何かをモデルにした場合に､その基本的な考え

方というのは取 り入れるということができると思ってお ります｡例えば､日本､あ

るいは旧共産国 - 例えば､中欧､東欧ですね｡こういった国が他の国のモデル

をそのまま移植できるとは思っておりません｡

【坪郷】 市場の改革に関連して幾つか手短に見ておきたいと思うのです｡日本で市

場の改革ということは､いわゆる外圧と言われる形で､貿易摩擦､経済摩擦 という

ことで､日本の市場というものが一般的な資本主義の市場とは違 うのでほないか｡

市場というものは透明なものであって､あるいは開かれたものであって､だれでも

参入できるということが市場の特徴だと｡しかし､日本においてはそういう開かれ

た透明な市場というものはないのではないか｡その関連で､日本では規制緩和諭と

いう議論が出てきたわけです｡規制緩和についてはいろんな議論をしていますけれ

ども､一般的には､.規制というのはすべてやめろと｡これまでは日本の産業政策や

日本の経済発展において主要なさまざまな官庁からのいろんな規制があり過ぎた｡
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規制は原則としてやめろというような議論が一方であるかと思えば､規制というも

のは､ある意味では､独禁法などを初めとして市場を実現するための規制というも

のもある｡市場を実現するための規制というものをなくしてしまえば､市場がそも

そも成 り立たないのではないか｡さらには､社会的な規制と日本では言っておりま

すけれども､環境保護や労働条件､消費者保護等に関連するような社会的な規制と

いうものはやはり撤廃できない｡という形で､社会的な規制と経済的な規制という

のを分頬するような議論もあります｡そのような形で､日本の市場というものはほ

かの国とは違 うのではないかという議論が 1つあります｡

モデルについてですが､日本の市場なり､日本の経済社会システムというのが生

産システムも含めて柔軟であるということで､ヨーロッパを初めとして､一時期､

日本の生産システムというのが議論になったことがあると思うのですが､やはり､

それはモデルという形にはならないのではないか｡ただ､これは､社会的市場経済

という､ ドイツでは､ある意味ではさまざまな制度に支えられた､非常に整らた枠

組みの中で展開されている1つのモデルがありますけれども､そのモデルは､日本

にとっては､少なくとも日本の政治経済システムを変えていくための議論を出して

いく非常に有益なモデルになるのではないか｡それ自体を実現するというよりも､

議論のためのモデルという形でモデル論というのは考えたほうがいいのではないか｡

日本のこれまでのシステムの柔軟性なり､あるいは規制緩和の議論というものが

ドイツにとってどれだけの意味があるのかという点については､必ずしも私のほう

から十分には議論できませんので､できましたら､どなたか経済学者の方から補足

をしていただければと思います｡

【プファラー】 ヒソリヒスさんがおっしゃったこととはちょっと違 う発言をしたい

と思います｡彼が言ったように､ ドイツモデルは他の国に輸出できない､これは正

しい｡しかし､これはすべてを語って何も言っていないというようなことではない

かと思います｡すなわち､我々が社会的市場経済と言っているものの中の需要な構

成要素というもの､これを2つにまとめますと､機能する市場を確保するというこ

と､その市場が与える悪影響に対して人々を守る､この2つの機能だというように

思っております｡これは必ずしもドイツ的独特なや り方で実現される必要はないわ
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げで､今言ったような少し抽象的な形でまとめた社会的市場経済というものは､ ド

イツ以外でも実現可能ではなしや と思っています｡

つけ加えたいということというのは､もう1つ､市場の機能というものを維持す

るという点ですが､社会全体の構造というのを､経済のダイナミズムからだけでは

なくて､ほかからも生まれるようにつ くり上げていくべきだということ｡これが第

3の要素とも言えるかもしれません｡

今の議論を伺っておりますと､日本の議論の中で大事な点が 2つある｡すなわち､

特定の市場はあるべき姿とは違ったような形で機能をしている｡したがって､規制

緩和が必要であり､そこで十分な市場機能というものを達成する必要がある｡ 2番

目のほうは､市場から人々を守るという機能､これが日本ではまだ十分ではないよ

うです｡もちろん､ ドイツだけがす ぐれているということではなく､オース トリア､

スカンジナビアにもすぐれた国があり､そうしたところからも学べると思います｡

【リュールップ】 社会的市場経済に関して一言だけ申し上げたいのですけれども､

社会的市場経済というのは､決して､理論でもなければ､どこかに持っていけるよ

うなモデルでもないと思 うのです｡社会的市場経済というのは､社会学者､あるい

は経済学者の頭の中にあるだけでありまして､社会的市場経済というのは､ある1

つの経済に参加している人たちが共通に持っている一種のイメージであります｡そ

こで経済的な成果が上がる｡したがって､その中身は､経済の成長というのは自立

した目標ではないのであって､そこにいる人たちの社会全体のレベルが上がってい

くことが重要だと､そういうところだと思うわけです｡

ただ､そのためには3つの条件があると思います｡第 1の条件というのは､業界

別の労働観合というものが経済全体に責任を持つ｡つまり､業界における賃上げと

いうものが､単にその業界の役に立つだけではなくて､社会全体に-?の貢献をし

ていく､そうしたように政策決定をしていかなければならない｡これは非常に重要

な点だと思うわけです｡例えば､ある1つの労働観合にい.る労働者が経済全体に責

任を持つという意識を持つということです｡

第 2に､雇用者側も､労働者側も､経済生活の全体の中に直接に参加をしていく

というイメージを持つ｡それによって社会的な一種のシンメトリーができ上がる｡
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労使の間で一つのシンメトリーができ上がっていくことが重要なモーメントであり

ます｡今のは､特に雇用者側にとって重要なことです｡

第 3番白に､国家の問題であります｡国家は､社会的市場経済をつくっていこう

とするわけですけれども､国家は､分配の結果に関して､それを既存の結果として

見るのではなくて､政治的な判断を行っていく｡それによって分配の効果というも

のをなるべく修正していく｡そういう機能を国家が持っているわけです｡要するに､

国家というものが市場の結果を判断し､修正していく｡それによってニューリベラ

リズムの人たち､新しい市場中心主義の人たちが主張するようないろいろな矛盾が

出てきたらば､国家はそれを修正しなくてはいけない｡そうすることによって社会

的市場経済というものができ上がってくるわけです｡

【新田】 2点ばかり簡単に申します｡

第 1点は規制緩和に関する問題です｡日本の規制緩和を､サッチャーリズム的な､

つまり､イギリスにおける規制緩和､ディレギュレーション､あるいは民営化の問

題を含めて､そういうふうに理解するのは誤 りだと思います｡それは､政策担当者

がどう政策をとるかによってもちろん変わるわけですけれども､それより､私が基

本的な報告の中で申した点を思い出していただきたいんです｡日本における規制緩

和というのは､特定の業界に対する特定の保護とい う形をとった特殊な規制が多

かったということです｡今､それを規制緩和するとい うことが､日本の消費者に

とっても､国際的に日本が持っている高い価格､高価格という問題についても､内

外格差の解消にとっても､非常に大事だということです｡大和総研という研究所が

実に立派な研究をしておりますが､それは､購買力平価によって分類した結果の第

1群､適正例でもって物価をはかり直しても､国際的に高いということ､それは全

部規制商品であります｡ですから､こういう問題について日本の国内の事情をご理

解願いたい｡

第 2点｡日本とヨーロッパの関係を社会的市場論だけで見るのは､問題のとらえ

方が狭いと思います｡それよりも､アメリカ的なタイプ､ソビエ ト型のタイプ､そ

れに対するヨーロッパ全体が持っている第2次大戦後の基本的な性格ですね｡それ

は､やっぱり､混合経済体制だし､何かの意味でゾチアリジーム､つまり社会化が
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行われている｡そ ういう国々なんですね｡違いを議論するよりも､ヨーロッパ全体

が持っている一つの成熟社会的な体質について､日本はまず理解をすべきだろう｡

おそらくその形で､日本は日本型の社会的市場論が形成されていく道を見出すこと

ができるのではないかということです｡

1っだけつけ加えたい｡私は､ポーランド政府の依頼で､ポーランドの民営化問

題についているアシスタントグループの責任者として 2年間仕事をいたしました｡

そのとき､シカゴ学派で有名なジェフリー ･サックス教授がポーランドの経済政策

の指導に当たっていたわけであります｡ショック療法によって見事にインフレを抑

えましたが､その後の工業生産の不振に責任をとってやめられたわけです｡その後､

私どもの所属しているヨーロッパのシリニックのグループが､ヨーロッパ型の国家

持ち株企業､ステー トホールディングカンパニーに改阻すべきであって､いきな り

野放しの自由化をするのは間違いだと｡要するに､シカゴではなく､ブリュッセル

に顔を向けろという提言書を作成 したわけです｡そういう意味からしましても､今､

ヨーロッパの経済が持っている社会的市場の広い意味での再評価を国際的にもう1

回や り直すべきだというのが私の感想です｡

【城戸】 日本は､社会政策が､あるいは社会的保護の面でやや弱いのではないかと

いうご指摘についてですが､私は､現行の社会保障制度の状況か ら見ると､一応

ベースはできていると思います.ただ世の中で議論するとき､市場経済派の力が非

常に強 く､それに引きずられる面のあることは事実です｡

第 1に､先ほど､社会的市場とは､経済が引き起こすマイナス面のコス トを社会

で負担するものだというご発言が ドイツ側のお一人からありました｡そう見ること

もできます｡また､事実としても存在するとは思います｡高齢化とか､少子化は､

明らかに､工業化とか､都市化が招いたマイナス面であります｡ しかし逆に､高齢

者とか､児童､保育所でも､介護でもよろしいのですが､そ ういうサービスを充実

することによりプラスの効果を幾らでも出せると思います｡例えば､保育所に子供

を預けることにより女性は十分に働 くことができる｡すなわち､所得を稼ぎ出すこ

とができる｡あるいは生産活動に加わって税金を納めることができる｡日本には分

子に社会保障負担と租税負担をとり､分母に国民所得をとって､比率が50%を超え
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ない水準で将来も行きたいという第 2次臨時行政調査会の考え方があります｡この

指標には技術的な点で問題があります｡しかし､そのことよりも働いている人たち

の稼得所得が毎年 1%ずつでも上がっていくことのほうが大事であって､機械的に

負担率をはじき出し､それによって無理に社会保障関係費用を抑圧するという行き

方は正しくないと私は考えております｡むしろ､サービスを充実することが投資的

な活動であるということが第 1点｡

第 2点は､社会保障､福祉の側だけでは解決できない問題の存在を指摘したい｡

例えば先ほど少し申し上げましたが､年金の支給開始年齢と雇用は緊密に結びつい

ています｡年金制度の側でいくら努力しても､60歳定年では65歳の年金支給開始ま

でに5年間の開きがあります｡この5年間､働 くことのできる雇用の場を十分に設

定することこそ経済の役目であるということです｡

こうした問題は幾らでもあります｡例えば､税制の側面では日本のパートタイム

労働者､主として専業主婦のパートタイム労働者が被扶養者と認定される限界内で

働 くという現実があります｡これは､税制上の配偶者控除､あるいは特別配偶者控

除という制度などにより､一定の､年間100万円なら100万円以内の所得であれば夫

の被扶養者としてとどまることができる｡そうすれば､給与は配偶者加算がつく｡

社会保険料も払わなくても済む｡そういうことになっています｡そうすると､こう

いう制度の存在によって､パートタイマーのホーム-ルパーは､その収入の限度内

に労働時間を制限するという行動をとります｡ですから､社会保障､福祉の範囲内

でできることは限られていて､逆に､社会保障､福祉の分野のほうから､産業経済

とか､税制とか､地方財政に対して要求していくことは沢山あるのです｡

【フェスパー】 もう一度､モデルを移植可能かどうかということに戻っていきたい

と思います｡今言われたことは正しいと思うわけです｡つまり､社会的市場経済を

構成する重要な要素､原理というもの､これを実現することが問題なのだというこ

とです｡例えば､自由な市場アクセス､あるいは競争についての枠組み､秩序とい

うもの､あるいは経済に参加している者の間の相互の調整とかモデルそのものは､

そういう意味では､よその国にも移行できるわけで､そういうような形で市場経済

というのがいろいろな国でできているわけです｡特殊 ドイツ的な経験というものは､
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別の国に移植することは不可能でしょう｡しかし､ ドイツが社会的市場経済の原理

というものを持っているということを言う場合に､今､ ドイツの失業率は高いです｡

利益配分についても､ ドイツで不均衡がかなりあります｡また､ ドイツの社会政策

というのは､結局は､経済政策の間違い､過ちというものをある程度修正する､そ

れの受け皿となるというところに集中しているわけです｡もし､経済がうまくいか

なくて悪い影響が出た場合に､もちろん､そこで社会的な部分というのは拡大せざ

るを得ないわけですが､だからといって社会福祉国家の機能が拡大されたわけでは

ないわけです｡社会政策というものが企業との間の利益配分の問題と関連している

わけで､結局､大事なことというのは､経済政策がうまくいっているかどうかとい

うことです｡つまり､制度間の調整というのがうまくいっているかどうか｡金融政

策､財政政策､そしてまた､金融､財政､賃金､その3つの分野というのがうまく

調整がとれているかどうか｡ ドイツでうまくいっているかどうかということについ

ては疑問を持っているので､それを輸出できるかということについてもやはり疑問

を持っています｡

【座長】 かなり批判的なご意見でありました｡

それでは､jロアから質問などがあれば､お願いします.

【藤沢】 新潟大学の藤沢です｡フェスパーさんに､昨日の講演についてお尋ねいた

します｡ ドイツの状況､経済政策､特に ドイツブンデスバンクの金融政策と賃金政

策でかなりの問題を解決できるのではないかとお話しになっていると思いますが､

私､実は､昨日のご報告を伺いましても､ヨーロッパ､あるいは ドイツでの最近の

失業問題は非常に大きな問題だと認識しているわけです｡景気の拡大期に雇用回復

というのはタイムラグが伴う｡まさにそのとおりであります｡私が見ております限

り､ 1年から1年半ぐらいはどうもかかるようであります｡しかし､今回の東欧諸

国やアジアの低賃金国からの攻勢を受ける中で､失業問題を中心とした社会的な諸

問題に､金融政策､あるいはもっと広 く経済政策で正しく香われたとして､解決で

きるのかどうなのかというのは､私はちょっと疑問なんです｡つまり､これだけ大

きく､東西間の鉄のカーテンが崩れたり､世界的な規模で競争が始まった り､そう

･いう中で生まれてきている｡そして､それが失業問題に大きくかかわってきている
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わけで､私は､通常の連銀の政策では解決できないのではないかと思っておりまし

て､そこの点､もしよろしかったらお答えいただきたいと思います｡

【九谷】 神戸大学の九谷です｡｢社会的市場経済は未来のモデルとなるか｣ ですか

ら､どうしても社会的市場経済がモデルとして設定される｡ところが､昨日から､

もう1つは､ ドイツのほうが日本から学ぶところはあるかという視点も少し出され

ていたと思います｡それについてのご発言がほとんどないというのが非常に残念な

点でございます｡これについては､リュ-ルップさんが､昨日､日本では､消費者

主権という消費者の立場からの動きというのがほとんどないというご指摘がありま

した｡これは､特に通産省なんかの政策に関してだと思うんですが｡

それから､もう1つの日本の特徴として何か言うことがあるかとすれば､出た議

論の中では､生涯雇用というか､そのような長期の雇用形態の問題です｡これにつ

いては､けさ､少しご議論があって､そのときに､もうお一方､フェスパーさんで

したか､プファラーさんでしたか､一体､労働分配率はどうなるのかというお話も

ありました.この生涯雇用につきましては､もう1つ､J正社員が多いかわ りに残莱

で調整するというところと､それから､ボーナスというシステムがあるというのが

ついてくるかと思うんです｡このボーナスや残業による調整というのは､他の国で

は､かな り高い評価が与えられるわけですが､こういった面が､もう1つの面から

いきますと､労働の完全雇用というか､雇用に対する､かなり日本的な対応の仕方

であるかと思います｡これは雇用の問題に関連したことですけれども､できたら､

最後までに､このような日本の特徴について､ ドイツの人たちから見たら､やは り､

最初にリュ-ルップさんが言われたように､消費者の立場が全然ないというふうに

お考えなのかどうか､もう1度伺えればと思います｡

【山下】 連合総研の山下と申します｡私もドイツの失業についてお尋ねしたいと思

うのです｡ ドイツが､1960年代､非常に労働不足のときにたくさんの外国人労働者

を導入したということはよく理解できるんです｡ですから､今の時代では､新たな

外国人労働者が流入するということはほとんどないというふうに私は考えていたん

ですが､ リュ-ルップ先生のほうから､現在でもなおかつ年間に非常に多くの外国

人労働者が合法的に ドイツに来ているんだというようなお話がありました｡フェス
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パ∵先生は､ ドイツへの高い賃金というのは生産性に見合ったものだということでし

たが､実際に､需要側と供給側の賃金というのほほんとうに調和がとれているのか

どうか､ということをちょっと疑問に思いました｡

そして､手厚い社会保障､それから､税金も高いということで､そういう税と社

会保障の負担が労働者にとっても非常に大きいということ｡これは､企業のコス ト

･としても大きいために国際競争力に支障が生じているということを多く議論されま

したけれども､それと同時に､労働者にとっても､そういう大きな負担というのが

労働の供給意欲と七､うものを阻害しているのではないかというような点については

どうでしょうか｡

､【フェスパー】 まず､第 1の質問ですが､実際に ドイツにおきまして外側に向かっ

て出ていくことでもって解決ができるかということなんですけれども､私はイ土ス

だと思います｡我々の経験によりますと､80年代に経験したことでありますけれど

も､経済の拡張によりまして非常に優位な状況ができたと思います｡そして､90年

代の ドイツ統一という経験によりまして､経済成長というものを ドイツだけでやっ

てきたわけであります｡ここでわかることは､可能性､つまり､ 1つの政策という

ものが拡張を向いているような場合に､成功をおさめ得るという可能性はあるんだ

ということ､これを申し上げたいと思います｡アメリカの場合には､非常に膨張的

な金融政策が5年間とられております｡あるいは4年と申し上げましょうか｡それ

によって一種のブームというものが生じておりますけれども､こ甲結果､一種の雇

用の奇跡というものを生んでいるように私は考えております｡こう考えますと､一

定の可能性があると思うんですけれども､拡張的な枠組みを経済政策がとりますと､

成長というものが可能になるのではないかと思いますこそれによって雇用問題があ

る程度までは解決されるのではないか｡この関係では､ ドイツでは､ 1年の間に

100万人の失業が生じたことがありました｡これは景気に左右されたものであ りま

すが､これから先の数年の間に新たな職場が100万人分つくられていくと思います｡

もちろん､すぐというわけにはいきませんけれども､おそらく3年から5年の間に

達成できると思います｡これは､もちろん､経済拡張というのがどこまで進んでい

くかということによっております｡89年､90年､91年､殊に91年ですが､100万人の
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職場がつ くられました｡ですから､経済政策によりまして経済成長が達成されて､

そのおかげで雇用というものが確保されるということがあります｡これによって構

造的な問題が解決されるためにはほかの条件も必要とはな りますけれども､非常に

大きな問題の大部分というのは何とかなると思います｡

【リュールップ】 ドイツは､一体､日本から何が学べるかという問題ですけれども､

ドイツは日本から非常に多 くのことを学べると思います｡私にとりましては､いわ

ば通産省の産業政策をまねするということではありませんで､ ドイツがまねをした

いと思いますのは日本の産業の輸出方向というものですが､これに関しては､我々

は大いに学べると思います｡これは 3つの領域で認められるわけですが､日本の場

合には近代化された機械というものがあるわけで､生産工学というものがあります｡

日本ではこれが非常に進んでおりまして､これがマーケティングと一緒にな りまし

て､これを利用して生産物を初めから輸出に向けてつ くっていくということです｡

日本の場合には､消費者のために物をつ くっている｡ ドイツの場合には､これが逆

になっております｡生産者の側の関心が強くなっています｡そして､日本の場合に

は､マーケティングの部門というのは非常に強 くありまして､ ドイツの場合には､

技術者のほうが発言権が多いのです｡

第 2番 目といたしましては､技術の発展というものを生産に回すということが日

本では非常に早 く行われてお ります｡18カ月の間に製品化というものが行われるこ

とになるんですが､ ドイツの場合には､18カ月どころか､さらに倍かかるというよ

うな状況があります｡ですから､市場に出せるような製品が開発されてから市場に

実際に出るまでに非常に遅れるわけです｡ですから､このような生産物のイノベー

ションというものが､例えばソニーですけれども､ 1つの会社が一体どのくらいの

量を必要とするか｡これが､ 5年から6年先にどんなふ うになってい くか｡ こう

いったものをちゃんと計算に入れているわけです｡日本の経済の場合には､そうい

う意味では､輸出を考慮に入れているために生産物のイノベーションが進んでいく

わけです｡ここでは､我々は日本から学ぶことが多いと思います｡

私があまり感心いたしませんのは､消費者物価というものが非常に高いというこ

とです｡これはかなり残念なことでありまして､我々の目から見ますと､消費者は
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搾取されているのではないかというような感じさえいたします｡非常に関心のある

ことなんですが､ ドイツ側から見ますと､日本の製品というのは､ ドイツでは日本

よりもずっと安 く買えるのではないかと思います｡ここには､シンメトリーを失し

た状態､いわば輸出を目指したような経済構造というものが､結局､日本の消費者

に肩がわ りさせられているのではないかと､そういうような印象を持ちます｡国内

需要のために消費者を考慮に入れるということはあまり行われていないのではない

かというように感 じられます｡これは､逆な意味で我々は学ぶべきことではないか

と思います｡

ヒンリヒス先生の報告の中で､社会的市場経済というのは､基本的に､ リベラリ

ズム､社会主義､そして､キリス ト教保守主義の伝統にねぎしている､そのすべて

を吸収して生まれてきている｡それが ドイツの政治的な構図にぴったり合 うような

形でできてきている｡この政治的構図というのが日本では全 く違 うわけです｡日本

の場合には､基本的に､協調､お互いに--モニーを協調するような､そういった

形であるわけです｡ですから､日本の伝統とい うものを見た場合に､このような

我々の社会的なシステムというものを受け入れるだけの用意があるのかどうかとい

うこと､これを考える必要があるのかなというふうにも思います｡

【座長】 最後に井上信一先生からまとめ的なお話を伺いたいと思います｡

【井上 (信)】 このようなすぼらしいシンポジ

ウムで発言の機会を与えていただいたことに

対して､心からお礼を申し上げます｡

私は､戦後､日本銀行の組合運動に携わっ

ておりますころに､ ドイツの共同決定法とい

うものを聞きました｡その時これこそが､労

働者が従属老ではなくて主人公になる方法で

ある｡あるいは､私のように仏教を信 じてい

る者にとっては､すべての人が仏の子である｡

仏の子であることにおいて平等であるという

ことを産業界に確立する道であると考えて大変感激をいたしました｡ただ､その後､
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経済界にいて様子をうかがっていると､どうも共同決定法が必ずしも順調に伸びて

いないというふうに私の耳に入っていたのでありますが､今度のこの会議におきま

して､実にこの法が着々と地歩を占めて､そして､ ドイツの社会的市場経済の根幹

をなすと同時に､新しいECにまで影響を与えているというお話を聞きまして､非

常に感激をしたのであります｡

それから､もう1つ､日本とドイツの違いというものにつき､戦後の復興におい

て､日本は工場からまず先につ くった､ ドイツは住宅と道路からつ くった､という

話を聞きまして､これも私には大変大きなショックでありましたが､それがたまた

ま今年の正月の5日の 『朝日新聞』に2面にわたって大きく取 り上げられておりま

した｡実は､ゆうべのレセプションで､リュ-ルップ先生に､そこにあらわれたと

ころの ドイツの考え方というのは社会的市場経済の一つの根幹をなしているもので

あろうかということをお伺いしましたところ､まさにそうであるというお話をいた

だきましたので､これまた､私は感銘をしたわけであります｡

また､きょうのお話で､私がかねてあこがれていました ドイツのマイスター制度

を含む - マイスターだけではないでしょうけれども - 教育制度というもの

が ドイツの非常に大きな力になっており､伺っていると､私どもが今おそれている

グローバ リズムに伴 うところの空洞化という問題についての大きな救いになるので

はないか｡これは､おおいに日本の参考になることではないかというふうに思いま

した｡

この3つのことを教えていただいただけでも､私は､課題であ ります ところの

｢社会的市場経済は未来のモデルになるか｣ということについて､間違いなくモデ

ルになるというふうに確信するのであります｡私が感じましたこのことが､きょう

おいでの方を超えて広い範囲の方々にどんどん伝わっていきますように､エーベル

ト財団と､連合総研のみなさんが､ご努力をいただきますことを心からお願いを申

し上げます｡
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【座長】 どうもありがとうございました｡それから､ご発言をいただいた方々､ま

た､パネルディスカッションの方々､どうもありがとうございました0

井 上 信 一 (いのうえ ･しんいち)

(仏教振興財団理事長､駒沢大学仏教経済研究所参加員､

高千穂商科大学評議員)

1918年生まれ｡1941年東京大学経済学部卒業､日本銀行に入

る｡1971年宮崎銀行副頭取に就任｡1975年同行頭取に就任｡

1983年任期満了｡相談役を 5年間務める｡

著書に 『欺異抄 - 二つの気づき』､『欺異抄 - 共に学

ぶ人生』､『仏教経営学入門』､『自由と平和の道』(故ネール首

相著翻訳)
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シンポジウムを閉じるにあたって

人間社会 と市場の相互関係の発展を

連合総合生活開発研究所

副所長 井 上 定 彦

こういう結語的なものは､｢な くてもよいか

な｣ というふうにも感 じますが､何かまとめる

ようにということであります｡これだけの豊富

な内容は､近 く連合総研の日本語の報告書等で

とりまとめて発行されるということをあらかじ

めご案内申し上げておきたいと思います｡

このフォーラムでは､現代､21世紀の経済社

会システムに向けて大変重要な論点が議論され

たと思います｡

第 1の点は､市場と､国家と､企業と､社会

という4つの概念にかかわるものであります｡この4つの関係をどのようにとらえる

かということが問題であります｡まず､｢市場｣と市場メカニズムということについて

です｡人間の自由､市民的自由と経済システムという関係でみれば､人類は市場メカ

ニズム以上に､うまく親和力のあるといいますか､両立的なシステムをまだ見出して

いないわけであります｡そういう点で市場というのは単なるプライベートな私的なも

のではなくて､.市場自体が自由ということを担保する大切な手段である点を含めて､

よく機能する市場は一つの社会財として理解すべきではないか｡これは､おそらく､

日本もドイツも共通の出発点になるのではないかと思います｡

しかしながら､市場には ｢限界｣と ｢市場の失敗｣がございます｡ リュ-ル ップさ

んは､｢社会的市場経済｣というのは市場経済の完全な●自律体､-フル ･オー ト々 ティ

ズム (完全自動主義)といわれましたが､そういう考え方を否定するものだともいわ
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れました｡つまり､市場がすべてを包摂して､あたかも社会の上にそびえ立つという

ふ うな見方を否定されたわけであります｡

｢市場は真空の中に浮かぶものではない｣

また､中村教授は､｢市場というものは真空の中に浮かぶものではない｣と､こうい

うふうにお.っしゃいました.つまり､我々の常識から見れば､｢市場システムや経済シ

ステムは社会システムの中に埋め込まれている｣(タルコット･パーソンズ)という､

かなり基本的な命題を確認する意義があるのではないかと､このように思います｡

｢社会と市場との対話｣､つまり､企業システムという市場の担い手も社会システムか

ら切 り離されて存在するものではなくて､むしろ､企業システムも社会システムの中

に埋め込まれているのだろうと思います｡勤労者､労働者の職場の参加によって企業

の生産性が大変に違 うんだ｡生産性というものを資本の投下と技術の進歩という古典

的な命題で説明するだけではなくて､むしろ､現代的な命題として ｢生産性の社会モ

デル｣を注 目されたレッヒャ-さんの指摘もございました｡

しかしながら､市場の取 り巻 く基本的な出発点として日･独ともに共通に指摘でき

ることは､国家のマクロ政策の役割は大きいということであります｡つまり､通貨の

安定､独占の禁止､所得の再分配等のマクロ経済政策､マクロ的な政策の役割は､今

日､依然として大きいということであります｡

最近､21世紀に向けて､日本にも､ ドイツにも､先進社会に新しい現象が出てきま

した｡つまり､グローバ リゼーション､経済のグローバル化という課題であります｡

しかし､これも突然最近あらわれたと理解することはできないのではないか｡資本主

義は世界市場システムとして成立してきたという点では､常識的にも市場経済の発展

のグローバ リゼーションの展開には既に300年以上の歴史があるのだろうと思います｡

しかしながら､近年のグローバ リゼーションは､このスピー ドを急速に推し進めてい

るのだろうと思います｡つまり資本と技術が海外に移転するとい う､形でグローバ リ

ゼーションのスピー ドは急速に進んでいる｡100年前と今日のグローバ リゼーション

の意味は違 うのではないか｡そのことが本日の一つの重要な論点になりました｡はた

して ドイツや日本の経済が空洞化しないのか､競争力は維持できるのか､という甲が
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両国の共通した重要課題になったわけであります｡しかし､そこでも強調されたのは､

産業構造はこのグローバリゼーションによって高度化のテンポを早めるだろうと｡そ

ういう形で産業の空洞化というよりも､産業構造がさらに高度化し国内の経済の生産

性が引き上げられていくという効果､むしろそちらのほうを注目すべきではないかと

いうことでありました｡

経済のグローバリゼーションは､国内経済に対して ｢要素価格の均等化｣ という巨

大な圧力を受けるという見方ももちろん正しいわけであります｡しかしながら､それ

ぞれの国の経済の発展や所得水準は何によって規定されるかということは､我々の共

通の認識では､高い生産性がその国の経済を支える､生産性の変化率がそのコアにな

る､ということだと思います｡したがって､経済のグローバル化と要素価格の均等化

が進むときほど､産業構造が高度化していくことを促進するようなポジティブ ･マン

パワーポリシー､積極的な労働力政策､教育投資､そして､社会的なインフラス トラ

クチャーの整備が重要な鍵になるのではないか､このことが確認されたように思いま

す｡グローバリゼーションこそ社会経済の発展のチャンスにし得るというご指摘には

大変共鳴を覚えるわけであります｡

ドイツ ･｢社会国家｣､日本 ･｢経済国家｣?

2つ目の大きな課題は戦後の日本とドイツというテーマでありまして､幾つも論点

がございました｡ 1つは､ ドイツの基本法､つまり憲法は､｢ソーシャル ･ステー ト

(社会国家)｣という規定をしておられます｡これは､古くはビスマルクやワイマール

共和国の伝統を引いた概念だと思います｡この ｢社会国家｣に対してみると､戦後日

本の現実の発展の仕方は､やや ｢経済国家 (エコノミック ･ステート)｣という性格が

現実には強いような気がします｡しかし､日本国憲法の25条には､健康で文化的な生

活を送る権利を国民は有すると､いわば福祉社会､福祉国家の宣言ともとれる条項も

ございます｡私は､日本としては経済国家から社会国家-の歩みを進める時代になっ

ていると認識したいと思います｡

1990年代の日本の歩みは､私は大変大きな時代の変化 との間を見事に表現 したと

思っております｡つまり､それまでの経済優先主義､産業優先主義から､生活者や消
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費者を大切にする社会をつくらなければならないという国民的コンセンサスが次第に

あらわれたということであります｡政府の中期経済計画 ｢生活大国 5カ年計画｣､

1994年の ｢21世紀福祉ビジョン｣､そして､きょう､福祉にかかわって議論をされまし

た ｢ニューゴール ドプラン｣であるとか ｢エンゼルプラン｣､つまり､高齢者福祉のシ

ステムを確立するということ､さらには子供の社会的な扶養を担保できるような措置

が必要だという認識が打ち出されたというのは､日本の大きな時代の変化であろうと

私どもは考えております｡つまり､生活者と消費者を大切にする政治や社会をつくる

という大切な価値､命題､ゴールというもの､連合はそういう役割を担ったのではな

いかと思うわけであります｡

2つの誤解があります｡きょうの議論で明らかになったわけですが､｢ドイツでは､

福祉国家､福祉社会が危機に陥っている.ヨーロッパ福祉社会は崩壊する.もう崩壊

した｣んだと､極端にはそういう意見すら日本ではあります｡そうではなかったわけ

でありまして､ ドイツは高齢者介護保険を今年1995年からスタートさせたわけです｡

福祉社会を維持するためのさまざまの困難について､きょうプファラーさんからもお

話しがありました｡

日本についても誤解があります｡日本の社会のゆがみや経済のゆがみを我々は常に

指摘してきました｡しかしながら､日本社会の所得の平等､雇用の安定､医療や環境

条件､これについては､国際連合の人間行動指標という100系列を超える人間の生活

スタイルを指標で示したものによると､日本は､現在､依然として世界の 1位であり

ます｡雇用が安定し､所得の平等度がこれほど高いとい うことは偶然にできたんで

しょうか｡私はそうは思いません｡日本の中でも十分論理化されてはいないが､さま

ざまの制度的なもの､仕組み､あるいは､さまざまの民主的な括抗力 (カウンター

ベーリングパワー)が働いているのだと思います｡多少､日本のひいきに過ぎるかも

しれません｡

｢生産性の社会モデル｣

第 4セッションでは､雇用システムについての議論がありました｡ここでは､おふ

た方とも､新古典派的なアプローチでは両国の雇用システムをうまく説明することは
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シンポジウムを閉じるにあたって

できない｡そこからはみ出すものが非常に多い｡そういう点で､レッヒャ-さんは､

｢生産性の社会モデル｣という概念を出されました｡あるいは､共同決定によって労

働者の職場参加が企業や社会､経済の生産性を引き上げるという側面を強調されまし

た =

日本的な長期的雇用慣行について､中馬先生は ｢必要な人を必要のときに必要なだ

け雇 うという労働市場のモデルは幻想である｣ というふ うに指摘をされました｡日本

の長期的雇用慣行というのはもっとさまざまのファクターによって支えられてお り､

その長所もあると､そういう指摘もなさいました｡

第 5セッションでは､社会保障の将来について議論が交わされたわけでありますけ

れども､プファラーさんが強調された点で我々が見落としてほいけないのほ､｢福祉

というものは完全雇用とともにある｣ということです｡完全雇用という柱を失ったと

きに福祉は非常な困難に陥るという自明のことを日本はもう1回直視 しなければなら

ないのではないか｡そして､大切なことは､これからの人口構成の変化やさまざまの

21世紀の構造変動に対して､その長期を見通 し､社会危機に陥らないように､あるい

は経済危機に陥らないように､あらか じめきっちりとしたプログラムを持った対応を

今のうちから考えるべきだというア ドバイスをいただきました｡

城戸先生は､日本の高齢化､少子化というのが､通常考えるのとは違って､非常に

急激なテンポで進み､これが社会経済全体に非常に大きなインパク トを与える｡この

質的な意味は ドイツよりもはるかに高いんだということを強調されました｡このよう

な急激な社会構造変動の中で､日本の福祉システムは､これもまた誤解が多いんです

けれども､かなり高い水準に既に到達しているということも指摘されたのだと思いま

す｡そして､福祉社会の先端の問題である高齢者介護保険という問題についても､日

本は取 り組もうとしている｡ここでもう一つの飛躍ができるならば､おそらく､ ドイ

ツや北欧に近い福祉社会を日本でも構築 し得るということだろうと思います｡その試

練が我々に待っているということだろうと思います｡福祉社会や福祉国家を議論する

ときに､ ドイツ側の論陣と日本側の論陣で多少のすれ違いがありました｡日本の福祉

制度の発達や社会構造変動の発展のレベルの差がそこにあるので､ ドイツでは福祉国

家の危機に着 目して対応を考える､日本は今こそ福祉社会-の組織的､機構的､制度
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的な取 り組みに全力を集中すべき時期に来たんだと､こういう局面の違いがあるよう

に思われます｡

｢社 会 的 成 長｣

したがって､日本では､むしろ､高齢化､少子化という社会構造変動が単に経済に

とってマイナスの要因ということだけではなくて､高齢化､少子化による福祉や社会

的な分野にかかわる巨大な新しい需要を生む､社会的な市場が生まれる､社会的成長

という概念に注目すべきではないかということを新田教授は指摘されました｡つまり､

社会的な新しい事業や社会セクター､あるいは第三セクター､こういうものの発達が

日本経済や社会の空洞化をむしろ埋めていく力がある､そのような側面にも注目すべ

きではないかというご指摘であったかと思われます｡

さて､｢社会的市場経済｣は未来にどのようなメッセージを持っているか､どういう

概念であるか､あるいは､そのための政治的コンセンサスをどのように構築するのか､

という最後の重要なテーマがあります｡ヒンリヒスさんは､社会的市場経済の限界は､

経済的限界から生じるものではなくて､社会的なコンセンサスの立て方､それができ

るかどうかということがその限界になるんだといわれました｡おそらく､GNPに対

する公共支出の比重も､量的 ･経済的なものよりも､その構築の仕方､つくり方によ

る､その過程における国民的なコンセンサスが最大の要件なんだろうというふうに思

われます｡そのとき､坪郷先生は､分権型福祉社会ということが日本の21世紀の大切

な課題になるという指摘をなさいました｡分権 ･自治ということは､民主主義をより

本格的なもの､本物にしていく過程でもあります｡つまり､経営者団体と自立した労

働組合との社会的なパートナーシップというのは分権や自治の一つのあらわれである.

特に日本側として注目したいのは､社会保険とい うのは労使の自治である｡国家に

よって担保はされますけれども､基本的には､主体は労働組合であり､経営者団体な

のであるという点は大切な点だと思う｡この労使によって支えられる社会保険という

のは､税による福祉システムよりも安定度が高い可能性があるOつまり､社会的コン

センサスが壊れたときに､大蔵省というのは比較的たやすく政策を変えるわけであり

ます｡しかし､自立した労使の間に合意があれば､それを安定化させる力があるとい
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シンポジウムを閉じるにあたって

う点を､我々はもう1回これからの福祉の構築に当たって考えるべき課題として注目

したいと思います｡つまり､勤労者の中の連帯原理､連帯という概念をもう1回､自

治や民主主義とともに､我々はその意味を改めて確認する必要があるように思われま

す｡

モデルの普遍性とは?

｢国家のモデルの輸出ができるのか｣という議論がありました｡私は､社会構造の

変動や経済の発展というのは､内発的に､それぞれの社会､それぞれの国の中で新し

いモデルを生むものだと思います｡内発的なもので外から押しつけられるものではな

いoしかし､それでも同時に私峰､その内発的な形があまりにも似ていることに驚 く

わけであります｡日本の高齢化と成熟社会-の到達が､非常に急激に､欧州型の､･あ

るいは欧州がたどってきたような福祉社会-の道を今たどっている､というふ うに認

識も′し､また期待もしています｡｢社会市場経済｣というのは決して例外的なモデルで

はなくて､それぞれの人間社会と市場の相互関係の発展との間に比較的普遍性の高い

概念であり得るという感想を持っております｡

時間がなくなりましたので結びにいたしたいと思いますが､山田理事長はこう言わ

れました｡社会市場経済というのもそのようであるが､ともかく経済や市場というの

は人間が幸せになるための手段ではないか､このことを指摘されました｡そ して､

ェ-ルケ所長は､社会市場経済は開かれたものである､まだ未完成なものであると､

こう言われました｡日本人もドイツ人も好きなシューベル トを思い出します｡｢未完

成交響楽｣でありまして､第 2楽章まではございます｡第 3楽章､第 4楽章の社会的

市場経済は日本とドイツそれぞれでつくろうではありませんか｡これを結びの言葉に

したいと思います｡
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市場経済 と福祉経済社会の構築

連合総合生活開発研究所

所 長 栗 林 世

私どもがェ-ベル ト財団の協賛を得ましてこ

のようなシンポジウムをなぜ闘いたかというこ

とですが､山田理事長が開会の辞でご説明いた

しましたけれども､簡単にもう一度われわれの

問題意識も申し上げたいと思います｡世界的な

社会主義の崩壊の後､市場経済化ということが

世界に蔓延しているわけです｡その市場経済化

に対して何かそれに対抗する概念が出てこない

と市場経済そのものも発展しないのではないか｡

また､日本の実情を申しますと､そういう意味

も含めて方向性を失っているような雰囲気があるのではないか､ということです｡し

たがって､ 1年ほど前から､当研究所では､福祉経済社会という言葉を持ち出しまし

て少し研究をいたしております｡そこでは､今､社会的市場経済という概念に非常に

ょく似ている概念を追求しているわけです｡そのときのいろんな議論の中で､ ドイツ

の社会的市場経済という考え方が我々がいろいろ模索している福祉経済社会というも

のに非常に大きな示唆を与えてくれるのではないかということで､このシンポジウム

を始めたわけです｡

この2日間を通じまして､非常に得るものが大きかったと私自身は考えております｡

この成果を私どもが今追求しております福祉経済社会にどう生かせるかどうかは私ど

もの能力にかかっているわけですが､何か､非常に目を閃かされたような気がいたし

ます｡～基本的に､市場経済といいますか､市場経済が持つ調整能力というものは､そ

216



閉会 あ い さつ

こに参加する人々の自由を最大限尊重しているという意味において最もすぐれている

と言えるかと思います｡市場経済と言いましてもいろんな市場があるわけです｡基本

的な市場として財市場を考えてみますと､財市場に参加する1人 1人が､市場経済の

場合には､.特に消費者の利益を基本的に追求した自由がそこに満たされているという

ことではないかと思います｡したがって､ ドイツでも､そこでの独占力というものを

なくす意味で市場がうまく動くような形での政策がとられている｡

ところが､労働市場について考えてみると､必ずしも労働市場というのは､財市場

のような考え方で調整を追求していってはうまくいかないということが歴史的に認識

されているのだろうと思います｡そこで､ ドイツでとられている一つの智恵が共同決

定という概念で生まれてきているのだろうと考えるわけです｡ところが､日本はそう

いう形をとっていない｡日本はむしろ違った形で､どちらかといいますと､企業に雇

用の責任を持ってもらおうと｡しかし､それに対して労働者のサイ ドでも何らかの協

力をする必要がある｡それは､企業組合であり､賃金の中の7割方が基本的に交渉で

決まる賃金であり､あとの3割は企業とのプロフィットシェアリング的になっている｡

という点において､日本では賃金は非常に柔軟性を持っているわけで､賃金の柔軟性

が ドイツよりも低い失業率を達成しているということではないかと思います｡ した

がって､その点については日本のシステムは悪くない｡ですから､今後､それをどう

いうように ドイツ方式との関連性において失業率を高めない方法を追求していくのか

ということが非常に重要だと思っています｡

もう1つは､金融制度､金融市場があるわけです｡日本はバブルという非常に大変

な問題を起こしてしまった｡それとの関連性において､今､整備が急がれている｡も

う1つ､通貨に関しては､かねがね ドイツの通貨政策というのは尊敬しているわけで

ありまして､インフレを起こさないという基本的な線を貫いております｡日本でも最

近はそうなってきているんですが､これは､通貨政策のせいなのか､円高のせいなの

か､よくわかりませんけれども､とにかく物価は安定しているということです｡ただ､

ドイツと日本で共通しているのは､今後､マルク及び円が国際通貨としてどういうよ

うな役割を担っていくのかということにおいて､本日､議論は出ませんでしたけれど

も､そういう問題をこれからお互いに学んでいかなければならない立場に立っ言 いる
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のではないかと思います｡

そういった市場の動きというものに関して､一方､生活システムといいますか､社

会のシステムというのは､市場では行い得ない一つの原理が働いている｡ ドイツの言

葉を借 りれば､連帯という言葉でそれが語られている.それは､し市場の活動で発生し

てくるリスク及び外部性をどういうように社会全体が吸収していくのかということだ

ろうと思います｡この件に関しては､ ドイツから学ぶべき点が多々あると思います｡

日本の場合には､どちらかといいますと､インフォーマルセクターにリスクせ負わせ

ているシステムになっていた｡それを､今後､どうやってフォーマルなセクターと､

ィンフォーマルなセクターと､伝統的なセクタ二といいますか､そういうものとの役

割分担をしていくかということが問われているのだろうと思います｡ですから､そこ

で公正と効率の問題をどういうように解いていくかというのが我々に与えられた課題

であると思っています｡したがいまして､そういうようなことをもとにしまして福祉

経済社会システムというものを一度描いてみたいと思います｡福祉経済社会の概念が

できました段階で､また､本日ご参加いただきました ドイツの皆様方にもご批判をい

ただければと思っております｡

最後に､会を閉じるに当たりまして､はるばるドイツから日本までわざわざ来てい

ただきましたリュ-ルップ教授を初め ドイツの参加者の皆様には､厚 く感謝を申し上

げたいと思います｡それから､日本サイ ドでは､新田教授を始め多 くの先生方にご参

加いただきまして､快 く我々の要望を引き受けていただいたことに深 く感謝したいと

思います｡それからまた､最後まで熱心なご討議をいただきました会場の皆様にも感

謝を申し上げたいと思います｡最後になってまことに恐縮ですが､我々の無理な要望

を快 くお引き受けいただいて､このような会を持つことにご協力いただきましたエー

ベル ト財団の皆様にも心より感謝申し上げたいと思います｡
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日･独シンポジウム プログラム
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日･独シンポジウム

社会的市場経済

(6月7日 (水曜日))

010:00 開 会

未来のモデル となるか

プ /ロ グ ラ ム

1995年 6月7日～8日 ゆ うらいふセンター

010:00-10:30 主催者代表挨拶

山田精吾 (連合総研理事長)

ミヒャエル ･エールケ (ェ-ベル ト財団東京事務所長)

来賓挨拶

ベルノ一 ･ブンゼ (ドイツ大使館参事官)

松本惟子 (連合副事務局長)

010:30-12:30 第 1セッション

基調報告

『戦後の日本とドイツにおける経済 ･社会システムの変化 と展望』

ベル ト･1)エールップ (ダルムシュクツト工科大学教授)

新 田 俊 三 (東洋大学教授､国際公共経済学会 日本支部事務局長)

012:30-14:00

014:00-15:30

昼食休憩 (90分)

第 2セッション

政治 ･政策システム

- 福祉社会 ･福祉国家の政治

座 長 ベンノー ･ブソゼ (ドイツ大使館参事官)

報告 1 カール ･ヒソ1)ヒス (ブレーメン大学社会政策研究センター)



報告 2 坪 郷

015:30-15:45

015:45-17:15

(6月8日 (木曜日))

010:00

010:00-ll:30

011:30-13:00

013:00-14:30

014:30-14:45

014:45-16:45
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賓 (早稲田大学教授)

休 憩 (15分)

第3セッション

経済システム - 経済効率と福祉国家は両立しえるか

座 長 栗 林 世 (連合総研所長)

報告 1 ディータ一 ･フェスパー (ベル 1)ソ ･ドイツ経済研究所)

報告 2 中 村 達 也 (中央大学教授)

開 会

第 4セッション

雇用システム ･労使関係

- 労働市場の流動性 対 産業民主主義

座 長 前 島 巌 (東海大学教授)

報告 1 ヴォルフガング ･レッヒャ-

(-ンス ･ペックラー財団 ･経済社会研究所)

報告2 中 馬 宏 之 (一橋大学教授)

昼食休憩 (90分)

第5セッション

社会保障 - 人口構造の変化と社会保障の将来

座 長 ベット リュ-ルップ (ダルムシュタット工科大学教授)

報告1 アルフレッド･プファラー (エーベル ト財団､ボン)

報告2 城 戸 喜 子 (慶応大学教授)

休 憩 (15分)

第 6セッション

パネルディスカッション

｢社会的市場経済 - 課題と展望｣

コーディネーター ミヒャ-ル ･エールケ (エーベル ト財団東京事務所長)



日･独シンポジウム プログラム

バ ネ ラ (各報告者)および井上信一 (高千穂商科大学)

016:45-17:00 ｢シンポジウムを閉じるにあたって｣

井 上 定 彦 (連合総研副所長)

017:00-17:10 閉会挨拶

栗 林 世 (連合総研所長)

司 会 者 佐 野 幸 次 (連合総研研究員)

通 訳 者 桑 折 千恵子 (ドイツ語翻訳 ･通訳者)

上 田 浩 二 (筑波大学教授)

相 揮 啓 一 (青山学院大学専任講師)
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